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令和７年６月第３回本山町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日及び場所 

令和７年６月１０日（火）       本山町議会議場 

 

２．応招議員 

 １番 吉川 裕三   ２番 川村 太志   ３番 永野 栄一 

 ４番 松繁 美和   ５番 白石 伸一   ６番 上地 信男 

 ７番 中山 百合   ８番 大石 教政   ９番 澤田 康雄 

１０番 岩本 誠生 

 

３．不応招議員 

 

４．出席議員 

応招議員と同じ 

 

５．欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

６．職務のため議場に出席した事務局員の職氏名 

議会事務局長 松葉 早苗    主査 清岡 康隆 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

町  長 澤田 和廣     副町長 高橋 清人     教育長 大西 千之 

参  事 大石 博史    総務課長 田岡 学  住民生活課長 前田 幸二 

政策企画課長 澤田 直弘 まちづくり推進課長 田岡 明 建設課長 中西 一洋 

健康福祉課長 澤田 真紀 病院事務長 佐古田 敦子 

 

８．議事日程 

日程第１．一般質問 

 

３番 永野 栄一 議員 

・交流人口と移住対策について 

・水道施設の耐震化について 

   ・零細（家族）農業者に対する支援について 
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１番 吉川 裕三 議員 

   ・町長の政治姿勢について問う 

   ・カスタマーハラスメント対策について問う 

 

７番 中山 百合 議員 

   ・本町の文化・教育施設に関して 

   ・人口減少対策について 

   ・町内の環境整備について 

 

２番 川村 太志 議員 

   ・ふるさと納税への取組みについて 

   ・人口減少に伴う労働人口の減少について 

   ・地域住民と観光客が共に楽しめる遊び場の整備について 

 

８番 大石 教政 議員 

   ・町長の政治姿勢、行政報告について 

   ・本町の諸課題について 

   ・物価高騰対策について 

 

４番 松繁 美和 議員 

   ・環境問題について 

   ・住民参加のまちづくりについて 

 

 

開会 ９：００ 

 

○議長（岩本誠生さん）おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したプリントのとおりであります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１．一般質問 

 

○議長（岩本誠生さん）日程第１、一般質問を行います。 

 事前に決定をいたしました順番に発言を許します。 
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 ３番、永野栄一さんの一般質問を許します。 

○３番（永野栄一さん）３番、永野栄一、ただいまから一般質問を行いたいと思います。 

 今回も３問ということで、１つ目が交流人口と移住対策について、２番目が水道施設の耐

震化について、最後は、零細、いわゆる家族農業者に対する支援について質問をしたいと思

います。 

 それでは、１番目の交流人口と移住対策についてを質問をいたします。 

 この前の高知新聞の６月４日の記事がありますが、ふるさと住民創設ということで、地方

創生ですね。政府は、６月３日、地方創生に関する有識者会議を首相官邸で開き、今後１０

年の指針となる基本構想案を示した。仕事や趣味などで継続的に居住地以外の地域に関わ

る関係人口を増やすため、自治体がこうした人をふるさと住民として登録する制度を創設。

１０年で１，０００万人を目指す。東京圏から地方へ転入する若者の比率を倍増させ、人口

の偏在解消を進めるということで、戦略を令和７年中に策定する。ふるさと住民は、観光の

リピーターやふるさと納税の寄附者らがスマートフォンアプリを通じて申請、自治体が登

録証を発行する仕組みを想定しているという記事がありました。 

 そこで、町長の今回の施策でも二地域居住についてということを推進しようとされてお

ります。 

 そこで、まず前提となります昨年度の交流人口と移住者はどのぐらいだったのかについ

て、まずお聞きをしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）おはようございます。 

 ３番、永野議員の一般質問にお答えします。 

 今、人口が都市部に集中する中で、高知県においても、また本町においても、人口減少が

大きな課題となっています。人口減少は、地域経済におきましても大きな影響が生じます。

こうした中で、地域の活力を高めるという手段の一つとして、本山町へ訪れていただく人を

増やす、いわゆる交流人口の拡大に取り組んでまいっております。 

 また、先ほど指摘もありましたけれども、関係人口ですね。今、汗見川地域と大阪市西区

との交流など、観光以上移住未満とよく例えられますけれども、そういった関係人口の取組

を進めていきたいというふうにも思っておるところでございました。なお、移住者数等につ

きましては、担当課長から答弁を申し上げます。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）３番、永野議員の質問に対し、町長の補足答弁を行います。 

 令和６年度の交流人口につきましては、町の観光施設などの入り込み者数を積み上げま

して計算しております。６年度は１６万８，５６５名と計算しております。 

 なお、移住者につきましては５９名、うち県外が３９名、県内は２０名となっております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 
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○３番（永野栄一さん）移住者もだんだん増えてきている。それから、交流人口もある程度

目標達成に近いところまで来ているんじゃないかと思いますが、これらの交流人口の増大

は、本町や嶺北地域を知ってもらう手段でもありますが、この交流人口の増大が移住政策に

もいうことを考えるわけです。 

 町長も先ほど、交流人口の拡大によって移住というのもちらっと言っておりましたが、改

めて町長の所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 本山町にある自然や景観などの資源を生かす。来月には開催を予定されておりますけれ

ども、汗見川清流マラソンとか、それから、本山町が好きなので参加しましたというふうに

声をかけていただいて、非常にうれしかったのでございますけれども、町なかでのイベント

など、本山町のファンを増やしていくということ、それが非常に大事だなというふうに思っ

ています。 

 その延長線上で住みやすい、本山町は比較的、私はコンパクトなまちであって、教育や福

祉、医療とか交通や買物とか、そういった生活基盤から見ると比較的住みやすい、生活しや

すいまちだというふうに感じておりますので、そういったことも合わせて移住につながれ

ばと考えているところでございます。 

 議員のご指摘のとおり、交流人口の増大が移住政策に有効であるということは同感でご

ざいます。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）交流人口の拡大によってファンを増やすという答弁がございました。

そこで、やはり先ほどこの政府が発表されております観光のリピーターやふるさと納税の

寄附者等について、いわゆる単なるネット上で知ってもらうだけではなくて、やっぱり来て

いただいて、そして本山町のよさを知るということについては、やはり本山町の魅力発信と

いうのも重要な課題になるだろうと思います。 

 そこで、二地域居住対策など交流人口の拡大策と、それから自然を生かすという意味で、

徳島県の三好市との連携状況はどうなっているかについて、この２点について、改めてお伺

いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）お答えをいたします。 

 二地域居住の取組につきまして、本年度の具体的な取組といたしましては、モンベルアウ

トドアヴィレッジ本山のコテージを活用しましたモニターツアーを計画しております。滞

在中には、アクティビティーを体験していただくほか、トレーニングルームを利用していた

だいて、またワーケーション要素も取り入れた計画をしており、そのツアーの受入れに関す

る予算を６月補正予算に計上しております。 

 また、吉野川水系を同じに持つ三好市との連携につきまして、昨年度まではちょっと取組
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のほうができておりませんけれども、今年度、土佐れいほく観光協議会において、観光ガイ

ドの養成を行うようにしております。その中で、講師については同じ水系を持つ三好市の方

を講師に招いてというところで調整をしているという話は聞いておりますので、今年度、勉

強に行くことも大変重要だと思いますけれども、こういった中で連携をしていくというこ

とができればというふうにも考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）まず、モニターツアー等の計画ですが、いわゆる時期とか、それか

ら規模、何人ぐらいを対象に考えているのかということについてお答え願いたいと思いま

す。 

 それから、二つ目の三好市との連携等ですが、観光ガイドについては分かりましたけれど

も、いわゆる自然ですよね。三好市の場合だったら、ジオパークをどのようにして生かして

いるのか等について、やはり研修等をすべきだと考えますが、担当課長、あるいは町長のお

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）申し訳ありません。ちょっと何月という資料がなかってお

りまして、予定としては秋以降で計画をしております。 

 なお、モニターのツアーのやり方につきましては、今現在、ＡＮＡであるとか、同じ協議

をしております高知県と今、人数割りとかいうのが県下で決まっておる関係もございまし

て、内容を含めて今、協議中でございます。 

 それと、ジオパークの関係につきましても、まず、確かに整備も必要だとは思いますが、

先ほど言いましたようにガイド養成という部分が、つくった後も大変必要になってくると

思います。今回、そういったガイド養成ということを行って、そのガイドをしていただく方

に魅力発信の基礎を学んでいただくというところから始めて、比較ができるようになると

いう人材を育てていくという部分も大事ではないかなというふうに考えております。今年

度は、そういったところで取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）三好市の連携については、本山町の人材を育てていくということで

すね。ある程度の目標というか、習得目標を設定してやはり研修等についても有効にやって

いただきたいと思います。 

 それと、先ほどのモニターツアーでアウトドアアクティビティー体験ということですが、

秋以降だと、いわゆる夏のカヌーだとかラフティングの制限ができるわけですよね。やはり

登山ぐらいだったらあれかもしれんけれども、メニューが限られてくるので、やはり前倒し

というか、それぞれの例えばカヌーだとかラフティング、それから山岳登山等を含めていろ

いろなメニューがある中で、そのメニューごとにやはりアウトドアアクティビティー体験
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というのを組むほうが私は有効じゃないかと。秋以降だと、やはりどうしてもメニューが限

られるということで、そこの辺の研究余地があるんじゃないかと思いますが、担当課として

はどう考えておられるんでしょうか。お聞きします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）確かにモニターを組むんであれば、夏場の一番ラフティン

グであるとか、そういったところをやっていただきたいという気持ちもございますが、今回

のツアーにつきましては、ちょっと長期の宿泊の滞在型、その中で仕事もできる環境がある、

自然もちゃんとしたところがあるというようなところでモニターツアーを計画しておりま

して、アクティビティーについては、先ほど言いましたトレッキングのほうで計画をしてお

ります。 

 先ほど言いました複数日コテージを貸し切るとなると、なかなか夏場の繁忙期では押さ

えることがちょっと難しいということもありまして、今回につきましては、そういったメニ

ューで構成をしております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）例えば宿泊等については、どうしてもモンベルということではなく

て、各地域の集会所の開放要請だとかすれば、意外と宿泊のキャパシティーは持てるんじゃ

ないか。それとか民泊ですよね。そういったことも考えた上でやっていくのが、やはり有効

なアウトドアアクティビティー体験の手段じゃないかと思いますが、その辺はあくまでも

モンベルでの宿泊という計画なんでしょうか。再度お尋ねします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）やり方については、そういったやり方があるというのは承

知をしておりますが、今回についてはモニターということで、今回体験していただいたこと

を聞き取りをして、次に生かすということも含めてのツアーになっております。したがって、

今回はモンベルを中心に考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）次の次ですね。３番目のところとも関与するわけですけれども、や

はりこれから、今回の場合は予算の関係だとか、今年度から始めるということで仕方ないか

もしれませんけれども、あくまでも例えば棚田の稲刈りだとか、そういった農業体験も含め

て、やはり本山町の魅力というか、天空の郷米はこういうところで作られているというよう

なことも含めて、やはりこういった体験というか、交流人口の拡大には努めるべきじゃない

かと思いますが、今後の計画等を含めて所見を答弁願います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）今年度は、モンベルということで計画をしておりますけれ

ども、今回来ていただいた方の聞き取りなんかもして、例えばこういった、先ほど議員がお
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っしゃったように稲刈り体験とか、そういったことがというような意見も聞きながら、次年

度は計画をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）よりよい事業にするために、やはり前へ前へと積極的な事業計画に

していただきたいと思います。 

 それでは、次、２問目いきたいと思います。よろしいですか。 

（「はい」の声あり）２問目は、水道施設の耐震化ということです。 

 これも今回やはり６月７日の高知新聞、国土強靱化５年、２０兆円強ということで、イン

フラ老朽化対策重点ということで記事が載っておりました。政府は６日、災害に強い国づく

りを進める国土強靱化の次期計画を閣議決定したと。対象期間は２０２６年から３０年度

の５年間でということです。 

 こういったことは、いわゆる断水が長期化した能登半島地震でのインフラの老朽化対策

が必要じゃないかということで、こういったことが述べられております。その中で、避難所

環境の改善など地域の防災力強化は１兆８，０００億円として、避難所となる学校へのエア

コン設置などに取り組むというような記事がありました。 

 それに先立って、令和６年９月２４日に都道府県の水道行政担当部長等に国土交通省大

臣官房だとか、水道事業課長から出された文書の上下水道耐震化計画の策定についてとい

うのが令和６年９月２４日に発行されております。 

 そこで、これに基づく本山町上水道耐震化計画の計画概要及び状況をお伺いしたいと思

います。私は事前に資料をもらっていますけれども、住民の方だとか、ほかの方は分かって

おられない方もおられると思いますので、取りあえず概要でいいですので、説明を求めたい

と思います。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）永野議員の本山町上下水道耐震化計画の概要と状況についてご

説明をさせていただきます。 

 今回、上下水道耐震化計画は、令和６年能登半島地震を踏まえた上下水道システムの急所

施設、この場合の施設というのが、機能を失えば水道システム全体が機能を失う最重要施設

のことで、取水施設、導入施設、浄水施設、送水施設などが当たります。これの耐震化が未

実施であったことにより復旧が遅れたということを受けて、先ほど永野議員が言われたよ

うに耐震化計画を策定するという流れになっております。この場合、本山町において重要施

設であるとされているのが町の病院、福祉避難所、防災拠点である警察、消防、役場庁舎な

どを接続する水道管の管路の耐震化を計画的、重要的に進めたために作成したものとなっ

ております。 

 計画の期間は、国のほうから５年程度ということで５年間として、令和７年４月から令和

１２年３月までの期間となっているものです。計画策定の期間、先ほど経過として永野議員

から話がありましたが、９月２４日に国のほうから話があり、県の説明を受け、期間のない
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中での策定となり、１月末までの策定となっておりまして、その中でも重要とされる本山配

水区についての策定となっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）そこで、今回出された文書では、簡易水道事業者に出されているわ

けですけれども、避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等ですよね。だから、防災計

画で出されている避難所なんですが、今回事前に頂いた資料では、本山簡易水道の１か所だ

けがその対象になっています。 

 そこで、まず、なぜ対象施設がこの１か所だけだったのか、あるいは避難所が本山町役場、

本山町立国保嶺北病院、１区コミュニティーセンター、２区コミュニティーセンター、３区

コミュニティーセンター、４区コミュニティーセンター、福祉センター、吉野公民館、寺家

公民館となっています。導水管についても取水施設から浄化場ということなんですが、いわ

ゆる上関簡易水道下にある防災計画に定められている避難所等、あるいはしゃくなげ荘と

か衛生センターもあるわけですけれども、こういったところは急所施設としてなぜ指定さ

れなかったのかについて説明を求めたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）永野議員のご質問にお答えします。 

 計画の策定依頼が国のほうから令和６年９月末にありました。策定業務を進めていきま

したが、期限が令和７年１月末と期間が短く、まず病院、警察、消防等がある本山配水区を

作成したものです。対象施設は１か所、避難所等の重要施設が９か所としたものとなってい

ます。 

 ご質問の中でありましたが、いわゆる地域防災計画で位置づけられている指定避難所に

ついては、１２か所あるというのは当然存じております。その中でも本山配水区については、

急所施設があるということで、導入、浄水、送水、配水施設は耐震化ができておりますが、

給水施設、ポンプ所については耐震が必要となっています。また、重要施設の配水管の耐震

化適合率としては１００％になっているところです。 

 質問の中にありました上関配水区になる避難所、衛生センターなどは重要施設ではない

のかというようなご質問がありましたが、当然そのようには思っておりません。順次計画を

配水地ごとには計画を進めていくところでございます。まずは最初、期間が短い中で、まず

その中でも重要とされる配水区について作成したものとなっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）この高知新聞の記事にもありますように５年間、来年２０２６年か

ら５年間ですよね。こういうこともあります。だから、取りあえず急だったのでということ

なんですけれども、基本的には、いうたら上関給水区のところで耐震化されていなくて、施

設が止まれば長期飲料水が飲めない。いわゆる給水、水道については命の水なので、やはり
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町は簡易水道事業者として、やはり責任を持って確保しないといけない事業なわけなので、

ぜひ早く手をつけて、どういうところが急所施設なのか、送管とかいうところも含めて、や

はりもう一回見直して計画を立てていただきたいと思います。 

 そこで、本山町議会の基本条例では、５か年以上の計画は事前説明を求めています。今回

の令和１１年度までの耐震化目標、工事計画、それから上関簡易水道も含めた形で組み入れ

た形で取り入れて、議会に説明すべきだと思いますが、町執行部はどのように考えているか

答弁願いたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）副町長。 

○副町長（高橋清人さん）永野議員の質問にお答えをいたします。 

 議会での議決が必要なものは、地方自治法９６条第１項におきまして、条例の制定、改廃

や予算を定めること、決算を認定することなどが定められております。また、同条第２項に

おきまして、普通公共団体は、条例により議会の議決すべきものを定めることができるとい

うふうにされております。 

 本町では、議決事項として、議会基本条例第８条において総合的かつ計画的な行政の運営

を図るための基本構想に係る基本計画、または政策及び施策の基本的な方向を定める計画

が議決事項というふうになっております。今回の水道耐震化計画につきましては、町といた

しましては、地域の特徴を伸ばし、独自性を出していくような計画ではなく、当然耐震化さ

れていない水道施設の急所施設と言われる取水施設などの大事な部分についての順次耐震

化を進めていくことでありまして、本町の総合的な計画、基本構想に係る基本的な計画には

該当しないという判断をさせていただきました。 

 また、条例のただし書で特定の地域を対象とする計画を除くというふうに規定をされて

いることから、議案提案をしなかったわけであります。 

 しかし、丁寧な説明を尽くすことから言えば、常任委員会であるとか、議会全員協議会な

どで説明をする機会もあったのではないかというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）それで、先ほども言いましたように、もう少し具体的な計画、いわ

ゆる５年間計画で工事工程だとか全部含めた形で、やはり説明をする意思があるかないか

について今、答弁の求めたわけですけれども、今後の説明と実施するのかしないのかについ

て再度答弁を求めたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）お答えいたします。 

 今回のこの水道の耐震化計画につきましては、先ほど建設課長のほうから答弁もありま

したように、大変計画策定期間が短いというような状況の中で、やはり福祉避難所でありま

すとか、嶺北中央病院のある、そういう大変重要な位置にあります本山配水区のほうを先に

計画したところであります。 
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 今後におきましては、上関、大石、吉延、高角、古田につきましても、順次耐震化計画の

ほうを策定していかなければならないというふうに考えておりまして、その計画ができま

したときには、また議員の皆様にも説明をしていきたいなというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）できるだけ早い時期に説明をしていただきたいと思います。 

 それでは、次。 

○議長（岩本誠生さん）次へ進んでください。 

○３番（永野栄一さん）３項目めですが、零細といっても例えば田んぼでいえば３反前後ぐ

らいですか、家族農業、家族でできるような小規模な農業者支援はどうなっているかという

ことについて質問をしたいと思います。 

 保全とか何かについては、直接支払だとか多面事業とかありますが、いわゆるこの前のま

ちづくり推進課から出ております農業関係の補助事業の記事がありました。それで、（１）

のところに農業用機械修繕支援ということで、令和７年４月から令和８年３月３１日まで

の間に修繕を行った機械２台分の修繕費用、税抜きの２分の１以内を補助ということで、申

請期限が令和８年３月３１日というような記事がありました。これを見たら、そのままちょ

っと一歩進んだかなと思うんですけれども、この事業について以前に質問をしたときには、

経済活動、５０万以上の売買というか、売上げがないと基準の対象にならないという答弁を

いただきました。まず、そこを先にお伺いをしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）３番、永野栄一議員のご質問に対しまして、答弁をい

たします。 

 本町では、先ほど議員のほうからもご紹介がありましたが、本山町営農継続総合支援事業

を令和４年度に事業化いたしまして、農業用機械修繕や花卉園芸、継続支援に補助金を拠出

して農家支援を進めておりますが、補助対象者は一定規模以上の農業経営体、これは国のほ

うから示されております農林業センサスの分類を参考としておりますが、その基準を設け

まして対応させていただいております。 

 その理由といたしましては、農産物の生産によって生計を立てる農家の経営を支援する、

また、それによって営農の継続を支えていくというような事業目的、その趣旨から一定の線

引きを行っているところであります。 

 よって、議員ご指摘のとおり、主に家庭菜園や自給的農業に取り組んでおられる小規模農

業者のほうにつきましては、現状、補助の対象外ということになっております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）いわゆる家族農業者というか、土日、例えば役場に勤めている人が、

土日とか就業後やるとか、手のすいたときにやっていく、本当に１ヘクタールもないような

感じの農業ですよね。１ヘクタール以上になると、かなり本格的になるかも分かりませんけ
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れども、通常の場合は、３反とか４反とかそんな規模だと思います。 

 それで、今、新聞等でにぎわせております米の高騰ということでありますけれども、３０

キロでも供出するときには、多分１万から１万２，０００ぐらいの間までじゃないかと思い

ますが、そうすると食いぶちも入れると、例えば５０万円やったら７０俵ぐらい取らないと、

いわゆる５０万は売上げにならないですよね。１２万として４０俵以上取らないと５０万

にならないわけですから。 

 けれども、実際に棚田だとか山間部、大石とか吉延、あるいは北山東なんかもそうですけ

れども、山の奥のほうとかいうところは、そんなに大きな田んぼはなくて、家族でやってい

るようなところは、恐らく５反以内ぐらいの規模じゃないかと思います。そうすると実際で

言うと、この修繕費も該当にならない可能性が高い。よっぽど収益性が高い農業をしていれ

ば別ですけれども、対象にならないんじゃないかと思います。 

 それから、こういった小さな棚田と田畑でいろんな米とか、それから野菜を耕作するに当

たっても、やはり少なくても耕運機かトラクターとかやはり必要です。手で掘れというのも、

耕うんせいというのもなかなか大変なもので、それは持続しないと。先ほど言いましたよう

に兼業農家が多いわけですから、とてもじゃないけれども、やはりそういった農機具がない

と耕作できない。そうすると、放棄せざるを得ないというような問題が出てくると思います。 

 農業公社に委託をするにしても、やはり最低でも５，０００以上、それからトラクターと

か軽トラが入るぐらいの便利なところじゃないとやってくれないし、現在、担い手が少ない

ということで、なかなかそういった１反とか何かあったとしても、なかなか農業公社等の担

い手が耕作をやっていただけないという実情があります。 

 そこで、こういったことについて、小規模田畑を管理、耕作する担い手も少ない現状を考

えて、不耕作地が増加すると自分では感じているんですけれども、町長としては、こういっ

た兼業農業者ですよね、いわゆる大規模な担い手農業者だとか認定農業者については、国の

ほうから、先ほど言いましたように経済活動ができているある一定以上の規模の経営につ

いては、いろんな補助が来ていますけれども、こういった小規模のところは意外とないとい

うのがありますが、こういったことが私は不耕作地が増えていく原因にもなっているんじ

ゃないかと思いますが、町長のお考えはどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 先ほど担当課長のほうから答弁しましたとおり、この営農支援という形が、本町ではあま

り弱いんじゃないかというようなことがありまして、令和５年度でしたか、営農支援の総合

補助金ということで制度化してきたところでございます。一定やはり事業ですので、補助対

象について限定することは、これはやむを得ないと。家庭菜園とか兼業での自給用の栽培と

かいうことについてまで、補助制度をつくるべきじゃないかというご指摘だろうと思いま

すけれども、現状では今のところ、そこまでには至っていないというところでございます。

逆に、やはり多面的な機能の発揮とか、中山間の直接支払とか、そういったことなんかも集
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落として活用はしていただきたいというふうに思います。 

 それと、やっぱり耕作ができなくなっている大きな要因の一つが鳥獣害被害ですね。これ

が非常に強くて、自家用で栽培していても自分の口に入らないと。そういう被害を受けてい

るということ、これが非常に深刻だということも聞いておりますので、今後いろんな形でこ

の鳥獣害被害に対応することも、いろんな農村ＲＭＯなんかでもいろいろな意見もいただ

きましたけれども、そういった対応、そういうことをしながら耕作放棄地がないように進め

ていきたいというふうに思っております。 

 集約しての農業で進める中でも、やはり耕作の条件が不利なところは、やはりなかなかそ

こまで農業公社も含めて手が回っていなくて、見直しもかけなくちゃ作業量が多いだけで

なかなか収益に上がらないというようなこともございますので、そういった見直しも正直

なところかけてきております。そういうところもございますけれども、営農継続支援という

ことでいえば、やはり一定の補助対象者としてのラインは引かざるを得ないというふうに

私は考えております。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）そうすると、いわゆる棚田と例えば有害鳥獣が出てくる山際みたい

なところは、基本的に面積が小さいところが多いです。だから、そういうところはもう不耕

作地としてやっても致し方ないという考えと今受け取ったんですけれども、私はそうじゃ

ない。そこを守る意思がある人に対して支援をするのが、やはり重要じゃないかと。そこの

ところをどんどん人里のほうに、有害鳥獣がそういうところがなくなると、大きな田とか市

街地のほうに有害鳥獣がどんどん広がっていくんじゃないかと逆に思うわけです。 

 本当に今やっている補助金制度のお金の取ってくるところが、いわゆる経済活動という

項目があるかもしれませんが、本当にほかの面で考えて、そういった小規模、トラクターの

購入だとか修繕費に使えるような事業というのは本当にないですか。再度そこをお伺いし

たいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）答弁をさせていただきます。 

 小規模農家に対します補助についてということで議員よりご指摘もありましたが、地域

の農地を守る受皿としまして、小規模な農業者のほうでも守っていただいておるというの

が現状でございます。ところでありますので、それに対する農業機械等の維持管理等の負担

があるというのは、議員のご指摘のとおりと考えているところであります。 

 なお、現状は少ない町の財源を有効活用するという観点から、費用対効果を見て、現在の

補助制度の線引きとさせていただいております。 

 なお、この小規模農家の営農を守る問題点に対しましては、これまでも集落営農の推進と

いう形でありますとか、中山間地域の直接支払制度の中での交付金を活用して、その中で共

同利用の機械の購入でありますとか、共同の利用化というものも推進をしてきたところで

あります。 
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 また、農業公社や地域のほうでも作業オペレータ―のほうを育成しておりますので、そう

いうところに機械作業を委託してもらうということも、そういう形で地域の農地を守ると

いうことで、何とか農業機械、機械への投資はなかなか難しいと思いますので、先ほど言っ

たような集落営農等の仕組みを使って、何とか農地を守っていくということを町としても

推奨しておるところであります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）吉延なんかでは、集落営農である程度カバーされていると思います

が、全町的なあれではないような気がします。 

 それで台数が限られる中でそういったことをやる、あるいは担い手が少なくなってきて

いる段階で、果たして集落営農もどれぐらい続くかちょっと心配されるところです。私が言

いたいのは、面積が小さくても先代からもらった土地だから、自分たちが守るんだという各

個人の兼業農家者というか、赤字でも仕方ないというような感じでやっておられる人が、や

はりトラクターがなければもうやっていけん、あるいはせっかく土地があって子どもが帰

ってくるのに、そういったトラクターも構えてやれない。それから、修理費も全部負担とい

うことになると、先ほど言ったように米の値段は上がっているようですけれども、引取りと

いうか、現在の政府の方針では古古古古米か、古が三つか四つぐらいあるようなものとか、

県外米を入れてということを実行されようとしています。そうなると、やはり農家者から今

度は供出するときには値段が下がると、よっぽど政府の補助がない限りは引取り価格が低

くなると。現在よりひょっとしたら低くなる可能性もあるというような不安もあります。 

 その中で肥料の値段が上がる、農機具の値段が上がる、あるいは修理費も上がる、人件費

も上がるというようなことがあります。そうなると、やはり本当は守りたいのに自分の土地

が守れない。そうすることによって、本山町全体の耕作地はどんどんなくなっていくという

ようなことを危惧するわけです。 

 政府のどう探してもそういったものがないというのであれば、ふるさと納税で小面積耕

作者の農機具購入や修繕支援に活用する方法があるのではないかと。いわゆるこういった

農業施策、本山町ではいわゆる棚田を守っていく。あるいは水田保全ということで守ってい

く、こういう政策をつくるということで、ふるさと納税での資金を確保して、そういった農

機具購入とか修繕費支援等に回すこともあるのではないかと思いますが、この件について

執行部はどのように考えているか、答弁願いたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）先ほど、小規模、小面積の農地については、もう切り捨てるのかと

いうことを言われましたけれども、私はそういう答弁をしたつもりはなくて、集約化すると

きには、なかなか条件不利なところは集約化が厳しい。例えば農業公社で今いろいろと受託

して事業をやっていますけれども、そういうときになかなか厳しいものがあるというふう

なことをお答えしたわけで、決して小面積だから、それはもう切り捨てるのかとか、とても
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じゃないですけれども、そういう考え方は持ってはおりません。それは誤解のないようにお

願いをしたいと思います。 

 そういう中で、今の集落営農継続支援の補助金につきましては、３反以上で農業経営とし

て経営されている農家に対しての修繕費の補助とか、認定農業者に対する機械購入の補助

とか、それから花卉の苗とか、今年度は堆肥センターを整備しましたので、そういった堆肥

の活用についても支援していこうということで支援をしてまいっております。 

 ふるさと納税で小面積耕作者の農機具購入、修繕費用に活用すべきじゃないかというご

指摘でございましたけれども、この小面積につきましては、先ほどもお答えしましたけれど

も、中山間直接支払制度とか、いろんなそういう集落での活動の中で、そういった制度もあ

るということがありますけれども、ここで検討しますと言ったら、その制度を作るのかとい

うことになっちゃいますので、行政言葉になりますので、そこは曖昧にしてはいけないと思

いますけれども、こういった農地を守る方法については、小面積だけじゃなくて農地を守る

ということでの制度については、今後も検討はしてまいりたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）いわゆる農機具としてのトラクターなんかでも３桁、３００万とか

４００万するわけです。修理なんかでも、実際ちょっと直しても１０万近くかかるわけです

よ。そういったところで農機具がないと、なかなか百姓はできない。だから全部をやってく

れなくても、補助をやっぱり何らかのやる気のある小規模農業者に対して、やはり支援を私

はするべきだと思いますが、ちょっと引いた答弁だったので、そういったいかに小規模農業

者、いわゆる棚田で持っているようなところについて、どのようにするのかということにつ

いては、町内でやっぱり検討していくべきじゃないかと思いますが、町長、絶対やるとかや

らんとかじゃなくて、支援についてどういうふうなスタンスで町行政としては不耕作地に

ならないように守っていくかということについて検討すべきじゃないかと思いますが、町

長、再度答弁願いたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）不耕作地を増やさないということについては、いろんな面で先ほど

も鳥獣害被害の話もしましたけれども、検討はしてまいりたいというふうに思います。レン

タルとかいう農機具もありますし、農業公社においての受託事業とかいうこともあります

けれども、３反未満、例えば１反で３００万の農機具を本当に買うのかどうかということに

ついては、これは現実的ではない部分があるんじゃないかというふうに思います。やはりそ

ういった受委託とか、それからレンタルとか、そういった方法なんかも考えていかないかん

のではないかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

 耕作放棄地をなくすために、それから先祖から受け継いだ田んぼを守っていくためにそ

れほど大きな投資をすると、今は農業では投資する費用が大きくて経営が厳しくなってく

るというようなこともありますので、そこは少しいろんな制度を利用して農地を守ってい

ただくということ。当然町のほうも、そういった耕作放棄地をなくすための方策がないかと
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いうことについては、これは引き続き検討はしてまいります。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）小規模といっても１反だけじゃなくて、いろいろそれはあるわけで、

先ほど言いましたように５０万といったら、少なくても４反か５反ぐらいないと確保でき

ない金額なので、それとレンタルとかいってもちょうど忙しいときに借りられないわけで

すよ。だから兼業農業者というのは、自分がすいているときじゃないとできないし、それか

ら今は農機具代も高くなった。それから、人件費も高くなって、例えば農業公社に田植だと

か、それから稲刈りとかいろいろ頼んでも高くなっているわけですよ。そうすると、やはり

従動のあるできるだけ修理しながら、あるいはもうどうしても修理できなかったら、町長は

１反と言いましたけれども、４反、５反あるような人たちは、やはり自分が田んぼだけじゃ

なくていろんなところで使えるわけですから、トラクターを使っていくというふうな事情

が多々あると思います。こういった吉延の議会と住民との意見交換会でも出ていましたの

で、切実な思いがあると思います。ぜひ突っぱねた答弁じゃなくて、もう少し温かい気持ち

で町政を動かしていただきたいなと思うんですけれども、すみません、再度答弁を求めたい

と思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）もう全然突っぱねておりませんので、ただどこかで線引きしないと

財政的な面もありますし、そういうことはありますけれども、今、本町では３反をめどにし

ておりますので、４反、５反ある方、私も今、自分でよう作っておりませんけれども、３反

ぐらい、これはもう当然トラクターなしに耕すことはできないというのはよく分かります

し、それから、全てをそうしたらコンバインとか田植機とか全部そろえていくのかというこ

とになると、非常にその投資は厳しくなってくるということになりますので、そういったこ

とでの受託事業とか、そういったことなんかも活用していただきたいというふうに思いま

すし、やはりそういった自家菜園といいますか、自家用については、私はもう今、鳥獣害被

害が本当に深刻だというふうに思っていますので、これを何とか解決する方法はないのか

ということについては、これは担当課と一生懸命協議して、施策も進めているところです。

生産意欲をなくしてしまいますので、これは何とか非常に難しい課題がございますけれど

も、全国のいろんな先行事例なんかも参考にしながら、鳥獣害被害についての対応もしてい

きたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）３番、永野栄一さん。 

○３番（永野栄一さん）すみません。最後に、農機具と修繕だけと言いましたけれども、先

ほどレンタルという話も出ました。例えばレンタル料の補助だとかいうことも一つの方法

だと思います。そういったことを含めて、やっぱり農業施策等についてどのように支援をし

ていくか。いわゆるこぼれた、政府がやっている大規模農業というか、少なくてもある一定

規模以上の施策対象者からこぼれた、こぼれているわね、補助をもらえないんだから。同じ

ように耕作していてももらえないわけだから。そういったところをすくい上げるやっぱり
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町政にしていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わりたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）答弁あるようですけれども、ちょっと待ってください。 

 澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）もう永野議員のご指摘を重く受け止めて、今後対応してまいりたい

と思います。 

 なお、まちづくり推進課から補助事業のお知らせということで、先ほど見られたものと同

じだろうと思いますけれども、面積３反というのは、経営耕地面積３０アールというふうに

出ておりますけれども、いろんな条件がございますので、露地野菜の作付面積だったら１５

アールとか、施設野菜栽培面積は３５０平方メートルと。果樹であれば１０アールとか、い

ろいろと条件がついておりますし、１年間の農産物の販売が５０万以上という条件もつい

ておりますけれども、こういったお知らせなんかも見ていただいて、これは全戸配布をして

おりますので、こういったものも検討課題にしていただいて、制度を活用していただければ

というふうに思います。 

 なお、繰り返しになりますけれども、今後検討はしてまいります。 

○議長（岩本誠生さん）これをもって、３番、永野栄一さんの一般質問を終わります。 

 一般質問を続けます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さんの一般質問を許します。 

 １番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）議長のお許しを得ましたので、１番、吉川裕三、一般質問に入りま

す。 

 ３月定例会におきまして、同僚議員の一般質問の中において、住宅政策について言及がご

ざいました。しかしながら、その際の答弁では、住宅政策について十分に答弁したとは言え

ないのではなかったのかと感じました。 

 改めてお尋ねいたします。 

 令和６年度の施政方針の中で町長は、老朽化した公営住宅の建て替えや移住促進の観点

から、住宅建設の必要性は認識しており、建設戸数は別として新たな公営住宅の建設を行い

たいという旨の発言をなされております。では、現状、本町の住宅は十分に充足しているか

どうかについて、１点目お尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）１番、吉川議員の一般質問についてお答えをいたします。 

 先ほど、６年度の施政方針の中での言葉を引用されましたので、それも踏まえまして答弁

させていただきたいと思います。 
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 私も町長就任以来、更新住宅事業のことにつきましては、何とか解決を図りたいというこ

とでいろいろと考えてまいりました。その中で更新住宅は、特別委員会でもご指摘があった

とおり、取壊しまでで事業が完了するということがございます。そういう中で、この施政方

針の中で更新住宅事業の完了に向けて、この手段として、これは確かに住宅政策の一環でご

ざいますけれども、老朽化した公営住宅の建て替えや移住促進の観点から、住宅建設の必要

性は認識しており、建設戸数は別としても、新たな公営住宅を建設することでこの事業の解

決をしていきたいというふうに発言をしたものでございます。 

 今、ご質問の中で現状、本町の住宅は十分に充足しているのかということのご質問がござ

いましたけれども、この間、私も本山町で生活したいけれども、なかなか適当な住宅がない

というお話しもお聞きをしてまいりました。そういったこともございますので、なかなか本

町の住宅が充足しているという状況ではないだろうというふうに私も思います。 

 戸数について、それならいくらなのかということについては、なかなか今後いろんな計画

策定の中でも考えていかなくてはならないこともあろうかと思いますけれども、全て公営

住宅で賄うということはなかなか困難でございますので、本年度は中間管理住宅の整備を

進めようとしておりますけれども、また空き家の活用についても調査を行うということで

進めておりまして、そういったいろんな形での住宅政策を進めて住宅の確保を進めてまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）現在、本町の公営住宅は、たしか２００戸以上あったと認識してお

りますが、しかしながら、非常に本町の特質上、官公庁かつての営林署等からの払下げ住宅

が多いということで、新しく水回りがきちんとした住宅というのは極端に少なくなってい

るというふうに認識しておりますが、その点いかがかお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）執行部答弁。 

 田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）吉川議員のご質問にお答えいたします。 

 この議会でも何度か町有の住宅等についてのご質問があり、お答えもしてきたところで

すけれども、本町が管理している公営住宅等ですけれども、１９６戸あります。現在提供や

募集をしているのは、そのうち１３０戸であります。 

 議員ご指摘のとおり過去の官公庁の払下げを受けた住宅等は、かなり老朽をしているの

は事実でございまして、修繕も重ねながら必要な環境整備も整えながら提供しておるとい

うところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 一般的にでございますが、地方自治体における住宅政策というのは、四つの観点から指針

とか検討がされることがあるかと思います。 

 一つ目が、まず空き家対策であると。老朽した空き家の解体とか利活用を促進して、地域
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の安全性や景観を守っていくと。 

 二つ目が移住・定住促進ということで、若者や子育て世帯の移住を支援するための住宅支

援策を導入すると。 

 それで、三つ目が高齢者対応住宅の整備ということで、高齢化社会に対応したバリアフリ

ー住宅やサービスつきの高齢者向けの住宅の整備をすると。 

 それと、四つ目が災害に強い住宅造りということで、地震や台風などの自然災害に備えた

耐震耐風性の高い住宅を整備し、促進するということでございます。その中でも、特に本町

では今後の人口減を見据えまして、移住・定住促進に向けた新たな住宅政策が必要と考えま

すが、この四つの項目と合わせて、町長のお考えについてご所見をお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 まず、空き家対策のところでございますけれども、この空き家対策につきましては、今後

中間管理住宅として活用させていただけるものについては活用していきたいし、また、今、

空き家をどういうふうに所有者の方がお考えなのかということについても、本年度いろん

なデータを活用して、空き家の調査を実施するということにしております。 

 それから、もう一つ非常に大事なのが、先ほどお話にありました地域の安全性や景観とい

う問題でありましたら、いわゆる空家等対策特別措置法に特定空家の問題でございます。本

町においても、やはりそういった課題がございます。所有者を調査して、その持ち主への働

きかけも行ってきておるところでございますけれども、なかなか解決に至っていない家屋

もあるというふうに思います。 

 空き家対策というのは、活用できるもの、それから場合によっては、そういった危険性が

あるものについては、取壊しをしていただきたいというものも個人の資産でございますの

で、課題もございますけれども、そういうことがあろうかというふうに思います。 

 移住・定住住宅につきましては、ご指摘のとおりだというふうに思います。本年度、若者

や子育て世帯の移住を支援するためということで、新築リフォーム促進事業というものを

人口減少対策総合交付金の中でも制度化をしておりますけれども、そういった制度なんか

も活用して、活用につなげていきたいというふうに思っておりますし、やはりその住宅を確

保していくということにつきましては、ちょっと重なってしまって申し訳ないですけれど

も、中間管理住宅とか空き家活用の中でも、住宅確保にも努めていきたいと。住宅の確保は、

本町は重要な課題というふうに認識をしております。 

 例を挙げられておられますので、高齢者対応住宅の整備、これも非常に大事だというふう

に思います。本町１か所ありますけれども、当然バリアフリーにしたものとか、やはりそれ

から病院に近いとか、いろんなこと、災害、大雨の時とか安否確認なんかも本町でもしてお

りますけれども、心配もいきます。 

 ただ、お住まいされている方は、自分の生まれ育ったところだから、ここを離れたくない

というようなお話をされる方もおりますけれども、やはり今後そういった高齢者対応住宅、
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このニーズは出てくるんじゃないかというふうに思いますので、これは検討していかなけ

ればならない課題の一つだというふうに思います。 

 それから、災害に強い住宅造りということでご質問いただきました。 

 これは本当に南海トラフ地震なんかを踏まえて、住宅の耐震化とか、そういったことを積

極的に進めていかなくてはならないというふうに思っております。あわせて、移住・定住促

進に向けた住宅の必要性、これはもう吉川議員と私は同感です。極めて重要だと捉えており

ますので、住宅確保については、取組を積極的に進めていきたいというふうに考えておると

ころでございます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 町長は、本町の公営住宅の供給が十分に充足した状態ではないと。その一環として中間管

理住宅を本年度建てるということは、既に申されたとおりです。 

 ただ、この中間管理住宅は、本年の目標は３戸ということでございます。じゃ、本町にお

いて、公営住宅の供給、住宅の供給がいかほど不足しているのか。じゃ、その指標をどこに

置くのかということが一つの問題になるかと思います。 

 そこで、一つ見られる指標としましては、昼間の人口と夜間の人口という人口の差という

ことがございます。以前、町長も言われたように本町は現在、夜間の人口、常住人口と昼間

人口ということで、昼間の人口のほうが多いと。なぜならばというと、町外から本町に通っ

てくる人のほうが町内から町外に通勤で通う人より多い状況であると。どうしてそういう

ふうなことになるかという、この昼間の人口の多い理由というのは、昼間の人口が多い地域

はオフィスとか学校とか大勢の人が通勤、通学で通ってくる地域と。夜間の人口の多い地域

は主に住宅地、ベッドタウンであるというふうなことが考えられます。 

 では、本町はどれだけ昼間の人口と夜間の人口が違うかということが一つのここにデー

タがございます。令和２年、２０２０年の国勢調査によりますと、夜間常住人口が本山町３，

２６１名、昼間の人口が３，３９４名、昼間と夜の人口差が１３３名ということで、昼夜間

人口比率が１０４．１％、これが２０２０年の場合は、夜のほうの人口が多いということで

すので、２０２０年段階では、本山町から町外に昼間通勤をされる人のほうが多かったとい

うことでございます。すみません。言い間違えました。令和２年は、昼間のほうの人口が多

いんですね。昼間人口３，３９４で、夜のほうが３，２６１名ですので、昼間の人口のほう

が１３３名多いという状況です。それが平成２２年、２０１０年の調査は、夜間の人口が４，

１０３名、昼間の人口が３，９８６名で、昼間と夜の人口のほうが夜間のほうが１１７名多

いという状況でございます。 

 １０年の間に本山町は、昼間の人口と夜間の人口では昼間の人口のほうが多くなったと。

この１０年の間に何があったかということで、ずっとこれ調べました。直近の広報もとやま

に、本山町制施行１１５年の歩みの中に何か記述がないかということでずっと調べました

が、特段ございませんでした。 
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 調べてみますと、これ僕は載せるべきではなかったかと思いますが、２０１７年、平成２

９年４月に総合福祉ゾーン天空の里が開設されてございます。これによって、この施設がで

きたことによって、町外から本山町に当然施設ができたら、夜間の人口でずっと常駐する人

口の方は入所されています。しかし、それ以上に通勤される人のほうが増えたと。ですから、

２００７年の天空の里が開所した時点で、本山町は町外から通ってくる人のほうが多かっ

た。なぜかというと、本山町内に住む住宅が不足していたんじゃないかと、このときから。

ですから、やはり見るべき指標は本年も国勢調査がございますが、昼間と夜の人口で、常に

本山町のようなところは夜間の人口が多くなければならない地域であると。それが昼間の

人口が多いということは、供給する住宅が不足しているということではないかと私考えま

すが、その点を踏まえまして、町長のご所見はいかがでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 ２０１０年と２０２０年の話については、そういった背景があるんだろうなというのは

私もそう思います。 

 これは本山町の地域公共交通計画の中でちょっと調べたものでございますけれども、こ

れも同じものでございますけれども、２０２０年の国勢調査の結果で、通勤として本山町か

ら通勤、通学流出ということで通勤している方が４５０人、それから通学が３０人、本山町

外へ出られている方。それから、本山町へ通勤、通学、嶺北高校もございますので、通勤が

５５９、それから通学が５４というふうになっております。通学は少しちょっと土佐町等か

ら通学されている方がおりますので、見方をちょっと変えにゃいかんと思いますが、通勤に

ついては約１１０人ぐらいの差があって、昼間人口が多いということでございます。 

 多くは高知市や南国市、それから近隣では大豊町とか土佐町からの通勤の方もおられま

すが、この数字だけ見ますと土佐町から２２４人、大豊町から７５人ということになってい

ます。高知市から１４５人、南国市から５５人ということで、そういった昼間人口、通勤の

方がいます。やはり官公庁が本山町に所在が大きいということもございますし、それから学

校の教職員の方の通勤もあるのかなというふうに思います。それから、本町でいえば嶺北中

央病院なんかでも町外からの通勤の方もおられます。 

 そういったところで、もし住宅が確保できれば本山町で生活をしてという、そのニーズ調

査までができていないというところはございますけれども、やはりそういった通勤者、本山

町は比較的、逆に高知市へ通勤されている方、南国市へ通勤されている方、当然土佐町、大

豊へも、土佐町なんかはほとんど差がございませんけれども、通勤されている方がございま

す。 

 本山町は、先ほど答弁もしましたけれども、割とコンパクトなまちで生活はしやすいとこ

ろですので、この昼間人口と夜間人口の差、これを何とか逆転できないかということを考え

てもおります。そういう中でやはり住宅が少ないというご指摘は、この間受けてきましたの

で、やはり住宅確保することによって、この昼間人口と夜間の人口について、その関係性を
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変化していきたいということを考えているところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）先ほど町長が言われたように、本山町は住むのにはコンパクトで暮

らしやすいまちであると。そのとおりだと思います。ですから、わざわざ町外から本山町へ

来るのではなく、やっぱり職場と住居が近い職住近接というのが一番だと思いますので、こ

の昼間と夜間の人口差の５％から１０％程度の住宅を確保して、この昼夜間の人口差を埋

めると。ですから、次の次の国勢調査、２０３０年のときには、本山町は夜間の人口が多い

というふうにやはり目標を立てて、住宅政策の一環として私はやっていくべきではないか

と思います。 

 ですから、天空の里ができた２０１７年を境に昼間の人口のほうが多くなったと。先ほど

町長が言われたように、学校、県の出先機関はそれ以前からあったんですから、この１０年

の昼間人口、夜間の人口の差の要因は、この介護施設で働いている人がほとんど町外から通

っているという、もう明らかな現実があると。それに隣接する例えば社会福祉協議会の職員

はどうなんだろう。本山町の出先機関、この間どうなんだろうというと、ほとんどの方が町

外から通っているということでございます。 

 ですから、やはり町内に住んで本山町に住居を置いて住民税を納めてもらうと。私やはり

大事なのは、働く中間層の方をやはり多く受け入れると。そうすることによって、やはり夫

婦、お子さん、小学校に通う子どもたちがいるというふうなことが今、この本山町の将来を

見据えて一番大切なことだと思いますが、その点について再度お尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）議員ご指摘のとおり同感でございます。職住近接という言葉、私、

承知しておりませんでした。非常に大事な考え方だろうと思いますし、議員ご指摘のとおり

私も同感でございます。 

 何とかそういう意味で、この本山町で生活して本山町で働く。それから、本山町で生活し

て、本山町は住みよいまちなので、通勤は町外でも本山町に住所を置くと、そういったこと

につなげていくということが非常に大事だろうというふうに思います。それは取りも直さ

ず、人口減少、それから少子化の問題にもつながってくるというふうに私も同感でございま

す。そのように取組を進めていきたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）働く中間層の方が、例えば公営住宅に住むとなった場合に、問題に

出てくるのが家賃の問題です。非常に公営住宅の家賃というのが複雑にできておりまして、

私もずっと調べてみますと、まず所得に応じた応能家賃、応能割と住宅の立地設備等による

応益家賃、応益割というのと、それと例えば世帯構成による特別控除というのがあるという

ことですが、非常に聞くところによると、そういう働く世代が住むのに非常に本山町の公営

住宅の家賃が高いということを一部でお伺いいたしましたが、その点どういうふうになっ

ているかについての説明をいただきたいと思います。 
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○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）吉川議員からご指摘のとおり、家賃の設定については複雑な計算

式があるわけでございますけれども、公営住宅法の施行令によります家賃の基本となる額

が示されております。家賃算定基礎額というふうになりますけれども、入居者の収入が１０

万４，０００円以下の場合は、３万４，４００円というふうに定められております。中間は

除きまして、一番高い２５万９，０００円を超える場合につきましては、９万１，１００円

というふうに公営住宅法の施行令では示されておりまして、この算定基礎額を基に議員も

おっしゃいましたそれぞれの入居者の状況、そして、この基礎となる算定方法に基づいて家

賃を設定しておるというところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 一般にいわゆる住宅情報誌を見ますと、家賃の目安というのがよく載っております。大体

都市部では、月額収入の２０％から２５％の中で家賃を選ばないと、非常に生活がきつくな

ると。逆にこの上限の１９万１，１００円の方が借りるということは、これが仮に民間住宅

であれば、その人の収入は４０万円近く月収がないといけないというふうになります。 

 やはりこの公営住宅法の施行規則の中で決められた家賃ということで、恐らく公営住宅

は民間住宅との兼ね合いもございますので、目的が中間所得層よりはやはり低い人のほう

を目指して建てられているんだとは思いますが、やはり本町のような中山間地域におきま

しては、やはり民間の空き家等が非常に少ないと。ですから、中間所得層以上の人が住むと

すると、この公営住宅には住みにくいと。じゃ、民間住宅はあるのかというと、ないと。そ

うすると空き家を買い求めるのかどうするのかと。どうしても移住者等を迎えるにおきま

して、住宅の選択肢が狭まると。 

 ですから、先ほどから言われている本年取り組んでいる中間管理住宅の３戸、それ以外に

もやはり民間の空き家改修と公営住宅の整備、２本立てでやはり事業を推進して、本町の住

宅政策として取り組んでいかなければならないと思いますが、その点、再度お尋ねいたしま

す。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 全て公営住宅とはまいりませんので、公営住宅の整備、それから特定公共賃貸住宅という

ことで、収入によっての住宅もいくつか制度もございますので、そういったことなんかも今

後検討してまいらなくてならないというふうに思っておりますし、それから公営住宅以外、

いわゆる空き家活用、中間管理住宅をどうしても、今年だけではございませんので、計画的

に整備して確保していきたいというふうに思っておりますし、空き家の活用ですね。持ち主、

所有者の方の意向調査なんかも踏まえて、どう考えているのかということについては、もう

これは本腰調査をして、そういった活用についても行っていきたいし、それから民間でのそ

ういった事業についても、民間活用とよく昔は言われましたけれども、そういったことなん
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かも含めて住宅政策については進めていかなくてはならないというふうに思っております。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 積極的に本町の住宅政策を進めていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 令和３年、２０２１年３月２３日の日本経済新聞の紙上におきまして、無料での請負が前

提となってきた銀行の自治体向け取引が変わる。全国銀行協会は令和６年、２０２４年１０

月から自治体からの送金に手数料を新たに適用するという内容の記事が掲載されました。

まず、町長にお尋ねいたします。全国銀行協会がこのような方針を打ち出した背景について

の認識についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）暫時休憩します。 

 

休憩  １０：２９ 

再開  １０：２９ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 執行部答弁を求めます。 

 澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）私の所見を求められておりますけれども、答弁につきまして、担当

課長のほうでさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生さん）前田住民生活課長。 

○住民生活課長（前田幸二さん）吉川議員の質問に対しまして答弁をさせていただきます。 

 全国銀行協会が手数料の徴収の方針を打ち出しております。その背景についてですが、平

成２７年に全国銀行協会、その他の金融業界の連名で、国のほうに対して税の公金の収納業

務等について、なかなか負担が大きいので何とか適正に取り扱うようにしてもらいたいと

いうことで要望をしてきておりました。 

 それに基づきまして、現状、指定金融機関は長年無料で振込等の業務を請け負ってまいり

ました。それに対する業務がなかなか煩雑で採算性も薄く、調査によりますと、全国の金融

機関が負担している関連費用は６２２億円もかかっているということで報告をされており

ます。また、昨今の低金利の環境下、またコロナ禍によりまして、デジタル化の遅れやいろ

んな行政手続の推進が進んでいなくて、そのため、平成３０年に税・公金の収納・支払いの

効率化等に関する勉強会として、官民が連携をして取組を進めてまいっていたようでござ

います。 

 令和２年には効率化を進めたいということで、効率化、電子化を進めるということで、現

行の紙の依頼文書等による振込の手続に関する手数料、これにつきましても、手数料を活用

しまして、効率化、電子化のための費用として使うということを、費用とすべきということ
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の考え方から、今般、手数料の徴収のほうがされるということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 つい先日もメガバンク３行がＡＴＭを共同運用しようと、それで銀行業というのはもう

支店を出して営業するというふうな形態から徐々に変わっておりまして、高知県内におき

ましても、一番支店が少ない金融機関が一番元気だという現状が見てとれます。 

 そういった中、昨年１０月から手数料が適用となったと新聞記事には載っておりました

が、実質、年度の問題がございまして、本年４月から銀行の振込手数料が新たに諸手数料と

して予算として計上されるようになっているかと思いますが、どのような指定金融機関と

の交渉の経緯があったのか、また、本年の諸手数料の予算額についてはいかほどを計上して

いるのかについて、２点お尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）前田住民生活課長。 

○住民生活課長（前田幸二さん）お答えいたします。 

 金融機関との交渉等につきましては、全国の銀行協会や金融機関からの要請がありまし

て、それぞれ金額等の調整をしていまして、庁議で協議をしまして、昨年１０月からの手数

料の支払いを行うこととなっております。 

 ７年度の一般会計の当初予算の計上額につきましては２６１万６，０００円で、令和３年

度から５年度までの振込件数を参考に算出した額で計上をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ということは、実質的には昨年１０月から振込手数料が発生してい

たということで承知いたしました。 

 それと、交渉は指定金融機関との交渉になったと思いますが、恐らく私が金融機関であれ

ば、県庁と話をしまして金額を決めます。次に高知市と話をして、順番に大きいところから

いって、小さい自治体には上がこうだからこうしませんかという話を持っていきますが、そ

の点はいかがだったかお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）執行部答弁。 

 暫時休憩します。 

 

休憩  １０：３６ 

再開  １０：３６ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 大石参事。 

○参事（大石博史さん）吉川議員のご質問にお答えします。 
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 従前、会計管理者をしていた立場から答弁いたします。 

 この交渉については、大きいところが決まってからというところではなく、小さいところ

は出せないというところもあったんですね。逆に大きいところは出せるけれども、小さいと

ころは出せない。それから、今まで無料で、金利がいいときはいいかげんもうけてきておっ

て、金利が安くなったらそんなこと言うのかよということが、交渉の中にありました。 

 そういうことから、小さいところでも負担できる最低額というのは１件１１０円なんで

すけれども、それでいこうと。それから、その１１０円というのは定額給付金を給付する際、

国が補助対象とした金額が１１０円だったんです。１００円の手数料プラス消費税１０％。

そのことをベースに交渉しました。以前は３００円というところを出してきたんですけれ

ども、３３０円ですね、それはもう全件１１０円でいこうと。ただし、繰戻しの戻ってきた

件に対しては８８０円の手数料でいこうというところで、逆に言えば、小さい町村の反発の

指定機関、たしか四銀は２４が指定金融になっていると思います、町村で１６か２４、ちょ

っと不確かですけれども。それの交渉の中では、逆に小さいところの意見を組み込んだ手数

料というところが決定されたと思っております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 私、個人的な意見としましては、民間企業も官公庁も、官公庁ということで優遇されるの

はおかしいと思いますので、時代の趨勢からしたら、これは本来是正されるべきであったも

のだと考えます。 

 しかしながら、新たな負担が増加するという、この支払い手数料については、可能な限り

２６０万という費用を削減する努力は必要だと思いますが、削減する努力についてはどの

ようにお考えかをお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）前田住民生活課長。 

○住民生活課長（前田幸二さん）先ほど参事のほうからも言いましたけれども、いわゆる紙

とか手書きの振込用紙とかで支出をした場合には、１件３３０円税込みで要ります。ただ、

電送によって紙を使わずに、人をあまり介さずに送れるということで、電送による支払いで

すと１件１１０円、これについては電送による支払い１１０円でいきまして、このほうが３

分の１金額が安くなりますので、電送による処理で支出をするようにということで、手数料

かかるようになる手前に、職員のほうにも庁議などで電送で支払いを、処理をしてください

ということで何度も話をされておるところで、職員のほうも心がけておりますので、報告を

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）付け加えまして、同一のところに振り込む場合は合算して振り込む、

例えば例を出しますと、国保関係の連合会なんかは多種多様なものが同一の納期が設定さ
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れます。それは集合させて払うと１件になります。１０件を集合して払うと１件になる。そ

れが１，１００円かかっていたのが１１０円でいくというふうな処理も昨年度から始めて

おりますので、そういうふうな工夫もしながら、振込手数料の減額に努めております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 では、次の質問に移ります。 

 もりとみず基金は、内閣府主催の地方創生ＳＤＧｓフェスに５月末に５日間出展しまし

た。その内容は、動画やバーチャルで森と水のつながりを表現し、嶺北を体感できる内容の

ようでございました。このコンテンツを万博終了後でも結構でございますが、本山町の小・

中学生に体験させることは可能かどうかという質問をさせていただいております。 

 今回、事前の大阪・関西万博の前評判が非常に悪かったので、本議会におきましても、同

僚議員も含めまして、こういったとか修学旅行で大阪万博に行かせたらどうかというふう

な話題は一切出ませんでした。ただ、開幕してからどういうことか、５月３１日なんかは過

去最高の人出が出たということで、非常に夏以降、万博の予約が取れにくいというふうな現

状もございます。 

 振り返ってみれば、５５年前の大阪万博で初めて日本人が目に触れた、触った、見たもの

がその後商品化されまして、当時ブルガリア館にあったヨーグルトは、その後、あるメーカ

ーから商品にされておりますし、そういうふうに、今回、商品化されていないのは、あのと

き出た人間の体を洗う自動洗濯機ですか、人間洗濯機、また今回も出て、前回は泡のような

のが今回ミストで体を自動で洗うというふうなものでございましたが、そういうふうな、こ

の嶺北を万博の会場で世界に向けて発信したものを、やはり自分たちのふるさと本山町は

このように世界に向けて紹介されたということを、やはり改めて外の視点で本山町内の小・

中学生が体験するということは、非常に有意義なことだと思いますが、そのことができるか

どうかについてお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）１番、吉川議員のご質問に対しまして答弁をいたしま

す。 

 議員ご指摘のとおり、５月２８日から６月１日の５日間、大阪・関西万博のブースで開催

されました内閣府主催、地方創生ＳＤＧｓフェスに嶺北４町村と一般財団法人もりとみず

基金が合同で参加しております。本町よりも２名の職員が同行しております。 

 そのイベント内容は、嶺北４町村がそれぞれ１件ずつ観光資源やアクティビティー等の

動画コンテンツを作成し、３ＤのＶＲ動画を通じて嶺北地域の森と水のつながりを表現し、

多くの方々に嶺北の自然を体験してもらい、大変好評であったと聞いております。本町から

は、白髪山の山岳観光や汗見川の自然を体験してもらうコンテンツを作成しております。 

 なお、今後においては、作成したＶＲコンテンツ等を様々な場所で活用していく方向で考
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えておりまして、ＰＲ動画につきましては、本山町ホームページの魅力発信サイト内のもと

やま動画ライブラリーにアップをしております。 

 また、小・中学生に向けては、既に７月に予定されております吉野小学校の森林教育の授

業の中で、今回作成しましたＶＲを体験してもらう計画もしておるところであります。今後

はその他の学校に向けましても、そのような活動を広げていきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）ありがとうございます。 

 それでは、この件を置きまして、次の質問に移ります。 

 さきの３月定例会におきまして、議案審議の中で質問させていただきました本町の奨学

金制度についてお尋ねいたします。 

 本年度から本山町の奨学金の貸与金額が改正されました。大学もしくは高卒以上の各種

専門学校に進学の方への奨学金が月額２万５，０００円から４万円引き上げられ、高等学校

もしくは中学校卒以上の専修学校への進学の方の奨学金が月額１万５，０００円の据置き

のままと。この奨学金の引上げの理由は物価高騰のためという説明を受けました。しかしな

がら、理由が物価高であれば、高等学校もしくは中学校卒後の進学する専修学校も、対象と

すべき金額を引き上げるべきだというふうなことを指摘させていただきました。すると、そ

の際に高等学校もしくは中卒後の専修学校への奨学金の貸与実績がないという答弁をいた

だきましたと。 

 貸与実績がないということで、広報、告知に問題があるんではないかということで、ちょ

っと行政連絡を調べさせていただきました。参考にしたのは令和７年３月１５日号、第１１

４８号と令和６年３月６日号、第１１２３号を見ますと、対象とするのは高等学校と大学等

という表記になっています。令和７年度に高等学校以上の学校へ進学し・・・という表現で、

専修学校が含まれているという認識がそれでできるのかと、多少の文字数が増えても正し

い広報を行うべきではないかというふうなことを感じたことについてどうかということが

第１点。それと、高等学校及び高等学校に準ずるという表現が正確かどうか分かりませんが、

各種専門学校への奨学金の見直しについて、この２点についてお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）吉川裕三議員の質問に対し、答弁を申し上げます。 

 奨学金制度についてでございますが、議員おっしゃられましたように、奨学金貸与条例の

一部の見直しを３月議会で提案し、可決いただいたところでございます。そのときに、見直

しで物価高騰による見直しと説明をして、そのときにもただいま議員がおっしゃった意見

もいただいておるところでございます。 

 やはり、その後検討をするということで、高等学校、専修学校への就学についても、そう

いった物価高騰の影響の考慮、あるいはニーズへの対応もしていく必要があるというふう

に考えておりますので、これは次年度に改定に向けて進めていきたいというふうに考えて
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おります。 

 あと、広報につきましては分かりやすいように努めて、抜かりがないようにしていきたい

というふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）前向きな答弁、ありがとうございました。 

 では、大項目、次の項目に移らせていただきます。 

 昨年、３月定例会において、カスタマーハラスメントについて質問をさせていただきまし

た。民間取引においてはカスハラ対策を周知するためには、行政の後押しが必要であるとい

う旨の質問をさせていただきました。今後、広報等で周知を図るようということで言わせて

いただきました。 

 現在、町内においても一部の店舗におきましては、カスハラ啓発のポスターを掲示してい

る店舗も見られるようになってきました。また、あるお店に行きますと、働く方の名札を個

人名からスタッフという表記に変更している店舗も見られるようになっております。民間

企業におきましても、徐々にではございますが、カスハラ対策への対策が進んでいるのでは

ないかと察しいたします。 

 まず、ハラスメントとは何かということでございますが、相手に不快を与えるいじめや嫌

がらせによって被害の就業環境が害される行為全般のことを指し、暴力などの身体的な行

為のみならず、暴言や無視といった精神的なダメージを与えることも指すというふうに言

われてございます。今国会におきまして、たしか６月４日の参議院本会議におきまして、改

正労働施策総合推進法が成立したことによって、カスタマーハラスメント対策が法的に後

押しされる形となり、企業のみならず自治体でも対応が求められる局面に入ってまいりま

した。 

 自治体には法的拘束力のある直接的義務は課せられていないものの、住民との接点の多

い職員や窓口担当者を守るために、条例制定や啓発活動の整備が急務であると考えます。ま

ず、改正労働施策総合推進法成立に関しまして、町長のご所見をお尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）執行部答弁。 

 田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）吉川議員のご質問にお答えいたします。 

 議員がご指摘されましたカスタマーハラスメントは、社会的な問題になっておるという

ことにつきましては承知をしております。さきの国会で成立した法案につきましても、労働

者を支援する制度であるというふうに認識をしております。 

 行政の現場でもそういったことが起こっておるというふうに改めて受け止めをし、今後、

必要な手だてもすることが重要であるというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）まず、カスハラ対策としまして、自治体として行わなければならな
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い対応策として、まず３点挙げられると考えます。一つ目が条例整備に関する施策、二つ目

が住民への啓発活動、三つ目が組織内部での対応の強化ということが挙げられると考えま

す。 

 まず、条例整備に関する施策でございますが、まずカスタマーハラスメント防止条例を制

定するべきではないかと考えます。まず、その点留意するのは、まずカスハラとは何かを定

義し、対策行為を明文化すると。それと、職員を守る義務と住民に対する啓発の責任を自治

体に課すと。どういうふうなことを自治体は、まず職員を守る義務があると、それで住民に

対して、どういった行為がカスハラであるという啓発活動を行うというのは、やはり自治体

の責務としてすべきだと考えます。それと、悪質なケースに関しましては、やはり警告とか

対応をし、警察への通報等の指針を、こういうことをすればこういうふうな罰を受けるとい

う明確な指針を明文化する必要があるんではないかと。そして、再発防止に向けた対応方針

を明文化するということで、まず、ハラスメント発生時の職員保護の措置、例えば職員保護

の措置としまして、同席者を配置すると、必ず一人では対応しないと、またハラスメントを

受けた職員を一時的に退避させる等の、どういうふうな場合はどうするんだという規定を

設けるべきではないかと。それで、被害職員へのやっぱり心身ケアの体制とか相談窓口を明

確にすると。それと、内部通報制度を拡充すると。窓口でのトラブルが上司とか第三者に迅

速的に共有される仕組みを導入する。それで、匿名報告とか心理的安全性を確保する制度設

計を行うと。こういうふうな形をもちまして、やはりこういう要点を押さえることで、条例

制定は容易にできるかと考えますが、条例整備についての今後の考え等についてお尋ねい

たします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）カスタマーハラスメントへの対策についての示し方をご提示いた

だきました。 

 本町でもカスタマーハラスメントといいますか、いわゆる不当要求に対する取組につい

ては、平成１７年から職員の間で実施をしてきておるものがございます。当時、本山町不当

要求行為等対策要綱というものを定めまして、この要綱に基づきまして、隔年で職員研修を

実施してきております。これは暴力団関係の対策ということから、警察署の協力も得ながら

実施をしておりまして、昨年も実施をしておりますけれども、ここ数年は各職場の班長以上

の職員がこの研修に参加をして、こういう要求があった場合の対処方法について学んでき

ておるところであります。 

 各職場には、カウンターのところには、不当要求を防止するという研修を受けた表示もし

ておるところがあります。その中では、交渉の仕方、こういった要求があった場合にどう対

処するかについても学んできておるところでございます。 

 この取組を昨年９月には本山町不当要求行為等への対策に関する要綱というもので整理

をいたしまして、この要綱の中では、不当要求行為というのがどういうものかということで、

暴力行為、脅迫行為、正当な理由なく面会を強要する行為、乱暴な言動により他人に嫌な思
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いを抱かせる行為、正当な権利行為を仮装した社会常識を逸脱した手段による金銭及び権

利の不当な要求に対する行為というものを定義しておりまして、こういったものがありま

すと、副町長を委員長としての対策会議を開くということにしておるところであります。 

 今のところ、この会議を持ったことはないんですけれども、その案件が不当要求かどうか

というところで、庁議でも検討した経過もございます。様々なご意見をお持ちの方がおいで

ますので、その内容はきちっと整理をして、今後対応していくべきことだというふうに認識

をしておるところでございます。 

 議員からありました条例制定でありますけれども、現在、その要綱を定めておりますので、

今後、必要に応じて、細かい点も含めて整理をするときが来ると思いますけれども、今の段

階では、この要綱に基づいて対応しておるということを申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）不当要求は反社会的な行為でございますので、そうではなくて、や

はりご本人、住民の方がカスハラとかハラスメントを行っていると認識がないまま行って

いると。先日も同一の方から役場に大量の郵便物が届いたということも伺っております。ま

た、ある事象に関しまして、議員の個人宅に数度にわたり、人を誹謗中傷したような文書が

来るようなこともございます。それ一つ一つ、相手が嫌だと思ったらハラスメントになって

いると。送っている方自身は全くそういう認識はないかもしれませんが、大声で暴言を吐く

とか、そういうふうなことは全て、昭和の時代であれば許されたかもしれませんが、今、令

和の時代であれば、全てがハラスメント行為になるという。 

 ですから、かつて平成の初期まで、かつて２４時間働けますかという栄養ドリンクのコマ

ーシャルがありましたが、あんなの今、ＣＭで流しますと、完全にパワハラになります。そ

ういうふうな平成の初期であっても、１９９０年代初頭、２０００年より前だと、今、２０

２５年のこの時代で既に認識は変わっているということが非常にございますので、不当要

求のみならず、職員が嫌だと思う行為については、やはりハラスメントに該当できるんじゃ

ないかと、通告書のところにも書かせていただきましたこの部分、非常にデリケートな部分

でございまして、まずは住民への啓発活動、カスハラはまず許されないということを広報で

告知すると。ですから、やはり相手も人間であると、お互いをやはり尊重するという立場で、

やはり共感的なメッセージをもって住民の人を啓発していくべきではないかと。 

 そしてまた、地域への研修とか講座を開催するということで、例えば一つでございますが、

公共サービスの適切な利用方法というふうな名目をつけまして、どういうふうな公共サー

ビスを受ける場合には適切であるかということで、明らかに住民によるカスハラという名

目ではなくて、やはり公共サービスを適切に受けるためにはどういった方法がいいか、より

ベターであるかというふうな住民向けの研修とかを定期的に開催するとか、高齢者の方に

も分かりやすい例示を出しまして、無意識な加害性をやはり無意識に行っていることも、こ

れもハラスメントの加害行為になるということも、触れるということも大切でございます
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し、学校教育の場におきましても、次世代の町民に対する小・中学生に、相手を尊重する対

話の必要性ということを教育の場でつくっていく。これは小・中学校の人権教育とか道徳教

育ということをやっぱり勉強させる必要があるんではないかと思います。 

 そういうふうな不当要求とかそういう大きな問題ではなく、全ての場において、こういっ

たことがハラスメント行為になるということをやっぱり周知して、徐々にではあるが、社会

の認識として、こういった行為はやはりハラスメントになるというふうなことが大切だと

思います。 

 また、役場の内部におきましても、窓口職員に対してはハラスメントの対応マニュアルを

作成して配付するとか、ロールプレイングによる研修を行うことによって対応力を強化す

るとか、それでハラスメントが仮に起こったとしても、その職員の方のせいではないという

ことをやっぱり感じられる職場の風土づくりが必要だと思いますが、その点について再度

お尋ねいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）非常に重要なご指摘だというふうに思います。 

 カスハラの定義の問題もございますけれども、そういった相互に相手を尊重するという

ような思いとかいうことは、非常に重要なご指摘だというふうに思います。 

 今後、条例については、これは有名なところでは東京都が制定されましたけれども、その

他の県でもたしかニュースでもやっておりました。制定されるという動きがありましたの

で、本町でもこの件について少し研究して、条例制定に向けた理念的なものになるかもしれ

ませんし、先ほどの警告云々というのもありましたけれども、これは研究してみたいという

ふうに思いますが、少なくても職員を守るという問題は非常に重要でございますので、そう

いった観点からも踏まえて、そういった条例制定について研究をしてまいります。 

 あわせて、啓発とかいったこと、それから先ほどマニュアルの問題ございましたけれども、

そういったことについても、これ重要な課題だというふうに思いますので、研究して対応し

てまいりたいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）改正労働施策総合推進法が今月４日に参議院本会議で可決し、１年

半以内に施行されます。ですから、今後、具体的な方策、また、既にございます厚生労働省

のガイドラインの支援策とか、先進自治体であります川崎市、豊中市の事例研究も含めて前

向きに、すぐに条例じゃなくてもいいので、働く職員を守るという観点からカスハラ対策ど

うあるべきか、本山町として、やはり今後カスハラのないまち本山町ということで、住民も

踏まえて一つの社会運動になっていただければと思いますが、再度、その点についてお尋ね

いたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）ご指摘を重く受け止めまして、今後、対応してまいりたいというふ

うに思います。 
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○議長（岩本誠生さん）１番、吉川裕三さん。 

○１番（吉川裕三さん）以上をもちまして、用意しておりました事案全て終了いたしました。

本日はどうもありがとうございました。 

○議長（岩本誠生さん）これをもって、１番、吉川裕三さんの一般質問を終わります。 

 ここで１０分間休憩します。 

 

休憩  １１：０５ 

再開  １１：１５ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生さん）一般質問を続けます。 

 ７番、中山百合さんの一般質問を許します。 

 ７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）議長のお許しを得ましたので、７番、中山百合、一般質問を行いま

す。 

 今回は３点ほど通告しております。本町の文化・教育施設に関して、人口減少対策につい

て、町内の環境整備についてです。 

 １問目から早速いきます。１問目は少し長くなると思いますが、大まかな２項目になるた

めに、ちょっと別々に答弁求めていきたいと思っております。 

 本町の文化・教育施設に関して、文化財保存活用地域計画は７年度策定で、６年度より準

備されていると議会で答弁があったが、計画の進捗状況はタイムスケジュールを提示して

ほしい。そして、文化財保存活用地域計画に関しましては、同僚議員の令和７年３月の質問

に対して、スケジュールをまだ作成していない、４月には作成するようにと考えていると答

弁をしています。その後の進捗状況をお聞かせください。 

○議長（岩本誠生さん）執行部答弁。 

 大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）７番、中山百合議員の質問に対し、答弁を申し上げます。 

 文化財保存活用地域計画についてですが、進捗状況でございますが、現在、高知県では文

化財保存活用大綱を策定をしているところでございまして、県内自治体において、文化財保

存活用地域計画を策定済みの自治体はなく、日高村が今年度に文化庁に当該計画の認定を

受けるべく、手続を行っているとお伺いしております。また、安芸市、中芸広域連合が当該

計画策定に向けて取組に着手しております。今年度におきましては、香美市が当該計画策定

に向けた取組に着手する予定であるというふうにお伺いしております。 
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 この計画策定に要する期間ですが、令和７年３月に文化庁が示されている指針では、計画

案の作成を１年から２年行い、次年度において認定を受ける内容が協議をされているとこ

ろです。先ほど言いました県内での取組事例としましては、３年間の計画策定後、４年目に

認定を受ける工程で進んでいる現状であります。 

 また、策定経費としましては、委託費などで数百万と多額の予算が必要というような状況

でございます。 

 本町での計画策定に向けて、令和６年度に研究を始めまして、７年度からこの計画の策定

に着手したいというふうに考えておりましたが、計画策定内容の詳細、あるいは計画策定に

かかる総事業費の積算根拠といったところ、あるいは計画策定が複数年になることなど、体

制のこともありまして、予算を伴っての計画策定に着手することを見送っております。しか

しながら、計画策定に向けましては、県内で、先ほど言いましたように策定の認定中、策定

中、策定を始める市町村がありますので、策定内容、体制、予算、そういったものの聞き取

りを引き続き行いながら、説明ができる策定の内容、予算、推進体制、そういった整理を令

和７年度においても、調査・研究を行っていきたいというふうに考えております。その中で、

タイムスケジュールにつきましても、はっきりしてくるのかなというふうに考えておりま

す。 

 以上、答弁とします。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）そうしたら、７年度にはまだ策定がちょっとできないと、いろんな

ことがあってできないということなんですが、７年度に策定ができないことは理解をしま

した。でも、同僚議員の答弁で、６年度に計画策定に向けた準備をされていたということで

あるなら、当初の計画の７年度策定に向けたタイムスケジュールはあるはずと思いますが、

そちらを提示したいのと、７年度に策定予定だったので、何らかあるはずと思うのですが、

青写真とかあれば教えていただきたいです。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）以前、令和６年度に準備をしながら、令和７年度に計画策定に着

手をしたいというふうにお答えをしておりました。その準備といいますか、聞き取りの中で、

先ほど言いましたが、７年度に着手しましても大体これまでの市町村では３年間かかるこ

と、そしてその予算も多額な予算がかかることもありまして、どういった内容でそれぞれ複

数年の計画策定になっていくのか、十分につかみ切れていない現状がございますので、その

策定に向けて準備は引き続き進めてまいりますが、７年度において着手の町村もあります

し、認定の町村もありますので、そういった事例の聞き取りをして、しっかりとしたタイム

スケジュールをしていきたいというふうに考えております。 

 ６年度、あるいは７年度の単年度の計画ではございませんので、もう少ししっかりとした

調査をしたいというふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 
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○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）分かりました。本当は計画の策定までのイメージをちょっと知りた

かったのですが、分かりました。 

 この計画がいつ頃、７年度やったら７年度中というか、日を決めると何月とか決めること

はできないと思いますけれども、大体策定予定で進めていくかどうかをちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）答弁申し上げます。 

 予算が伴いますので、本計画策定という形で、着手は今、最短でも令和８年からになると

いうふうに思います。８年、９年、１０年、恐らく３年間ぐらい、これまでの調査ではかか

っておりますので、その３年間に必要な予算、そして体制、どういったものを１年目にやる

のか、２年目にやるのか、そこら辺をはっきりして、説明ができるものを予算を伴うときに

は必要ですので、まずはそういったものをお示しして、議会で予算も認めていただいて、策

定に入っていくのかなというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）そうしたら、今、先ほど教育長が話したみたいに、７年度はちょっ

と今もうできないと、まだ。予算の関係とか、やっぱりいろんなことがあって十分できない

ので、８年度にはしたいということなんですけれども、やはりそういうことになれば、これ

から順番に折に触れて確認していきたいと思います。 

 それで、例えば７年度といったら、まだ来年３月までありますわね。そうしたら、年度年

度でそういうことになりましたということを、やっぱり議会のほうへもお示し願いたいと

思います。よろしくお願いいたします。この件はもういくら言っても、今年はできないとい

うことですので、もう終わりにしますけれども、令和８年度からは順次１年１年のことをや

っぱり議会のほうにも報告していただきたいと思います。この件はこれで終わります。 

 続きまして、第１の大きい項目、教育施設についてです。 

 教育施設の運営等検討委員会は令和４年度に立ち上がり、当時の施政方針では大原文学

館、さくら図書室等の施設整備に関し、改築に向けて必要に応じ、事例調査や既存施設のヒ

アリング等の実施等を深めていくとしています、令和６年３月議会では、複数の施設を連携

させる取組等の検討を図り、耐震性も含めた整備等場所を含め協議をしていると、同僚議員

に対し答弁されていますが、委員会の進捗状況が見えない。令和４年から本年までの委員会

の開催状況を含め、これまでの協議内容をちょっと教えていただきたいです。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）答弁申し上げます。 

 文化教育施設の整備につきまして、委員会で協議をしてきました。大原富枝文学館、さく

ら図書室、民具等の保管及び展示について全体的な現状把握を行い、各施設の職員等から詳

細について説明を受け、具体的に協議を令和６年度までに７回、会議を行ってきております。 
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 教育施設運営等検討委員会での意見としましては、委員会では特に運用面を意識した協

議を行うということで、各施設による個別活動も大切ではありますが、大原富枝文学館と本

山さくら図書室と民具等の保管及び展示などのように、複数の施設を連携させた取組や観

光分野等の部署、あるいは近隣自治体の博物館等の施設と共同した活動によって、住民に学

習の機会を提供し、豊かな人生の実現や人づくりを通じた社会の発展に寄与すること等も

重要であるということを再認識をしたところでございます。また、各施設では、住民等来場

者へのサービス提供業務が工夫されて行われておりました。 

 運営に関する協議から施設に関する課題や整備についても、次のとおり確認をされまし

た。１番目としまして、大原文学館は、施設の老朽化、未耐震、資料保管庫が狭いなどの課

題があり、整備が必要である。また、ほかの文化施設との複合化や現施設の保存など、施設

整備計画の検討が必要と。また、業務従事者には専門性が必要である。２点目、さくら図書

室は、専用面積が狭いため、町公民館の活用可能であれば、図書機能の拡充整備が必要であ

ると。また、業務従事者には専門性、そういった研修も必要であるというふうにです。③と

しましては、歴史、考古、民族資料は本山町プラチナセンターに一部展示しているが、西日

本有数の資料である出土品は学習用などの展示として活用が必要である。単独でなく、複合

的な整備や活用が望まれる。 

 以上のことを踏まえまして、改めて耐震性も含め、整備場所や建築構造等の協議に関して

は、本委員会のまとめを参考にして、本山町として今後の進め方を協議していただきたい。

以上のことがまとめまれまして、報告として提出をいただいたところでございます。 

 令和６年度におきまして、具体的に大原富枝文学館、さくら図書室の施設整備及び施設機

能の拡充に向けまして会議の開催が行われましたが、令和７年１月から本山町施設整備運

営等検討委員会を設置をしまして、協議を始めています。委員の再編を行いまして、委員の

委嘱期間を７年１月２１日から令和９年３月３１日と定めまして、令和７年１月２１日に

本山教育施設運営等検討委員会を改めて発足させたところです。 

 協議の前提としまして、活用できる施設は利用すること、二つ目に、本山町まちなか活性

化委員会での協議内容も可能な限り反映することの２点をお示しをしまして、第１回目の

協議につきましては、活用できる施設の利用整備計画について、そしてまちづくり委員会の

協議内容の可能な限りの反映について提案をいたしました。また、現段階で、公民館の一部

を活用した出土品や民具の展示に向けて、地域イベントと併せた企画展の複数年計画につ

いて提案をしまして、令和７年度は、計画立案の１年目といった承認もいただいておるとこ

ろで、委員会としましては、７年１月に再編成をして、現在、１回目の委員会をしていると

ころでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）ありがとうございます。 

 実は、今回、この質問をするに当たって施政方針を読み返して、これは自分の反省も込め
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てですが、時系列に並べてこの件について見てみました。教育施設についての分の施政方針

の部分をちょっと読み上げさせてもらいます。 

 令和３年３月の定例会のときです。このときはまだ以前の細川町長のときで、まだ委員会

は立ち上がっていません。このときに、町民一人一人が生涯を通して健康で生きがいを持ち

心豊かな人生を送るために、恵まれた自然や人的資源、社会教育関連施設を活用して、自分

磨きができる環境づくりに努め、人づくり、まちづくりを進めていきます。大原文学館、さ

くら図書室の施設整備については、幅広い層からの人材による検討委員会を立ち上げて、改

築に向けて検討してまいります。これは令和３年です。 

 令和４年の方針では、「町民一人一人」から「人づくり、まちづくり」までは全て文面が

一緒であります。コロナ禍における学習活動、スポーツ・文化活動分野では活動が縮小され

ていますが、コロナ感染症の収束の後に、活性化に向けて協議・支援する活動への検討に取

り組んでいきます。大原文学館、さくら図書室の施設整備について、幅広い層からの人材に

よる検討会である、ここで初めて本山町教育施設運営等の検討委員会が立ち上がりました。

改築に向けた検討を始めたということで、本年度さらに協議を進め、必要に応じて事例調査

や既存施設のヒアリング等の実施など協議を深めてまいります。これは令和４年です。 

 令和５年３月の施政方針です。「町民一人一人が生涯を通して」から「ひとづくり、まち

づくりを進めていきます」は文面は一緒であります。コロナ禍における学習活動、スポーツ・

文化活動が縮小されてきましたが、感染対策などを行いながら、各種社会教育活動における

取組が始まっており、各種団体と連携して活性化に向けての取組を進めていきます。大原文

学館、さくら図書室については、本山町教育施設運営等の委員会での協議は年度内に取りま

とめて行うこととして、施設運営の改善、充実に向けて活用していきます。今後、文学館、

図書室に向けて、具体的に既存施設の活用を含めた整備計画の協議を進めていきます。 

 そして、令和６年、昨年です。「町民一人一人が生涯を通して」からはもう「人づくり、

まちづくりを進めていきます」までは同じ文面です。新型コロナ感染症拡大の影響により、

学習活動、スポーツ・文化活動が縮小されていましたが、各種社会教育活動における従来の

取組を戻しながら、各種団体と連携して、学習の場の提供や創出及び各種活動の活性化に向

けて取組を進めていきます。 

 今年３月の施政方針では、やはり頭は一緒ですね。もう読みません。「町民一人一人の」

というところから「まちづくりを進めていきます」は文面が一緒です。各種の学習活動、ス

ポーツ・文化活動では、各種団体と連携して、学習の場の提供や創出及び各種活動の活性化

に向けた取組を進めていきます。大原文学館、さくら図書室の施設整備については、本山町

教育施設運営等の検討委員会で協議を進めていきます。図書室の整備については、既存施設

である中央公民館施設も活用して、図書機能等の拡充と施設活用の協議を進めていきます

と、令和３年度には立ち上がっておりませんけれども、４年からは４年、５年、６年、３年、

今年７年ですから、先ほど教育長が言ったみたいに今年はまだ策定できていない、するんで

あれば８年というような答弁がありましたけれども、そうしたら、この３年、４年のうちは、
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個々に令和４年３月はどのような協議をしてきたか、第５年はその後ただ協議を深めてい

くだけで、ここの内容が全然見えない。どういうふうに委員会を立ち上げて、皆さんと協議

をしたか、ちょっと教えていただけたらと思います。 

○議長（岩本誠生さん）教育長。 

○教育長（大西千之さん）答弁申し上げます。 

 令和３年度、４年度、５年度で会議をして、全部で７回会議をしておりますが、その会議

をまとめたものが、先ほど私が言いました運営に関すること、あるいは施設の資料保管庫が

狭いとか、そういった内容を各種の専門の皆様からご意見をいただきまして、内容として取

りまとめたものを先ほど説明をさせていただいたところです。 

 第２期となる教育施設の運営委員会、令和６年に協議をしていくということで、これはス

タートが遅れたんですが、令和７年１月から、施設の整備等に向けて第２期の会議を進めさ

せていただいたところです。 

 それぞれ年度に分けてどういった話をしたかというと、もう議事録を読ませていただく

以外ございません。委員会で協議をして取りまとめをしたものを報告書として、令和５年度

で答申をいただきましたので、それを先ほど説明をさせていただきました。令和６年度から

新たにその委員会を設置して進めていくというふうに施政方針で記載をさせていただいて

おりましたが、ちょっと開催が遅れまして、６年度は１回目の会議が令和７年１月に始まっ

て、令和７年度はこれから会議をしていくというような協議の進め方になります。 

 ただ、やはりどうしても、これまでの皆さん、ほかの議員の皆様からもスピード感が足り

ないということでご意見もいただいておりますので、スピード感を持ってやっていかない

といけないと、それは反省をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）教育長、けれども令和７年度にちょっと遅くなっただけではなしに、

とても遅くなっていますよね。結局４年からそういう立ち上げたら、やっぱり今度７年には

策定もできていない、また８年度からするといったら、本当に何か私としたら、４年、５年、

６年ということは何だったんだろうか、それは進めていこうとして、忙しい中の委員の人も

集まっていただいて、そういう話をしたと思うんですけれども、これはちょっと少しではな

くて、とても遅れています。 

 本来なら、令和７年度にはちゃんと策定もして、そういう青写真もつくって、こうしてい

くということを今日は言ってもらいたかったんですけれども、それがまだできていない。そ

れがずっと令和４年、３年は別として、４年からずっと３年間、４年、５年、６年、７年も

できていない、結局４年は何もできていない。もう本当に、私、自分でも反省しなくてはい

けない。ただ、多分、施政方針というのは、担当から全て町長にこういうことでということ

で出すと思うんですけれども、これを見ていたら、本当に私、自分もすごく反省しました。 

 その都度その都度、やっぱりどうなったかということを聞いてきたかったけれども、初め
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て今度、自分がこうやって出したときに、時系列見て、遡って見てみましたらこういう状態

でしたので、今日は質問させていただいたんですけれども、その件に対して本当に結局同じ、

毎年これを読んで、皆さん聞いたと思うんですけれども、毎年同じ方針で、何かやる気がな

いような感じも私は受け取れました。やらないことを施政方針に挙げているのは、やっぱり

議会の軽視的な行為じゃないかと私は思っておりますし、本当にちょっと残念でたまりま

せん。 

 大体、かかっても１年はどうして、２年、３年目から何とかやろうという気はあると思う

んですけれども、これが全然できていない。これに対して、すみません、町長はどのように、

これを読まれて思いますか。ちょっと見解を教えてください。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 いろんな検討を加えてきたということについては、先ほど答弁があったとおりでござい

ます。 

 今、さくら図書室の施設、あそこがまずは耐震性があるのかどうかという調査をしました

が、耐震性はあるというところは結果をいただいておりますが、今のトイレの問題とか、バ

リアフリーになっていない中で、再活用するとなると大幅な改修をしなくてはならないと、

本当にそういう大幅な改修をしてでも、あそこを使うのかどうかというのは、これは教育委

員会だけではなくて、私のほうも躊躇しましたし悩みました。そのまま改修して、あそこを

民具とかそういった埋蔵文化財とかいうものを展示するとか、それから図書室機能を図書

館機能として拡充して整備していくということが、既存施設を活用してやることが本当に

それでいいのかどうかというのは、確かに私はちゅうちょしました。 

 最初はやはり既存施設をうまく活用できないかなというふうに考えたところでございま

すけれども、旧役場庁舎の取壊しもございましたので、そういったことも周辺環境も含めて

どう考えるのかということについては、非常に躊躇しましたし、まちなか活性化委員会の中

で計画つくったときにワークショップなんかも開きましたけれども、いろんな意見がござ

いました。もう施設は必要ないんじゃないかとか、子どもが集まれる施設が欲しいとか、い

ろんなご意見いただきましたので、そういったことも、町としての教育施設ということです

ので、あまりそこでのことはございますけれども、やはり教育委員会と一緒に研究、検討を

しているものでございますので、そういったことも踏まえて、今、財政が厳しい中で、今、

どういうことに着手できるのかということも含めて、非常に検討を要したところでござい

ます。 

 あわせて、大原富枝文学館につきましては、先生から非常に貴重な資産をいただいており

ますので、今、資材高騰で建築費用なんかが大きく膨らんでくる中で、資産の目減りがして

いくということも、これ庁議でもこのご指摘もあって、やはり具体的に進めていかないとい

かんのじゃないかというところで、検討も進めてきておりましたけれども、やはり建設地の

問題、それから現施設、簡易裁判所としてのああいう建物は、専門家の方に聞くと、歴史は
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建物としては古くないけれども、全国にああいう形式の建物はあまり残っていないという

ことをお聞きして、そうしたら、これなかなか耐震補強ができないという中で、取り壊して

しまうと、もう二度と本山町にあった簡易裁判所の建物が消えてしまうという中で、私は何

とか残せないかというふうに、教育委員会の会でもそういう話をしたこともございますし、

ただ残すとなると、耐震性がない中で、文学館としての継続があそこでやっていけるのかど

うかということについては、スペースの問題も先ほど指摘もありましたけれども、保管庫の

問題とかそういう問題がある中で、非常にいろんな課題がありますし、財政上の課題もある

という中で、この計画について、委員の皆様にも検討していただいておりますけれども、町

としての方向性もきちっと考えを示さないと、委員の皆様にもご負担をかけるということ

も思っております。 

 これは、そういった全体的なこと、それから当然財政的なことが生じてきますので、それ

も踏まえて方向性を見いだしていきたいということを今後考えていきたいというふうに思

っております。委員会の皆様には非常に大きなご負担とかもかけておるということは事実

でございますので、これは町としての方向性も示さないと動かない課題がたくさんありま

すので、そういったことも踏まえて、この検討は進めていかなくてはならないというふうに

考えておるところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）よく分かる、図書室は以前にやっぱりトイレとか等々の分の改修費

用の財源もない中でやらなくてはいけないというような話もしていましたけれども、今、町

長のお話を聞いたら、ちょっと躊躇委しているというお話を聞きました。今、裏のところの

トイレも今使えない状態になっております。なかなか修繕するとなったら、トイレそして

等々、中の内装なんかも、あそこはパテ付けみたいなガラスになっているので、多分するん

であれば壊してサッシみたいな感じにしないといけないと思うけれども、莫大な金額にな

ると思いますが、町長にしたら躊躇しているということです。 

 そして、大原文学館については耐震がないということで、この前、中へ入ってみましたら、

確かに壁のところとかがひびが入って、やっぱり危ない状態になっていますので、その方向

性を町長が言ったみたいに、委員の方も多分そういうことで何とかせないかんのよという

ような話も出ていると思うんですけれども、やっぱり町として方向性を早く決めなくては

いけない。こんなに何年もかかって方向性を決めていなかったら、ここから何年またかかる

か分からないという心配を私はしております。そういうことを本当に。 

 ただ委員会の方、本当にご苦労さまです。そうやって何回も何回も来て、年に何回も来て、

やって、それがまた今年も、７年もまだ策定できていなかったら、また今年もやって、それ

で８年には必ずそれができるんだろうかという心配も、この施政方針を見て分かります。そ

れで、委員会の人も権限ないけれども、それを答申をもらったら、町としてやっぱり方向性

をちゃんと決めて、早く早急にする必要があると思いますので、お願いしたいと思います。 

 それと、本当に私はちょっと自分も反省しています。確かに財政的な問題もあって、大原
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富枝文学館は皆さん、いろいろとお客さんもよく来てくれていますので、今の原形でなれば、

本当にすばらしいと思いますけれども、それをどうやっていったらいいかということに対

しては、専門の方とかには相談をしたりはないんですかね。ちょっと教えていただきたい。 

○議長（岩本誠生さん）執行部答弁。 

 大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）施設の中身につきましての専門性の高い委員さんに入っていただ

いておりますので、施設の運営の展開でありますとか、先進事例でありますとか、そういっ

た意見はいただいているというふうに考えております。また、第１回目の会議のときに、意

見としてなんですが、日本図書館、大きな協議会もあるんですが、そういったところの意見

をいただくのもいいんではないかといった、そういった専門の方から、そういう専門的なア

ドバイスもいただけるようにはなっているところです。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）その委員の中に専門的な人がおいでるということ、今、教育長がお

っしゃいましたが、その方はどのような考えを協議の中でおっしゃっているんでしょうか

ね。専門的に見て、これは耐震もないから、この原形でおきたいけれども、やっぱりそれを

どうしたらいいかと、専門的な人はどのような感じで言われたのかなと。全然、中、どんな

んかといって私ら本当見えないので。大原文学館、本当に耐震がないので、何かあったとき

に全部崩れてしまうので。それで、委員の中に専門の人がおるとも思うけれども、その人の

お話を聞きたいのと、それとまた別個に、そういう関係の専門の人に見てもらって、これを

どうしたらいいかということを今までしたことがあるんでしょうか、お聞かせください。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）議員がおっしゃいました専門性というのは、議員も心配されてお

りますように、建物の耐震性のことではないかと思うんですが、中央公民館の施設について

は耐震のそういった調査もしました。大原文学館につきましては、ご存じのように、建築年

度のことから見ますと耐震性はないということで、そのことはそういう状況ですが、委員の

皆さんのそれぞれのこの施設を造るのに、図書室での機能、あるいは文学館としてどういう

ふうに整備をしていくか、様々なご意見をいただきながら進めていかないといけませんの

で、いろんな意見をもらいながら進めていくようになりますが、なかなか、この施設を使う

と倒れるよとか、そういったではなしに、整備に向けて、こういった整備の仕方があるとか、

先進事例こんなのがあるとか、そういう意見は出ようかと思いますが、ちょっとその意見は

まだこれからですので、まだ出てきていないところです。 

 あと、町長もおっしゃいましたが、町の方針、こういったところも早めに示しながら、協

議を進めていく必要があるのかなというふうには思っています。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 
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○７番（中山百合さん）多分、委員会を立ち上げて、今４年目にいっていますけれども、そ

の中で委員の中から、大原文学館はどのようにしたらええやろうかねというような話の中

で、委員の中ではどういう。いろんな意見が多分あると思います。耐震がないからどうした

らええやろうとか、こんなにしたらええやろうかというような、委員の方々がどんなふうに

お話をしているか。何かしているのは分かるんですけれども、ちょっと中身が分からんので

すよね、私としたら。それで、やっぱり委員がどのようにこれから、何人おるか分からんけ

れども、いろんな意見が多分出ていると思うんですよね。そういう意見というのを一部だけ

でもちょっと教えていただきたいなと思います。 

○議長（岩本誠生さん）間もなく１２時になりますが、１問目が終わるまで続けたいと思い

ますので、ご了承願いたいと思います。 

 今の質問ですけれども、委員の個々の意見をとかいうようなことも求められております

けれども、委員会として、できれば議会に対して中間報告するとか何とかという方法を取る

とかして周知をするようにしないと、個々の意見をここで述べてもなかなか了解はいただ

けないと思いますので、そこら辺も含めた答弁でお願いしたいと思います。 

 大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）答弁申し上げます。 

 今、２期目の委員会をやっておりますが、１期目の委員会の報告については取りまとめて、

運営の改善あるいは充実に向けた意見をいただいて、報告をさせていただいたところです。

現在、具体的といいますか、整備と活用に向けて協議をしていっておりますので、いろんな

意見をいただいて、まだ十分に出ていませんので、７年度、こういった委員会を早めに進め

ながら、出された意見につきましてはまとめて、中間といいますか途中での経過報告として、

こういった意見が出ているというような報告もさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）今、議長もおっしゃったみたいに、どんなになっているかと議会の

ほうもやっぱり心配をしていますので、中間報告とか、ちょっと今年はこうこうなった、こ

うなったということをやっぱり示していただきたいと思っております。 

 これはこれ以上言っても、まだ１回、２回ぐらいしかしていないことで、これからだと思

いますので、もうこれ以上言いませんけれども、くれぐれも大原文学館、図書室に関しては、

財政の関係もあると思いますけれども、やはり早急に対応を図る必要があると思いますの

でお願いいたします。 

 そして、あとは委員の中の構成とかいう、先ほど言ったみたいに入替え、編成があったと

思うんですけれども、令和４年度には１回目の委員さんが何人おったか、ちょっと私、分か

っていないのですが、編成して結局、前、同僚議員がちょっと質問したときには何か１２名

というのをちょっと書かれたので、今現在、そうしたら令和６年度に向けて拡充するという

ことで編成した委員さんは何名おいでるんでしょうか。そして、委員の組織構成と、それと
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あと委員の報酬なんかはどのようになっているかをちょっとお聞きします。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）現在の委員会は、委員は１０名でございます。県の歴史関係の方、

図書館の専門員の方、学校、保育、商工会、文化財保護委員会、大原富枝の会等の関係者の

方で１０名としております。委員報酬につきましては、予算としまして年額５，０００円、

委員報酬の予算を令和７年度に予算をさせていただいているところです。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）分かりました。 

 今日言ったのは、自分も本当に反省を込めてのことでありましたので、やはりこれから７

年度には青写真もできて、スケジュールができるようなことをしていただきたいと思いま

す。令和８年度からは策定に向けてやっていただきたいと思うし、このように行政報告のと

ころが４年、５年、６年、７年、同じようなことで何も進んでいないように私は思ったので、

これをちょっと提示させてもらったんですけれども、本当にこれは早急にやっていただき

たい。そして、いろいろ決まったときには、議会のほうにも報告していただきたいと思いま

すので、お願いしたいと思います。 

 以上で１問目は終わります。 

○議長（岩本誠生さん）午後１時まで休憩とします。 

 

休憩  １２：０１ 

再開  １３：００ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前に続きまして、７番、中山百合さん、一般質問を続けます。 

 ７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）午前中に引き続き、質問させていただきます。 

 ２問目としまして、人口減少対策についてです。 

 県の人口減少対策総合交付金事業を受けて、本町もいくつかの事業を開始していると思

います。各事業の進捗状況、また、この事業によって、一定の人口減少に歯止めがかかるよ

う本腰を入れていただきたいと思う。 

 本町の目指す移住・定住対策としての住宅確保は喫緊の課題でもあります。現存する町営

住宅については、老朽住宅が多数あり、取捨選択を今後図っていくことになるが、住宅確保

について、町の考えについて教えていただきたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）７番、中山議員の一般質問にお答えをいたします。 

 人口減少対策についてでございます。 

 先日、厚生労働省が公表いたしました人口動態統計（概数）となっておりましたけれども、
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よる、２０２４年には、これは人口減少というよりは少子化の問題でございますけれども、

２０２４年に生まれた子どもの数が、出生数は、１８９９年の統計開始以降、初めて７０万

人を割り込み、６８万６，０６１人になりました。高知県においても、２０２４年に生まれ

た子どもの数、出生者数は過去最少の３，１０８人となりました。本町の出生者数は、２０

２４年、暦年で見ますと１０人、２０２４年、年度で見ますと１１人となっております。人

口全体で見ますと、２０２４年度末の自然増減では、いわゆる生まれた方、亡くなられた方

でございますけれども、出生数が１１人で亡くなられた方が９３人ということで、本町では

社会福祉施設が立地しているという特殊性もあるということは勘案しなくちゃならないと

思いますけれども、その差が８２名の減と、自然増減では８２名の減となっております。社

会増減で見ますと、転入が１５０人、これは年度ですね、転出が１５２人で２人の減という

ふうになっております。 

 こうした状況の下、本町にとって人口減少、いわゆる少子化の問題は喫緊の課題であると

いうふうに思います。本町では、早くから子育て支援に取り組んでまいりました。全ての子

育て家庭が安心して子育てができるよう、妊娠・出産・子育てのそれぞれの期に応じた支援、

相談体制を整備してまいりました。一昨年からは、一時保育の実施や産後ケアの取組も進め

てきておるところでございます。 

 これはもうぜひ紹介をしておきたいと思いまして、少し答弁が長くなりますけれども、ま

た、経済的な負担軽減を図る支援といたしまして、保育料の完全無償化、保育所から中学校

までの給食の無償化、１８歳まで医療費の無償化、中学校指定制服等の支給、出産祝い制度、

育児助成制度、不妊治療助成制度などを実施してまいりました。町のホームページの子育て、

これは子育て養育になっていたかな、ホームページでも子育ての項目がございますので、そ

こをクリックしていただくと、それぞれの子育て支援策を公開しておりますので、ぜひご覧

をいただきたいというふうに存じます。 

 また、本年度当初予算において、議員ご指摘ありました高知県人口減少対策総合交付金連

携加算型を活用いたしまして、人口減少対策や少子化対策に必要と認められる事業につい

て、予算を計上してきたところでございます。住宅の確保、先ほど指摘がありましたけれど

も、住宅の確保と移住対策、子育て支援や若者交流等の取組を進めております。 

 事業の進捗についてのご質問をいただきましたけれども、年度をスタートして２か月で

ございますので、進捗とまではいきませんけれども、それぞれの事業について取組を進めて

おるところでございます。 

 今後、事業の効果などについては、非常に事業項目も多うございますので、その事業の効

果などについては検証、場合によっては見直しをかけながら、取組を進めていきたいという

ふうに考えております。また、この事業だけで人口減少に歯止めがかかるわけでもございま

せんので、産業の振興や医療等、地域包括ケアシステムや健康づくり、教育など、安心・安

全、住みよいまちづくりに取り組んでまいります。 

 移住・定住対策として、住宅の確保は喫緊の課題であるという認識は中山議員と同感であ
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ります。全てを公営住宅で確保するのは財政面からも困難であるため、空き家の活用による

中間管理住宅の整備なども組み合わせて、計画的に整備に取り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）詳しい説明ありがとうございました。 

 本当に今、出生率も本当に低いと思います。行政連絡を毎回見ていますけれども、やはり

本当に亡くなる方がすごく多くて、出生している子が１名、２名、もう下手しよったら５０

名亡くなったりするきよね。本当に大変やと思います。これからも定住住宅とか、移住に対

してはやっていただきたいと思います。 

 そして、また、本町のお試し住宅の現状と新型コロナウイルス感染症により一時的避難に

お試し住宅を利用した経緯があったと思うんですが、今後起こり得る感染対策や災害時の

緊急避難所にこのお試し住宅を利用していくのでしょうか。緊急避難的にお試し住宅とい

う考えも疑問もあるんですが、町として、お試し住宅の意義についてお伺いしたいと思いま

す。 

 実は私もお試し住宅はいつ制度になったかということを調べましたら、平成２８年の２

０１６年から開始されています。ホームページ見ましたら、更新が２０２５年５月２３日に

更新されております。その意味としたら、移住・定住を促進して、人口の増加による町の活

性化を図るため、移住希望者の生活体験及び移住準備に対する施設ということでしました。

これを、これから今質問しました、町として、お試し住宅の意義をちょっとお聞きします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）中山議員のご質問にお答えします。 

 ご質問の中で、まずお試し住宅の利用のことがありましたので、その点について申し上げ

ますけれども、お試し住宅を一時的避難という形で、新型コロナ感染症による、そういうふ

うに使った経過はございません。 

 今後、災害時の緊急避難的に利用していくのかという問いもございますけれども、議員申

し上げましたお試し住宅の意義もあることから、緊急避難的な住宅として利用していく考

えはございません。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）ありがとうございます。 

 それと、コロナ感染症の国の補助によって、上街公園の西側の町営住宅２件をたしか修繕

したと思います。感染症になって、ちょっと家でおれない人がというがで、町営住宅の２件

を修繕したとお聞きしていますが、５類になりましたが、その２件の住宅は今後どのように

していくのか、お聞きします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）コロナの交付金を使って環境整備をした住宅というのは、中山議

員のおっしゃるとおりです。 



－45－ 

 現在、新型コロナウイルスも５類に移行されたということから、現在町有の住宅として取

扱いをしております。一時的に住居にお住まいが困難な場合がありました件があるので、そ

ういった方に利用していただいていますのと、今後も万一住宅に困難な方がいらっしゃい

ましたら、一時的に利用する、そういった取扱いをしていきたいと考えております。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）ありがとうございました。 

 実は、そのために２件、交付金のコロナで、上街公園も行ってみましたら、人が２人、３

人かな、そこに１人、２人、６軒ぐらいが多分ありまして、今入っている方が２人か３人で

しょうかね。それで、あと空いていることをちょっと聞きましたら、とてもトイレとかいろ

んなところも老朽化して、もう使えないというようなお話も聞いております。それでも１軒

か２軒は、もし今総務課長が言ったみたいに、感染症なり、ちょっと住宅がない方に関して

は入居させていくということをお話聞きましたが、使えないというところの住宅に対して

は、もう修繕することは考えていないでしょうか。 

 それと、また１軒か２軒か空いていると思いますが、そのことはこれからどのようにして

いくのか、ちょっとお聞きします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）ご質問の通告にちょっとございませんでしたので、詳しい内容ま

では調べておりませんけれども、現状を確認して、必要に応じて、修繕等の対応をしていき

たいと考えております。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）ありがとうございます。 

 そしたら、そのようにまた、どうしても入居がちょっと難しい方がおったときにはそこへ

入れるような形で、また修繕なりして、入居させていただきたいと思います。 

 先ほどちょっと町長がお試し住宅の、すみません、中間管理住宅ということが言われまし

て、今考えているのは３軒というて言われていましたけれども、ひょっとして、これ場所が

分かれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）７番、中山議員の質問に対し、お答えをいたします。 

 候補地としては３軒ということで検討はされておりますけれども、まだ本契約はされて

いない状態ですので、今回について公表するということについては、差し控えさせていただ

きたいと思っております。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）今は広報することは難しいということでありますが、もしも決まっ

たら、また議会のほうへ必ず言っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 これで２問目は終わります。 

○議長（岩本誠生さん）それでは、次へ進んでください。 



－46－ 

○７番（中山百合さん）最後の質問になります。 

 町内の環境整備についてです。 

 市街地及び町有地等にある支障木、街路樹の手入れ、また伐採等、また町営住宅の手入れ

は、担当課の職員、または地域支援員の方々が人数の少ない中、見守りをして、本当にご苦

労さまでございます。 

 私が少し気になっている場所をちょっと質問させていただきます。 

 １番から５番まで通告しておりますので、後で、最後でそれぞれの対応についてお聞きし

たいと思います。 

 ①としまして、道路に張り出している枝、町内にはたくさんありますが、一部紹介します。

本山小学校の南側のフェンスから木が突き出ているのがありまして、それで、その前の町営

住宅からも道路に垂れ下がっている木々があります。 

 大原文学館の庭にある桜の木も道路のほうに垂れ下がっていまして、手をしたら届くよ

うな感じになっています。 

 そして、プラチナセンターの駐車場の桜の木ですけれども、そこは影になって、すごい涼

しいような感じもしますけれども、やはり少し剪定をする必要があるんじゃないかと思い

ます。 

 ②としまして、電線に接触している枝、それは公共施設です。 

 ③として、施設に接触している枝葉等の処理。 

 ④としまして、倒木のある場所、例えば上街公園の桜の木はほとんど老朽化していると思

います。植えたら、植えっ放しではなく、腐っている木は切って、新しい桜の木を植えてい

く必要があると考えます。 

 先日上街公園に見に行きました。ちょうどシルバーさんが草刈りをしていました。お聞き

しましたら、いつ倒れてもいい木があると言いました。ほんでで、いつ事故が起きるか、前

に対処しなくてはいけないのではないかと言われました。 

 また、上街公園に以前水道がありましたけれども、今はなくなっております。シルバーさ

んが掃除をしてくれる方がおりますけれども、トイレとかいろんなところをしてくれてい

ます。それで、その水道がないので、下のトイレの水の水道から取って、掃除をしなくては

いけない。どうしてそれがなくなったのかなと、それもお聞きしたい。 

 そして、あと、東屋というんですかね、上側に休むところの家があります。それは、東屋

というたら何やけれども、腰のところがもう腐っている。そして、桜の木がまた屋根にも覆

いかぶさって、樋に葉っぱが詰まって、そこから草が生えている。 

 上街公園は本当に町内の子どもたちがすごく遊びに行っています。そして、町外から、う

ち店がやっていますけれども、町外から来た人たちも、どこか子どもたちが遊ぶ場所はない

ですかってよく聞かれます。そのときは上街公園を紹介するんですけれども、観光に来てい

る方にもすごく人気があります。でも、あのままでは、あまり紹介はちょっと無理なところ

があると思いますが。 
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 それで、以前、あそこの上に築山がありましたよね。築山があって、その後撤去をしまし

た。撤去して、大きい石をもうずっと置いています。そして、ちょっと名前忘れた、すごく

大きい碑が立っております。そして築山のところには木が生えて、シルバーさんがその掃除

をした草なんかを全部そこへ集めています。そういう状況があるので、やっぱり一度見てい

ただいて、どうしたらええかということも考えてもらいたい。 

 それで、⑤としまして、町営住宅の外壁の汚れ等です。日の出団地の屋根、下津野峠から    

ぱっと開けたときに、すごく屋根が汚いんです。前は一度こういう、同僚議員も前にちょっ

と質問したと思います。その前に私も１回質問しました。けれども、全然、それも何かその

ままになっております。 

 それと、大原文学館の外壁の塗装が汚れていて、雨だれが真っ黒になっていますので、そ

ういうこともしていただきたい。確かに大原富枝先生に寄贈していただいた基金があるの

でそれらも活用して、遺族の方が元気なうちに、やっぱり何とかしてあげたらいいんじゃな

いかということも思います。 

 そして、本当に財源のこともありますが、今後、今１番から５番まで言うたことに対して

のそれぞれの対応をお聞きしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）７番、中山議員のご質問にお答えいたします。 

 いくつかにわたってご質問をいただきました。書き留めましたけれども、それぞれ管理を

する部署もありますので、必要に応じて撤去ないし改善をするように今後進めてきたいと

思います。 

 総務の関係で申し上げますと、日の出団地の屋根の関係ですけれども、ご指摘のとおり汚

れております。これは、塗り直し等をするのにはやっぱり一定の財源も必要ですから、何ら

かの補助事業等も研究をしておるところでございまして、そのめどがたちましたら、必要な

手だてをしていきたいと思うところです。 

 大原文学館、あるいはプラチナセンターの環境整備につきましても、それぞれの部署で適

切にするように今後、基幹会議等で調整をしていきたいと考えております。 

 上街公園の水道施設等々がありましたけれども、これにつきましては、ちょっと私のほう

では承知しておりませんので、関係する部署でお答えができるようでしたら、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）答弁ありますか。 

 暫時休憩します。 

 

休憩  １３：２１ 

再開  １３：２４ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩間に引き続き会議を開きます。 
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 執行部、答弁を求めます。 

 澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）お答えをします。 

 すみません、現地のほうを再度確認して、今後必要かどうかということも踏まえまして、

検討をさせていただきたいと思います。 

 あわせまして、碑の後ろに枝木が残っておるというお話もありましたが、今月うちに上街

公園の桜の剪定作業を担当課のほうでする予定をしております。そのときに併せて、そこも

確認をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）それこそ、桜の木も斜めになったりとか、てんぐ巣病というんです

かね、あれがもうほとんど全部ついていますね、見に行ったら。やっぱりああいうところも

切らないかんところは切ってせんと、もう本当、観光の人が来たり何してもよね、やっぱり

上街公園はすごいきれいやね、こうっていうやっぱりスポットライトみたいな感じにして

いただきたいと思うんですよね。石も石でそのまま置いちゅう、それも碑が立って、その碑

の歴史の好きな方らもよく町外からも来ますので、そういうことらも考えて、整備していた

だきたいなと。 

 そして、樹木医という人がおいでると思うんですよね、本山にもね。それで、名前出して

構わんというたけ、もう出すんですけれども、先日細川敏水さんが通りかかって、実はお話

をしたところ、前にも上街公園の桜はもう腐っちゅうけん、切らないかんでよと町のほうに

何度か言ったというお話も聞きました。ほいで、そして花が咲いても、やっぱりもう木が老

朽化していますので、花の色もきれいじゃないですよね。やっぱりものすごくきれいな、昔

本山は桜って言いよった時期があったので、ほんで、やっぱり上街公園を主にして、多分    

財源もないけれども、みんなが楽しくあそこで遊べるような感じにしてもらいたい。そして、

行ったときは本当、斜めに木がなって、てんぐ巣病がかかって、もうこの木は切ったらええ

ねって、シルバーさんとお話をしもって、したんですけれども、やっぱり一定きれいじゃな

くてはいけないので、何とかそれをしていただきたいなとお願いしたいと思います。 

 それで、あと先ほど言った①からの分とかで、②の分の方のほかの答弁を願いたい。木を

剪定していただきたいのと、それで、上街公園もこんなになっているので、子どもがそれに

引っ張って、結局遊ぶんですよね。それで、そういうことも言われましたので、それと、こ

の前ちょっとやりおったときに、腐っちょって、こけて、足折った人もおりますので、それ

で、やっぱり事故が起こる前に早く行って、ちょっとしていただきたいなと思っております。 

 今、総務課長から言っていただいたのが日の出団地のことですが、この１番目と２番目と

か３番目をちょっと答弁、誰かお願いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）先ほどご質問、冒頭していただいた点については、１番、２番か
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ら出されたそれぞれの部署が、総務が管理しておる、あるいは教育委員会、まちづくり等々

がありますので、それは、この議会の後、必要な会議を持って、どういうふうにするのかは

して、改善していくというふうにお答えしましたので、それでお願いしたいと思います。 

 あと２番、３番につきましては、具体的にどこの場所というのがなかったんですけれども、

町有地でそういうのがあればということだと思いますので、それも点検をして、必要な対応

をしていきたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）補足の答弁をさせていただきたいと思います。 

 まちづくり推進課のほうで森林環境譲与税を活用しまして、本山町美しい村景観保全事

業というものに取り組んでおります。この事業におきましては、町道など生活道の支障にな

る樹木でありますとか、地域の公共施設等の安全な管理の支障になっておる、そのような町

有施設で支障になっておるような樹木については、この事業を通じまして、伐採等の対応を

進めております。 

 この申請につきましては、各地区の区長さんを通じて申請を上げていただくということ

と、その申請上げる際には、その樹木、土地の所有者、樹木の所有者さんの了解といいます

か、承諾をいただいた上で作業に進むということにしておりますので、そういう事業も毎年

広報してやっておりますので、そういう事業も活用して、対応していきたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）ありがとうございます。 

 最後に、上街公園の件なんですが、一回担当課か誰か見に行ってもらって、上の段、下は

割ときれいにして、遊具がありますので、そこではよく子どもたちが遊んでおります。ほと

んど本当、うちの店からもいつも上街公園へ遊びに行っているということを聞いておりま

す。それで、上の段のところの東屋というか、休憩所のところの屋根とそれと周りの腰のと

ころが腐っているのと、それと樋がもう全然駄目になっているんで、その点を何とか至急に

改善というか、もうやっていただきたいと思っております。 

 一度見に行っていただきたいと思いますけれども、こういうことを言って何ですけれど

も、だから、そういうシルバーさんが全部、社協の方が、シルバーさんがあそこへ掃除とか、

いろんなところでしてくれるけれども、町の職員の担当課の方も行ってくれていると思う

んですけれども、最近誰か職員が行って、見たことはあるんでしょうか。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）上街公園に行政財産、普通財産のプールがあります。プールに水が

たまる。その管理で私、もう先月、梅雨に入る前には水がたまっていないかの確認、それか

ら、企画の課長言いましたように、切る木にはもう既に赤いテープを巻いて、切れるように

しております。東屋の現状、それから草をやっている現状も担当課に言って、僕はそのプー

ルの周りを自分で草は全部刈っていますけれども、そういうふうに管理もしていますので、

そのことをもう担当課に話をして、改善するように指示もしておりますので、早い段階で確
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実に整備はされると思います。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）分かりました。 

 いや、そうしたら、それは何日か前に行ったんだと思うんですけれども、私は行ったのが

５日ぐらい前です。そのときに東屋の屋根とか何とか、周りを見たら、それが気がつかなか

った。プールのことはもちろん水が抜けよるけ、水がたまったらいかんと思うけれども、上

街公園が人がいっぱい、観光の人も、子どもたちが遊ぶ、そうしたら、周りを見たときに、

木、何本ぐらいぶら下がっちょるとか、あずまやのところの上がこうなっているとかいうと

ころまで見てきましたか。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）公園全ての管理のことについて、手が足りていないんではないかと

いうところで、特に切った木をそのまま現状、公園内に現場処理している、こういう状態の

管理はいけないと、総合的に切る木も印しちゅうけれども、切るのも遅れちゅうと、そうい

うふうなところで指示していますので、総合的、全体を見まして、早急な対応策を取るよう

に指示をしております。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）総合的に全部見回りをしてくれているという答弁がありましたけれ

ども、私がしつこく言うようで悪いんですけれども、水のところとか、木が切るところは、

ピンクの分で確かに巻いていました。けれども、東屋のところは多分見ていなかった。見と

ったら、そこの答弁のときに絶対言えます。けれども、言うていないということは、そこは

見ていないということと思いますが、ぜひもう見に行って、財源のこともあるけれども、や

っぱり観光とか、みんなが来て、しているところをやっぱりきれいにせんといかんのじゃな

いかと思いますので、ぜひもう一度見に行って、やってください。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で、もう全部の質問…… 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）公園の管理でありますけれども、私も上街公園のほうで高校生と

一緒にボランティアで花を植える作業に出ておったときに、ちょうど上街公園のトイレの

樋に土がたまって、落ち葉がたまって、土がたまって、草とか木が生えたの見ました。それ

で、それを見てすぐ担当課のほうに行って、そこの分はのけましたけれども、東屋のほうは

よう見ませんでしたけれども、今後そういうことありましたら、議員のほうからも日々、そ

のときに言っていただけば、こちらも対応していきたいというふうに考えておりますので、

やはりきれいな公園を造っていくということで共に頑張っていきたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）７番、中山百合さん。 

○７番（中山百合さん）副町長のお言葉分かりました。その都度その都度言うてもいいんで

すけれども、あまり議員がいつもいつも来て、言うのもいまいちと思いましたので、全体の
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ことを考えて、確かに副町長は下のトイレのところにもう草が生えていたのが分かったで

しょう。それと同じように上もなっているので、やっぱりその都度その都度言うたら、もう

本当幾つもあるので、いつも役場へ行って言わにゃいかんなる。そういうことになってもい

かんので、やっぱり本当に職員も少なくて、忙しい中、支援員の方もおったりしてするけれ

ども、やはりそういうことは、一回見たら、下だけやなしに上も見ていただきたい。 

 これで一応もう一般質問終わりますけれども、ぜひ、財源のこともありますけれども、や

っぱり優先順位を決めて、していかなくてはいけない。そして、今言うたみたいに、プール

の件も見に行ったというけれども、プールをこれから、それをどうするか、プールを壊すで

もお金が要るけれども、なかなか難しいという答弁もしていましたけれども、やっぱりそれ

ではもういけないので、話をして、何かの補助でもあればということになりますので、本当

に今後よろしゅうお願いいたします。 

 これで一般質問、全部終わります。ありがとうございました。 

○議長（岩本誠生さん）これをもって、７番、中山百合さんの一般質問を終わります。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生さん）次に、２番、川村太志さんの一般質問を許します。 

 ２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）議長のお許しをいただきましたので、２番、川村太志、一般質問を

させていただきます。 

 ちょっと喉のほうがいがいがしていまして、声が出にくい状態なので聞こえづらいかも

しれませんが、よろしくお願いします。 

 今回は、ふるさと納税への取組について、人口減少に伴う労働人口の減少について、地域

住民と観光客が共に楽しめる遊び場の整備について、以上３項目、事前に通告いたしており

ます。よろしくお願いします。 

 まず、１項目のふるさと納税への取組についてです。 

 近年、ふるさと納税制度は、寄附金集めの枠組みを超えて、地方自治体にとっての重要な

財源確保手段であるとともに、地域経済を活性化させるための戦略的な取組の柱として、全

国的にその存在感を増してきております。 

 制度創設当初は、都市部から地方への財源移転という大義の下、地方の財政を支える新し

い手法として期待されておりましたが、制度が成熟するにつれ、単なる財政補完という役割

にとどまらず、各自治体の工夫と努力、さらには地域資源の発掘力や情報発信力が寄附額に

直結する宿命と発展してきております。現在では、返礼品の魅力やストーリー性、発送体制

の整備、さらには広報・プロモーション活動の公設が寄附者の関心と行動を左右する大きな

要因となっており、全国の自治体間においても、いかに他と差別化を図るかという競争の時
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代に突入していると考えます。 

 そうした流れの中で本町におきましても、これまでふるさと納税制度の恩恵を受けて、一

定の寄附収入を得てきたと思います。しかしながら、全国的には寄附額の伸びが鈍化してい

るという傾向も見られ、また、制度改正などによる影響もあり、今後どのような戦略を持っ

て、制度を持続発展させていくかがより一層問われる時期に来ていると認識しております。 

 そこで、まず、ふるさと納税制度の現状と今後の展開についてお伺いをいたします。 

 本町におけるふるさと納税の現状、年間を通じた寄附額の推移、寄附件数の動向、主力返

礼品の構成割合、さらに寄附者の属性や傾向といった具体的なデータを踏まえた上で、町と

してどのように制度を評価されているのか、現時点での認識と分析について、お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）２番、川村議員の一般質問にお答えします。 

 ふるさと納税は、このふるさとという言葉が示すように、多くの国民が地方で生まれ育ち、

進学や就職を機会に都市部で暮らすようになり、そこで納税することになりました。その結

果、自分を育んでくれた地方の自治体には税収がないと、その自分を育んでくれたふるさと

に貢献する仕組みができないかということでふるさと納税が導入されたというふうに私は

理解をしたところでございます。 

 ふるさと納税、本来税制上は寄附という性格ですので、応援したい自治体や事業に対して

行われるのが本来の姿ではあると思いますけれども、今は返礼品が目的となっているのも、

もう事実でございます。 

 本町では、お米や牛肉、しそジュースや地元の施設利用券など、地域で頑張っている地場

産品を返礼品としております。また、他の自治体とのコラボによる返礼品もございます。本

年は、汗見川清流マラソン大会への参加券も返礼品というふうにいたしました。いずれの返

礼品も数量に限界がございますので、今後、産業振興などにつながる新たな返礼品の開発に

向けて、地域で頑張っている農・畜・林産業者、商工業などの皆さんと連携して、この取組

を進めていくとともに、ふるさと納税の活用を含めた情報発信に積極的に取り組んでまい

りたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、先進的な自治体の取組も取り入れてまいりたいというふうに考えております。 

 そのほか、返礼品がなく、産業振興や子育て支援など、地方創生プロジェクト事業を寄附

で応援していただく企業版ふるさと納税というものもございます。これにも本町取り組ん

でおります。今、企業とのマッチングの取組をしてもらえる制度もございますので、そうい

ったものなんかも取り入れて、今後この企業版のふるさと納税にも取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

 なお、金額等につきましては、担当課長のほうからお答えいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）２番、川村太志議員の質問にお答えいたします。 
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 ふるさと納税の推移ということでございますけれども、これまで議会で何度か実績は答

弁はしておるとは思いますけれども、令和４年度が、寄附件数が１，４０８件、寄附金額は

３，０８２万６，０００円、令和５年度につきましては、件数が１，２１０件、寄附金額に

つきましては２，６７３万７，５００円、令和６年度の実績につきましては、寄附件数が８

６５件、寄附金額は２，６７４万３，０００円であります。 

 これらを踏まえた認識と分析というご質問でございますけれども、金額については鈍化

しておるという議員のご指摘のとおりで、本山町につきましても金額は伸び悩んでおりま

す。幸いかどうか分かりませんが、何とか、令和５年度の寄附金額は上回っているような状

態で推移をしておりまして、財源確保と町内産品による返礼品の調達によって、産業振興と

ともに、寄附額を財源とした新規事業の実施により、一定の事業効果が上がっているものと

認識をしております。 

 なお、分析といたしましては、農産物や水産物等の資源が一定の数量を確保できる自治体

にとっては非常に有利となるわけなんですけれども、本町につきましては、令和５年度につ

きまして、地場産品基準が明確化されたことによって、返礼品の数がどうしても減って、減

少したというところが今の状態につながっておるというふうに考えておりまして、返礼品

の少ない自治体にとっては、多額の寄附額獲得は正直厳しい面があるのではないかという

ことで、本町としても返礼品の調達には、現状苦戦をしておるというふうに分析をしており

ます。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）ありがとうございます。 

 昨年度の１２月議会でも質疑した際に返礼品のさらなる充実に触れられておられました。

今後充実していく予定となっているのかもしれませんけれども、新たな取組として、成果の

出た部分について教えていただきたいのと、また、昨年度から専任職員を雇用し、事業に取

り組んでいるとのことでしたが、アドバイザーの雇用やホームページの充実などについて

の現状を教えていただきたいと思います。 

 また、年に２回ほど、意見交換を踏まえた協議を行われているとのことでしたが、大体い

つの時期ぐらいに開催されているのか、また開催時期は、新規参入事業者への声がけなどは

どのような形で行っているのかお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）質問に対しまして、ちょっと若干前後する可能性がありま

すが、まずは昨年度のふるさと納税推進協議会、これはいわゆる任意の会なんですけれども、

昨年度は７月の１回のみという状態でした。この７月において、７月の改正に向けての協議

をしておるところでございます。推進協議会等で意見を出し合った後、新たな新商品等があ

ったことについては、事務局のほうから個別にその団体等に訪問をして、新規参入を促して

おるところでございます。 
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 そういった意味で、１２月以降について新たな商品ができたかということについては、昨

年課長が報告をした内容と若干重複をする部分があるかと思いますが、基本的には、農産品

につきましては、新しい農産品が、サツマイモ等が芋関係につきまして新商品化、これは９

月からの分なので重複する部分がございますけれども、そういった部分であるとか、前にも

申し上げましたように、汗見川の清流マラソン大会の出走券とか、民泊施設の宿泊券とかい

うところで新たな新商品をつくっていったという経過がございます。 

 なお、もう一点、アドバイザーの雇用に関しましては、今年度雇用を計画しております。

その中身としましては、ホームページの見直し、事業者の開拓、もしくは戦略的な仕掛けで

すね。いろんなところによると、キャンペーンの仕掛けをしたりとかいうのがございますの

で、そういったところも踏まえて実施をしたというふうに考えてはいるんですけれども、残

念ながら、これも返礼品の経費を充ててというところもございまして、動向を見ながら、実

施ができるような段階になれば、実施をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）事業者や生産者の目に留まっていない場合は、せっかくの機会を喪

失してしまうと思うので、そういう協議をやる時には、しっかり周知した上で掲載するよう

に充実を図っていただき、商品数の増加、見せ方の調整、寄附額の増加を目指していただき

たいと思います。 

 次に、返礼品の魅力強化と地元産業振興への連動についてお尋ねいたします。 

 ふるさと納税制度を通じて、町内産業へ実質的な波及効果をもたらすには、返礼品を取り

そろえるだけでなく、それらの魅力づくりやストーリーの発信、さらには事業者との密接な

連携体制の構築が鍵を握ると考えております。 

 本町には外に誇るべき地域資源が数多く存在しております。これらをいかに返礼品とし

て磨き上げ、全国の寄附者に選ばれる商品として届けていくのか、商品そのものの質の向上

に加え、その背景にある地域の物語をどのように発信していくのか、これらは地域ブランド

の確立という観点からも重要な課題であり、返礼品と地元産業振興を一体的に捉えた戦略

的な取組が求められると感じます。さらに返礼品開発においては、町内事業者や農業者との

パートナーシップの下で、新たな商品を生み出すことや既存商品のブラッシュアップとい

った取組も大切です。町として、こうした民間との連携体制をどのように位置づけ、具体的

に支援していくお考えかお聞かせください。 

 加えて、ふるさと納税制度を単に一過性の寄附行為として終わらせるのではなく、それを

きっかけとした町との継続的な関係構築、すなわち関係人口の創出や将来的な移住・定住へ

のステップとして捉える自治体も近年増えてきております。寄附者との交流の場づくりや

リピーター寄附者に向けた特別な発信、イベント参加の案内などを通じて、ふるさと納税を

まちづくりへの入り口と位置づける視点は、本町にとっても今後検討すべき重要な方向性

でないかと考えます。 

 本町においても、こうした新しい制度活用の在り方、そして、中長期的に制度がもたらす
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可能性をどのように捉え、将来展望を描かれているのか、今後の施策の方向性についても併

せてお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）お答えをいたします。 

 先ほど川村議員がおっしゃったとおりだと感じております。町内の民間事業者や農林事

業者との新たな連携体制を取ることで、ふるさと納税の取組だけでなく、町内全体の地元産

業の振興につながると考えております。 

 このため、連携の取組を進めていくことは、そういった意味で非常に重要であるというふ

うに位置づけをしておりまして、連携体制の構築による具体的な支援については、事業者そ

れぞれの支援内容が違うことが想定をされますので、事業者の要望を聞いた上で、新商品の

開発や既存商品の付加価値向上など、可能な範囲で効果的な支援を行いたいと考えており

ます。 

 また、県内の自治体でも、ふるさと納税の取組に併せて、関係人口の創出や移住促進等へ

つなげて、効果を上げている自治体はあると感じております。具体的には、例えばの例でい

きますと、返礼事業者や生産者の素顔、生産する産品への思いなどの紹介や寄附金がどのよ

うにまちづくりに使われているか等を効果的に発信をして、継続しての寄附や直接的に町

を訪れてくれる等のファンづくりを図っていきたいというふうに考えております。 

 また、関係人口創出の取組については、本町にとっても、産業振興のみならず、移住・定

住促進や少子化対策にも効果があると考えており、今後の取組を進めたいと考えておりま

す。単に財源確保の側面だけでなく、広く町民の方への恩恵とまちづくりが進む取組を引き

続き図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）地域産業の振興とそれから寄附者との交流、いわゆる関係人口の問

題について、少し私も発言をしたいと思います。 

 今、ふるさと納税では、令和６年産のお米もすぐにソールドアウトになっていました。ブ

ランド米の取組を本当に条件の厳しい中で本山町の住民の方、稲作農家の方が取り組んで

おられまして、私はこれを持続可能な取組にするためにはどうしたらいいのかということ

を考えて、最近よく言う言葉に、やはり所得を確保するという意味では、今もう耕地面積、

それから数量も大体限定されていますので、そういう中で所得を確保するとなると、もう価

格転嫁、いわゆる高く買ってもらうというところが必要じゃないかというふうに私は思っ

ています。 

 そういう意味で非常にこだわりを持って育てた、手間暇かけて育てた米を持続可能に所

得を増やしていくために進めなくてはならないと。そういうことでいえば、今の令和の米騒

動と言われていますけれども、お米が高い高いと言われていますけれども、私は、農家の皆

さんが一生懸命、大切に育てたお米を僕は高く買ってもらいたいというふうに思っていま
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す。それは、ただ単にお米を買ってもらうということじゃなくて、このお米を買うことで、

日本の原風景である棚田を守ることにつながると。だから、私は棚田という景観保全を買っ

てもらうということでお米を買ってもらう、そういったところに共感を持ってくれるとこ

ろとつながりたいというふうに考えています。 

 今、１年間通して、１２か月通して、その高いお米をというふうにはならないかもしれま

せんけれども、この１か月だけは、高知県本山町の棚田を守るためにこのお米を買って、応

援しようと。そういう意味では、そういうふうに購入してくれた方が本山町の棚田を見学に

来ると、先ほど交流、関係人口の話がありましたけれども、そういうことも行政のほうでも

取り組んで、棚田を見てもらうと。私たちが購入したお米は、この棚田を守っているんだと、

こういう環境を守っているんだということにつながるような、そういう取組にしていかな

くちゃならないじゃないか。それがひいては、所得を増やすことによって、若い後継者の方

も、そういう農業やったら、僕らもやってみたいというふうに、後継者の育成までにつなが

ると、そういう取組にこのお米の、特にお米ですね、については、していかにゃいかんので

はないかと。 

 最近いろんな農業の会議なんかでも、もう発言できるときには至るところでそういうよ

うな発言をしてまいりました。東京都内でも、社食とかいうところで今月は天空米を使って

もらえるというような話もぽつぽつと聞こえ始めていますけれども、そういうことをやは

り売り込んでいくという、それは私の役割でも当然あると思っておりますので、そういうこ

とで、そのお米を単に買ってもらうというだけじゃなくて、棚田というか、そういう日本の

原風景を保全する農を買ってもらうという取組につなげていきたいというふうに思ってお

りまして、今年度は担当課と、それ一生懸命やろうということで話をしておるところでござ

います。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）町長、ありがとうございます。 

 本当にストーリー性は大事と思いますし、そういった人たちにここへ来てもらって、交流

を持つことで、応援もしてもらえると思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。 

 次の項目へ移ります。 

○議長（岩本誠生さん）次へ進んでください。 

○２番（川村太志さん）はい。 

 次に、２項目め、人口減少に伴う労働人口の減少についてですけれども、人口減少がもた

らす地域内雇用の確保と地域経済の持続性に関する課題についてお伺いをいたします。 

 全国的に少子高齢化の進行が加速する中、総務省の統計によれば、日本の自治体の約７割

以上が将来的に消滅可能性があるとの指摘を受けており、地域の将来に対する強い危機感

が広がっております。 

 本町におきましても例外ではなく、特に若年層の都市部への流出が顕著であり、これに伴

う地域労働力の不足は年々深刻さを増している状況にあると感じております。 
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 このような人口動態の変化は、数字の問題にとどまらず、町内の中小零細企業、農林業者、

各種サービス業など、地域経済を支える多様な事業者の担い手の不足に直結する問題であ

り、事業継続そのものを左右する根幹的な課題です。地域内の雇用の創出・定着は、町の経

済と暮らしを将来にわたって維持するための最優先課題の一つであると考えます。 

 しかしながら、現在、町内における求人情報の発信は、主にハローワークなどの公的機関

を活用しており、その情報が十分に若年層、特にＺ世代、ミレニアム世代といったスマート

フォン中心の生活を送る層に届いているかと問われれば、依然として大きなギャップがあ

ると感じております。 

 そこで、まず、若者に届く求人情報発信についてお伺いをいたします。 

 多くの若者にとって職業選択は、仕事内容の条件だけでなく、働くことでどんなライフス

タイルを実現できるか、どんな人と働けるか、地域での暮らしと仕事がどのように結びつい

ているかといった要素も重視されていますが、町内事業者の多くは限られた経営資源の中

で自ら積極的に広告宣伝を行うことが難しく、求人情報が埋もれてしまっているのが現状

です。 

 こうした状況を打開するためには、町が主体となって、地元事業者の魅力発信を支援する

仕組みの構築が必要ではないでしょうか。例えば町のホームページやＳＮＳを活用し、地元

事業者へのインタビュー記事や動画を掲載するローカルジョブ特設ページの立ち上げ、さ

らには仕事、暮らしや働く人の一日を紹介するような若者に響くコンテンツづくりなど、情

報発信の工夫によって、町で働くことの価値とリアリティーを伝えていくべきだと考えま

す。また、地域に根差した仕事紹介イベントの開催や高校・大学との連携によるキャリア教

育の一環としての企業訪問、インターンシップ制度の強化も将来的な人材の定着に向けた

一助となるものと期待されます。 

 求人情報発信について、町としてどのようにお考えか、お伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）２番、川村太志議員の質問にお答えをいたします。 

 若者に届く求人情報発信についてというところでございますが、求人広告につきまして

は、当然役場のほうでも求人を行っております。現状といたしましては、ハローワークであ

りましたり、担当課によりましたら、そういった移住関係、もしくはＪＩＣＡなど関連する

事業体を使ってのところで求人を行って、経費がかからないような形で求人募集を行って

おるというところになるかと思います。 

 今回の質問の中にローカルジョブの特設ページの立ち上げ等のご意見がございました。

立ち上げに関しましては、地元事業者の魅力を発信することということは非常に重要だと

思っておりますが、あと、議員の提案が移住向けなのか、町内向け、近くは嶺北向けという

内容にも関わってはくると思いますけれども、これにつきましては、商工業をやっておるま

ちづくり推進課、もしくは関連する団体とも協議をしていければというふうに考えており

ますし、移住向けにつきましては、今年度、移住相談会を田舎暮らしネットワーク、ＮＰＯ
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のほうに委託をしておりまして、今年度ホームページの改修なんかも行うという話も聞い

ております。もしそういうことが可能であれば、そういったページも今後活用できるのはな

いかというふうには考えておりますが、その辺につきましては、先ほど言いましたように、

関係機関と相談をして、やっていきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）ありがとうございます。 

 ハローワークで結構求人出しているところは多いんですけれども、なかなか定着しない

と、年齢層も結構高めだという話もあります。そうした中で、各事業所で有料の求人を出す

と結構値段も高いですよね。そうした補助とかできないものかと。一時期、特定地域づくり

の話がありましたけれども、最近ちょっと聞こえなくなってきたので、こちらの観点から今

回話をさせてもらいましたけれども、求人の間口を広げるのにもいろんなところに求人を

掲載したほうがいいと思うんですよ。そうしたときに町として、補助金を出せないかとか、

そういった取組はできないものかお伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）特定地域づくりの事業と関連をというような話でございま

すけれども、先ほど言いました広告の助成につきましては、ちょっと庁内で再度検討させて

いただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）ありがとうございます。 

 次に、Ｕ・Ｉターン希望者と地域事業者のマッチング機会のさらなる創出について、現在、

本町においても移住促進の取組として、県や他自治体と連携した移住促進フェアへの出展

や相談窓口の整備といった施策が進められておりますが、Ｕ・Ｉターン希望者と町内事業者

が実際に出会い、相互理解を深める場はまだまだ十分とは言えないのではないでしょうか。 

 都市部での開催イベントやオンライン説明会の場に町内事業者が直接参加し、自らの声

で仕事の魅力や職場の雰囲気を語る場を設けること、また、移住者に対しては、空き家紹介

や生活環境の案内だけでなく、働く場所と暮らす場所を一体的に提案できる体制の構築が

求められています。さらに地元企業で働く若者がリクルーターとして、ＳＮＳなどで町の魅

力を発信する地域内リクルーター制度の導入なども有効な手段として検討いただきたいと

ころです。 

 加えて、将来的な移住希望を対象とした先行的な関係構築も重要です。例えば大学生や社

会人の地方志向者向けに向けたお試しワークステイ、副業・兼業型就労の受入れといった柔

軟な働き方への対応ができれば、町内企業の可能性も広がり、外からの人材流入にもつなが

るものと考えます。 

 このように若者に響く求人情報の発信とＵ・Ｉターン希望者と地域事業者との効果的な
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マッチングを実現するためには、求人情報の周知にとどまらず、町のファンや地域で働くこ

との価値観を共感してくれる人を育てていく長期的な視点も求められていると思います。 

 本町として、これらの視点を踏まえた施策の方向性と今後の具体的に取組について、町と

してのお考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）お答えをいたします。 

 先ほど移住フェアについて、町内事業者の方と一体的な相談をすることによって、一緒に

することは確かに理にかなっていることではございますけれども、担当課といたしまして

は、まずは町の魅力を分かっていただき、移住に対しての気持ちを高めるものにしたいとい

うふうに考えております。 

 また、就職を基に移住を募るのであれば、高知県等で移住就職・転職フェアなど、定期的

に行っておりますので、そういった就職サイドからの移住ということについては、ちょっと

事業者さんのほうで、希望があれば、何らかの支援をしていくとか、そういったことで対応

していただければというふうには考えております。 

 あと、また、地域内のリクルーターの制度についてもお話がありました。これができるこ

とによって、後につなぐお試しの関係とか、そういった組織ができるのではないかなという

ふうにも考えております。この辺につきましても、先ほど言いました担当課とちょっと協議

をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）人口減少と労働人口の減少に歯止めをかけるためにも、しっかりと

取り組んでいただきたいと思います。 

 最後に、３項目めに移ります。 

○議長（岩本誠生さん）進んでください。 

○２番（川村太志さん）はい。 

 地域住民と観光客が共に楽しめる遊び場の整備についてでございます。 

 地域住民と観光客が共に楽しめる遊び場の整備及びその活用についてお伺いをいたしま

す。 

 少子高齢化が進行する中で、特に地方においては、子育て世代に選ばれるまちづくりが極

めて重要な政策課題となっております。本町においても、子育て支援に積極的に取り組んで

いると感じておりますが、実際には遊ばせる場所が少ないといった声もあります。 

 子どもは日々の遊びを通じて、体の発達や社会性を育み、また、保護者にとっても安心し

て子どもを遊ばせることのできる場所の存在は、生活の質を大きく左右する要素となりま

す。そうした意味で、地域に根差した遊び場や公園施設の整備は、インフラ整備ではなく、

子育て世代の定住促進、地域コミュニティーの形成、町の魅力向上という多面的な意義を持

つ重要な取組であると考えます。 
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 まず、子育て世代が子どもと楽しめる公園施設の整備についてお伺いをいたします。 

 屋外の遊具施設整備に加え、雨天時でも利用可能な屋内型の多目的スペースや親子で一

緒に参加できる簡易な工作、読み聞かせなどができるワークショップエリアの設置、また、

乳幼児を育てるご家庭にとっては、授乳室やおむつ交換台、バリアフリー対応のトイレとい

った細かな配慮も必要不可欠です。さらに遊ぶ場としてだけではなく、集う場、学びの場と

しての機能を持たせることも重要であると考えます。季節のイベントや体験型講座などを

開催し、保護者同士の交流や情報交換ができるような仕掛けづくりも検討していただきた

いと考えます。 

 これにより、公園が点として存在するのではなく、地域の暮らし、子育てに目指した場と

して機能することになり、日常に訪れたくなる環境の創出にもつながると考えますが、現状

の公園施設の整備状況、今後の計画があればお伺いをいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）２番、川村太志議員のご質問にお答えをいたします。 

 子育て世代が子どもと楽しめる公園整備の今の現状についてでございます。 

 ご質問については、このような施設があればよいというのは大変認識をしておるところ

でございますが、現状につきましては、令和３年度において、吉野運動公園、上街公園等に

鉄棒、滑り台等、６遊具を設置しております。トイレにつきましては、おむつ交換ができる

多目的トイレなどはございますけれども、授乳室については、ちょっと今現状整備されてい

ないような状態でございます。 

 今後の予定といいますか、計画という質問でございますけれども、ある一定こういう施設

をするに当たっては、広さ的なところ、いわゆる用地、集まりやすさの立地などというとこ

ろが重要になってくるのではないかなというふうに考えておりますし、当然施設整備費の

予算の問題もあることから、先ほど中山議員からもいろいろ公園の話はございましたけれ

ども、子育て世代のニーズは一定あるものというふうに考えておりますが、現時点で具体的

な整備計画はございません。 

 引き続きトイレや遊具や公園内を適切に管理していき、楽しめる公園に努めてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）公園施設を活用した、これに観光を絡ませまして、お伺いをいたし

ます。 

 近年、全国的に子どもと一緒に楽しめる観光地へのニーズが急速に高まっており、ファミ

リー層を中心に，自然と触れ合いながらゆったりと時間を過ごせる場所が選ばれる傾向に

あります。こうした背景を踏まえ、本町の豊かな自然や地域資源を生かした体験型・滞在型

の遊び場の整備は、観光戦略の柱として、十分な可能性を秘めているのではないでしょうか。 

 例えば町の森林資源を活用した木製アスレチック施設や地元職人による木工体験コーナ
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ー、棚田や川辺を活用した自然の中で学べる遊び場など、本山町ならではの特色ある施設を

整備することで、わざわざ来たいと思ってもらえる目的地となり得るのではないでしょう

か。また、道の駅など周辺施設との連携による周遊ルートの形成や地元産品と組み合わせた

お土産開発、親子で楽しめる体験観光プログラムとしての商品化など、公園施設を核にした

観光経済への波及効果を見込める取組についても積極的にご検討いただきたいと思います。 

 加えて、長期休暇時には町内外から多くの人が訪れる子ども向けイベントやアウトドア

フェスなど、公園を活用して開催することにより、地域内事業者の出店の機会も生まれ、地

域経済の活性化にもつながると考えます。 

 このように遊び場の整備は、子育て支援と観光振興の双方に資する多面的な価値を持つ

ものであり、施設の設置にとどまらず、ソフトとハードを一体として、整備・運営する視点

が不可欠です。町として、子育て世代のニーズを踏まえた公園整備をどのように構想し、ま

た、観光施策としてどのように連動させていくのか、地域住民と来訪者が共に楽しめる地域

の資産としての遊び場づくりについて、町の考えをお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 子育て世代にも選ばれる、そして、観光としての活用も図られるということで、いわゆる

滞在型という話もございました。 

 子どもが今遊べる施設、雨が降っても大丈夫な施設が欲しいという保護者の皆さんの声

はいただいております。そういったことも今後、僕はこれ考えていかなくちゃならないとい

うことは思いますが、今、具体的にこうなっておるというところはございませんけれども、

その検討は当然入らなくてはならないというふうに思っています。 

 それから、遊具についても、やはり今いろいろと遊具、整備しておりますけれども、低年

齢であっても、乳幼児が遊べる遊具がないということで、そういったご指摘なんかも受けた

こともございますので、そういう視点でも、やはり安全性も当然必要でございますので、そ

ういう意味では、そういう視点を持って、この施設整備をしていかにゃいかんということも

考えていかなくてはならないというふうに思っております。 

 今、子育ての支援センターとかございますけれども、今ある施設もどういうふうな活用が

できるのか、いわゆる授乳室があったりとか、おむつ交換なんかも含めて、できる施設とい

うようなこともありますので、保護者同士で交流しながら、子育てを孤立しないように、相

談ができる環境ということは非常に大事だと言われておりますので、そういったことなん

かも考えていかなくちゃならないというふうに考えておるところでございます。 

 そういう施設があるとか、公園があるということで来町者の方も増えてくるということ、

そういう環境にもなってくるということもございますので、また、観光という面でいえば、

先日、帰全山公園の整備を商工会の皆様や老人クラブの皆様、それから観光協会の皆様と一

緒に花がら摘みなんかもしましたが、ああいった公園もやはり大事にしていかなくてはな

らないと。やはり老木とか、枯れたりいろいろしていますので、上街公園の話も出ましたけ
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れども、やはり公園整備というのは、そういう面で非常に重要なことがあるというふうに考

えておりますので、そういったことも併せて、子育て支援と観光施設、重なる部分もありま

すけれども、やはり子育て世代に選ばれるという環境づくりも必要ですし、そういった観光

としての公園整備についても今後検討していかなくてはならないと、できる整備は、もうこ

れはしていかなくちゃならないというふうに考えておるところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）２番、川村太志さん。 

○２番（川村太志さん）ありがとうございます。 

 まずは、公園整備の計画の見直し等々から考えていただけたらなと思っております。よろ

しくお願いします。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）これをもって、２番、川村太志さんの一般質問を終わります。 

 ここで１０分間休憩します。 

 

休憩  １４：２１ 

再開  １４：３０ 

 

○議長（岩本誠生さん）休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生さん）一般質問を続けます。 

 ８番、大石教政さんの一般質問を許します。８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）皆さん、こんにちは。８番、大石教政、議長の許しを得ましたので、

一般質問を行います。 

 今回は、町長の政治姿勢、行政報告について、本町の諸課題について、物価高騰対策につ

いて出しております。 

 質問の前に、梅雨に入りましたが、大雨等に気をつけてもらい、また、世界を見ますと、

ウクライナとロシアとか、また、パレスチナ、イスラエル、ガザ地区の問題等、世界ではな

かなか戦争、紛争が続いておりますが、早期の平和実現が非常に大事だと思われます。 

 戦争等により非常に不幸な状態が起きており、また、ガザ等においてはもう食べられない、

飢餓状態等続いており、非常に悲しいことです。 

 また、米国等による関税貿易摩擦、また、自国第一主義等の中に日本等も巻き込まれてお

ります。物価高等も続いております。 

 その中でも田植え等も一段落し、また、ツツジやアジサイのきれいに咲く季節になってき

ました。梅雨の大雨等に気をつけてやっていきましょう。 

 それでは、町長の政治姿勢、行政報告について。 
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 自衛隊高知駐屯地の年に１回記念行事等に併せて、県や県下市町村等が参加し交流され

ている。そのときに自衛隊等により、本山町はどこの部隊が災害時等の派遣支援体制かなど

も説明されている。これは近くで県や県・国会議員、また、県、他の市町村と非常に交流等、

有効な機会ではないかと思われるが、本町へは案内はなかったのか。また、案内があって参

加しないのであれば、理由を伺います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）８番、大石議員の一般質問にお答えします。 

 自衛隊への行事への参加についてのご質問をいただきました。 

 香南市にございます陸上自衛隊高知駐屯地からの先月５月３１日、土曜日でございまし

たけれども、開催の自衛隊の高知駐屯地創立５９周年の記念行事のご案内をいただきまし

た。当日は、先に同時間に他の公務が入っておりましたので、欠席の連絡をしたところでご

ざいました。 

 議員ご指摘のとおり、自衛隊の皆様との連携は、大規模災害等が発生した場合などに、災

害派遣要請に基づく支援をお願いしなければならないということなども想定されておると

ころでございます。 

 ご挨拶など、名刺交換させていただく機会も今まではございましたが、今後とも連携を図

ってまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）他の市町村等、町長が行けない場合には副町長とか、課長とかの代

理を出すべきではないかと思われます。県や市町村のたくさんおる中で、町村ごとに町長名

とか、代理の方とか読み上げていく中で、本町の名前が出てないということは、町長が忙し

い場合は誰か出して、本町の名前も呼んでもらうようにするのが非常に連携とか、本町とし

も宣伝というとなんですけれども、イメージアップとかになるんではないかと思われます。 

 県や国会議員等も参加されておる中で、本町の名前が呼ばれないというのは非常に寂し

いというか、今後町長が行けない場合には代理等立てるということはあるものか、お伺いし

ます。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）ご指摘も踏まえて、今後対応してまいります。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）近くで社交場になっているので、東京等へ行くのもいいけれども、

近くも大事にすることが非常に大事だと思われます。 

 続きまして、②として、二地域居住、概要と詳細、２年間の実証終了後に増えた。その効

果と評価をし、本格的な事業となるようにしていく必要があると思われますが、現段階で想

定される受入れ人数や、また、本山町からも出ていく双方間交流、町内からも二地域居住等

するのか、お伺いします。 



－64－ 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）８番、大石議員の質問にお答えします。 

 実証後の予定につきましては、これからというところでございまして、いろいろな実証を

してどういったことができるかということが想定されると思っております。現段階で終了

後の予定については未定でございますけれども、本年度につきましては、４名の方を受入れ

をする予定で予算を計上させていただいております。 

 なお、そのモニターツアーの開催時期でありますとか、そういったことにつきましては、

このモニターに参加をしたいという方が申込みをしないと成立しないということになって

おりまして、実際のところは何人が申し込んでいただけるかというところについても未定

となっておりまして、今後事務局であります県、ＡＮＡとも相談をしながら実施に向けて決

定したいというふうに考えております。 

 なお、先ほどの質問の中で、前段ほかの議員の中から、いつからこの事業を実施するかと

いう質問に対して資料を持ち合わせておりませんでしたが、１０月からの受入れ、１０月か

ら３月までの間で事業実施をしていくというふうになっておりますので、併せて答弁をさ

せていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）ＡＮＡと１０月から受入れということで、そうすると、モニターツ

アーとか、人材を育てるとか、モンベル等を中心に体験を行うということですが、人材を育

てる、観光ガイド養成等、いいメニューと思われますが、その中で新しく観光ガイド養成と

か、人材を育てる中で、また今本町のモデルの観光協会も非常に苦しい中ではないかと思わ

れますが、その整合性等はどのように考えておられるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）先ほど観光協会との関係につきましてですが、本事業の目

的からしますと、移住政策の一つでありまして、観光協会とは直接関係がないものと考えて

おります。 

 加えて、先ほど１０月からということで事業を実施をしておりましたが、前段、申込みも

ありますので、若干早くはなってくると思いますけれども、１０月から受入れをできるとい

うような認識でいただいたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）二地域居住がＡＮＡと高知県及び須崎市、馬路村、大川村、また、

鳥取県とその県内３町、共に協定を結びとありますが、これはＡＮＡだけから来るのか、そ

れともほかのこの協定の地域とも相互に二地域居住というか、お互いに行き来、交流するの

か、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）お答えします。 
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 今回エントリーをした自治体がこの４市町村というところでございまして、ここと交流

するかということについては、今回の事業とは直接関係がございません。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）今回の事業はＡＮＡと、ＡＮＡから本山町に居住というか、本山町

との間でＡＮＡの人が二地域居住するということで、本山からＡＮＡのほうへは居住はな

いのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）質問の意味がちょっと分かりにくいんですが、逆だった場

合は何か人口が流出しそうな感じがするんですけれども、基本的にはこちらのほうのモニ

ターツアーをしたいという受付をＡＮＡさんがやってくれる。それを市町村が認定をした

ことによって、それを決定をした後に航空券を取った場合に格安になるというような流れ

になっております。 

 そういったところで、ＡＮＡさんから本山に来ると。モニターを受けたい方が来るという

だけになります。こちらからは行くことはございません。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）これは２年間のモニターツアーということすが、その２年過ぎた後

もまた継続等でやるのか、２年の単発の事業なのか、分かっておればお伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）このような取組をＡＮＡさんが国の事業を受けてやってお

るわけでして、各市町村がどういうふうにやるかは、モニターの結果次第検証されるという

ふうに考えておりますので、今後についてはまだ未定だというふうに認識をしております。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）２年たっても後へつながっていくような成功事例にしていくべきと

思います。 

 続きまして、③として、これからのずっと大雨等、心配、危惧されますが、防災対策や減

災のために、これからの大雨等の災害時に対する早期の避難、避難者の方の対応、訓練等の

計画を問います。また、これまでの災害等、訓練等での課題は何であったのか、お伺いしま

す。 

○議長（岩本誠生さん）田岡総務課長。 

○総務課長（田岡学さん）８番、大石議員のご質問にお答えいたします。 

 災害時の対応といいますか、今後大雨が予想される時期になってまいりました。本山町で

は、例年この時期に職員を集めまして、災害時に発生した対応については意思統一をしてお

るところでございます。先日、５月１６日に職員研修という形で、災害対策本部を設置した

場合の職員の体制についての確認をしました。大雨、暴風、その他警報が発令されたときに
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必要な対応を取るということから、この会場を中心とした本部会の設置、あるいは各避難所

に職員が赴く、そういった内容のことについて意思統一をしたところでございます。 

 万一災害が起こりましたら、本山町災害対策本部というものを設置し、町長を本部長とし

て各所属長、本山町消防団長を含めた者でその災害の規模、内容によって体制を取るという

ことにしております。 

 質問のあった早期の避難、避難者への対応でございますけれども、避難は、例えば台風の

大きさとか、予想進路等々踏まえて、災害対策本部でそれぞれに設けております避難レベル

によって、必要なお知らせ、体制を取るということにしております。 

 避難所等の開設につきましては、それぞれの自主防災組織で自ら事前に開設し、備えて、

それらと連携を取って避難者の状況は常に把握しながら対応していくということになろう

と思います。 

 本年の避難訓練の計画を問うという質問に対しましては、今年の統一した避難訓練につ

きましては、１１月１日土曜日に実施する予定であります。これは、県内一斉避難訓練に合

わせた統一で実施をすることになっておりまして、先日、本山町自主防災連絡協議会、２４

の行政区の委員さん、ほとんどの方に集まっていただきまして決定いたしました。 

 避難訓練の内容といたしましては、南海トラフ地震臨時情報が発表されたという想定で、

１１月１日に訓練するという計画をしております。 

 その際に、訓練の内容はお示ししておりますけれども、日が近寄ってきましたら、住民の

皆様にはお知らせをしますし、各地区では、独自の避難訓練等々も計画をされると思います

ので、ぜひ地域のそういった訓練には参加をされて、ご一緒に万一のときの備えに対応して

いただきたいと考えておるところでございます。 

 あと、これまでの災害時の課題という質問でありますけれども、それぞれ災害の大小にか

かわらず、様々な問題もありました。実際に道路崩壊等が起こった関係では、長期間にわた

って工事ができなかったこともありますし、まだきれいに直り切っていないところもあり

ます。それらは、これまでの災害の教訓を踏まえまして、同じことにならないように、職員

等々と協議しながら対応していきたいと思いますし、地域の住民の皆様の協力も必要にな

ってくるというふうに考えます。 

 とりあえず、以上でお答えとさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）避難訓練等、統一でもあり、地区独自でも工夫してやっていくとい

うことでありますが、役場等でも可能な範囲で時々夜間訓練等も取り入れてもいいのでは

ないかと思われます。 

 また、雨等の程度、大きさによってはもう避難所へ行かんと、避難場所へもう逃げないと

いけない場合もあると思われますが、本町において避難所は整備が進んでおると思われま

すが、避難場所等は今どれぐらい出来ておるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 
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○参事（大石博史さん）災害が起きてから入るところが避難所であり、避難場所というのは、

災害が起きることを予測して逃げる場所になりますので、それはコンクリートであるとか、

二階建てであるとか、その場所場所によって、土砂災害から逃げるのか、それから地震のと

きに耐震性があるか、逃げるのか、そういうことで決まっていますが、うちの場合は意外と

避難所と避難場所は兼ねている場所が多いです。 

 それから、避難所として具体的に定めているところはなく、大体が兼用しています。ただ、

レッドに近いところがあったり、例えば一区地区の集会所は土砂災害のイエローに入って

いるということで、あまり適さないというところは広報していますので、各避難所に地域防

災計画では、どの避難所が避難場所にも使えるかということが明示していますので、それを

また再確認してもらったらいいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）あと、雨等というか、結構夜避難される方も多いと思われるので、

夜間の避難訓練等も時々構わないようなところで取り入れていくと、夜の避難の状態とか、

課題等も出てくるのではないかと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）確かに津波とかいうところでは夜間訓練も必要かと思われますけれ

ども、雨量について、台風とか、大雨とかいうことについては、事前から予測できる精度も

上がっております。うちなんかは、例えば災害レベルは降雨強度によって五つに今気象庁が

分かれていますので、高齢者の準備は３です。３のレベルへいくと、それは避難できる時間

を余裕を持って対応できるように、災害対策本部において明るいうちに指示を出す。いきな

り５になるということはなかなかないんです。それは３が４になり、５というあらかじめ予

測されることが多いので、大雨災害の場合には早めに出す。明るいうちに余裕を持って避難

ができるときに災害対策本部として避難指示及び避難準備情報を出すということにしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）本町はかなりのいろいろ雨等、安心な地域というふうに捉えられて

おりますが、訓練等は怠らないようにしないと、気の緩み等は非常に危ないんではないかと

思うんで、住民の人の命等守るためにも、安全と思われても訓練は大切と思われます。いろ

いろな想定訓練というのは非常に大事ではないかと思われます。 

 続きまして、④として、国土強靭化に向け、町内の砂防堰堤の完成等による安全対策向上、

砂防堰堤の完成により安全の効果が高いと思われます。今十二所谷川の砂防堰堤工事が終

わっていますが、県・国等の情報共有等し、今後の計画や、また進捗状況等お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）８番、大石議員のご質問にお答えします。 
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 まず、国です。四国山地砂防事務所から情報提供いただいております。令和７年度事業と

しましては、瓜生野地区、西谷砂防堰堤工事、これは継続事業になります。沢ケ内地区、吹

ケ野下谷砂防堰堤の用地取得、これは新規になります。それから、下関地区、行川支川堰堤

の渓流保全工事、これは町道上関線の暗渠の復旧というか、ボックスカルバートを入れる工

事となっております。それから、北山東、日浦地区、栗の木川支川堰堤下流の護岸工事です。

以上４か所を予定していると聞いております。 

 また、県のほうですが、土木事務所からの情報提供として、令和７年度事業としましては、

一区地区の本山の堰堤工事の仮設工事と用地取得補償というところです。先ほど大石議員

が申しました十二所谷の東側に当たる場所になります。それから、上関地区の砂防事業に関

する用地部分の砂防指定の手続を行うと聞いております。 

 以上のような国と県から情報提供いただいておりますので、都度都度情報は共有しなが

ら事業の進捗、場合によっては地元との情報共有を行いながら事業を進めていると聞いて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）国・県と順番に安全対策、土砂崩壊防止の工事が進んでいくという

ことで、非常に安心・安全な本山町郷土強靭化につながっていくと思われます。 

 また、瓜生野の西谷地区の完成時期等はいつ頃になるのか、分かったらばお伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）すみません、具体的なところ、まだ聞いておりませんので、昨

年来継続して事業を進めております。昨年においては、なかなかコンクリート仕事について

時間を要しているということも聞いておりまして、まだしばらくかかるのではないかと推

定されます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）十二所谷川が工事のときに工事用の橋というか、今、橋も残ってお

るんですが、あれは町のほうで、県のほうから譲り渡しというか、今通れる状態になってお

りますが、橋はあのままで使っていくのか。今は大きいパイプを入れたときのまんま、縁ま

でガードレールがついておりますが、県等と情報共有等できておれば、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）大石参事。 

○参事（大石博史さん）建設課長が言いましたように、第二堰堤、向かって左側の工事に入

ります。そのときの仮設道は同じところからつけていくような形になるので、今のところ資

材置場とか、そういうふうに共有して使用が予想されておりますので、町に移管はまだされ

ておりません。ですから、まだあそこの左右の工事が終わるまでは、そのままの現状で置か

れるのではないかと思われます。 

 以上です。 



－69－ 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）あと、十二所谷川の道路から今度下というか、行ったときに、ちょ

っと十二所谷に草等生えたり、あと、住宅の下というか、ちょっと水を防ぐようなところも

あったりして、住民の方等大雨のときに危惧もされておりますが、何か町のほうとして対応、

対策等できるのか、考えておられるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）ご質問にお答えします。 

 恐らく十二所谷の下というか、さらに下流、市街地を向いて南から北に向いて流れて  

に合流するようなところだと思います。現状の箇所でいいますと、人家があり、住宅が一定

密集しているところもあります。まず工法でいくと、多分浚渫工事とかになるんですが、今

現在本山庁舎の吉野川でしゅんせつ工事をやっています。ちょっと規模が違いますけれど

も、そのとき考えたときには、重機とか、トラックといったところの搬入する場所が要ると

か、そういったところの作業ヤードの確保というところが課題になってきます。現状として

すぐに工事をできる状況にするためには、そこの個人の土地の用地を借りるか、もしくは場

合によっては建物を壊したり、必要に応じた用地取得まで考えなければならないと。工事と

いうと、すぐできない状況はございます。この点がありますので、実際なかなか私も知識が、

工法としてはそれまでなんですが、具体的なところについては、国と県、技術的な支援とか

アドバイスをもらいながら、工事がどうやってできるかというのは考えていきたいと思っ

ているところです。 

 すぐにできる状況というのは、現状見て難しいというのが率直なところです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）谷等のちょっと草を刈ったりとか、草も生えてきて不安にも思って

おられるので、草刈りとかできることもやって、すぐに工事等はできなくても、そこの地域

の人らとも意見交換しながら何かいい解決法というか、安心につながる方法もできてくる

のではないかと思われますので、草刈り等というか、できる範囲から手などつけていきなが

ら解決策を探っていったらいいのではないかと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）できるところからという質問がありました。 

 地区のほうにもそういった働きかけではないんですが、協力もいただきながらというと

ころは考えられるかと思います。直ちに工事までというのは難しいのが現状であるので、ま

ずその手前のところを準備としてできることからやっていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）続きまして、⑤として、近年町内で出生数が減少傾向であり、また、

産後ケアの拡充は今後の人口増に向け、非常に有意義と思われます。産後ケア事業など、拡
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充内容と個人負担及び対象となる機関等を伺います。 

 また、該当施設等への送迎等、どのようになっているのか、検討内容等あればお伺いしま

す。 

○議長（岩本誠生さん）澤田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（澤田真紀さん）８番、大石議員のご質問に対し、お答えいたします。 

 産後ケア事業では、出産後のお母さんと赤ちゃんを対象に、保健師や助産師、保育士によ

る育児に関する相談や助言、心身のケアなどのサポートを行っております。本山町では、こ

れまでご家庭を訪問する訪問型及び二区コミュニティセンターで月に一度開催する通所型、

この二つのメニューで実施しておりましたが、本年度より高知市内の産院等４か所への委

託による通所型及び宿泊型のメニューを追加し、これに係る経費を６月補正予算で計上し

ております。 

 利用対象は、出産後１年未満のお母さんと赤ちゃんで、利用回数につきましては、訪問型

は７回、通所型は町内、町外合わせて７回、宿泊型は６泊７日をそれぞれ限度とし、利用料

につきましては、一部昼食代等の実費負担を伴う場合がありますが、いずれも個人負担なし

でご利用いただけます。 

 送迎につきましては、現在のところ利用者ご自身での移動をお願いしております。町内で

利用できるメニューが比較的多い点やご家族による送迎のサポートなど、ご理解の上、今後

もご自身での移動手段の確保に努めていただきたいと考えておりますが、利用者アンケー

トや相談対応を通じて送迎に関するニーズや要望を把握し、必要性が明らかになった場合

には、送迎支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）これは人数的には、今大体年平均生まれてくる人数に対応、何人か

は増えたとしても十分対応していける予算になっておるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（澤田真紀さん）お答えいたします。 

 これまでの訪問型、通所型の利用実績と比較をしまして、今年度については訪問型で５名、

通所型で１０名、宿泊型で５名分の回数分、予算を計上しております。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）非常にいいことであります。これはもう今後ずっと続けていける予

定なのか。今まではなかったが今年から始まるということで、今後についてももうずっと予

算的に問題ないのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（澤田真紀さん）昨年まで補助率のほうが国２分の１に対して市町村２分の

１で、県の負担がございませんでしたが、令和７年度より国２分の１、県４分の１、市町村

４分の１という補助率になっておりまして、その点では今後も継続して行っていける事業
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であると考えております。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）安心して子育て、産後ケアができる、非常によいと思います。 

 続きまして、２として、本町の諸課題についてお伺いします。 

 ①として、町道において、名義が個人の畑とか、山とかが町道になったところがあるんで

はないかと思われます。また、名義が個人のままであるというようなことで、相談も受けた

こともありますが、実際このようなことでの町に対しての相談や苦情等はあるのかないの

か。また、その場合の対応についてお伺いします。 

 また、一部の土地所有者の方からは、再三にわたり町への不信感等に関する文書等が送付

されておりますが、町と土地所有者等の事実関係等につき、またどのようになっておるのか

非常に心配もしていますが、解決に向けた取組等についてお伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）８番、大石議員のご質問にお答えします。 

 まず、町道の本山町になっていないような交渉道路の相談件数につきましては、今回のご

質問のあった案件でいうと、１件ないし数件までです。ご質問のところで回答すると、場所

とか特定されるので、一般的な事例として答弁させていただきます。 

 まず、対応としまして、相手の主張というのをまず聞きます。その上で、現場の確認をし

ます。その場合、町道としての過去の経過というものがあると思います。過去の経過という

か、過去どうやったか、いつ工事したとか、例えば道路認定がどうやったとかというのをま

ず確認します。その上で、道路管理者としての解決方法というものを考えていきます。そう

いった手続を踏まえると、数か月から、場合によっては数年かかるケースもあると考えてい

ます。 

 本山町にかかわらず県もそうなんですが、こういった事例、個人名義の公道というのはあ

りまして、裁判というか、判例などもございます。今回の案件に関しましては、向こうさん

の主張もありますが、こちらでできる対応としては、一度しっかりお答えをさせていただい

ております。そういった対応で解決方法については考えていくというスタンスでおります。

ただ、相手方があるので、それはなかなかお互い歩み寄ってこれでいきましょうというふう

にはならないのが現状であります。とは言いながらも、あくまでもその場所とか、条件によ

っていろいろ一概に通り一辺倒で答えとはならないので、相手の主張も聞きながら解決方

法は検討しているところです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）解決に向けて、もつれた糸も順番にどこかほぐしたら解けていける

と思うんで、どこかに解決策もあると思うので、相手もいるのであれば、お互い解決に向け

て取り組むことが非常に肝要ではないかと思いますが、話合いをすれば、大抵分かるんでは

ないかとも思われますけれども、粘り強く取り組んでいってほしいと思います。 
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 今後も解決に向けて、ロードマップではないけれども、５年か１０年後ぐらい、解決に向

けて取り組んでいるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）中西建設課長。 

○建設課長（中西一洋さん）粘り強くというご質問がありましたが、実際今回の案件につき

ましては、向こうの主張が本当に通り一辺倒というようなところがあります。もう本当に同

じ主張を繰り返すというところであります。ただ、とは言いながら、先ほど、向こうの言う

主張というところで、これまでの経過というものも当然調べて、どういう状況かというのを

お示ししております。それで、こういう方法はできませんかというような、具体的にちょっ

と言えませんけれども、また話もしているところです。それで折り合いがつかない場合はと

いうところまで、どうするかというようなことになります。 

 一概にこちらが強引にと言いますか、道路法を盾にして強制的に言うつもりは全くなく

て、お互い歩み寄れるところは寄っていくというスタンスで自分は考えております。とは言

いながら、結局それに伴いまして、時間がかかるということですので、今回の案件につきま

しては、これまでの記録等も確認しながら、相手の言い分、妥協点なども考えながら進めて

いくというスタンスは基本的に変わっていないです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）粘り強く取り組んでいくということで。 

 続きまして、②として、森林環境譲与税の支出に関しての効果と評価、また、今後の譲与

税の活用計画等お伺いします。 

 納税者の方が納得いただけるようなものにすべきと考えます。一部に恩恵がいくような

施策ではなく、その活用については十分精査、実行すべきと考えますが、町長の所見を聞き

ます。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 森林環境税が課税がスタートしまして、圧倒的に多くは都市部の皆さんというところが

ございます。本町では今までも予算計上してきたとおり、いろいろな森づくりについて取組

をしてきております。納税者の納得がいくということでは、森林整備等も必要ですけれども、

環境とか、そういったものに配慮した、いわゆる下流域の皆さん、利水の地域の皆さんのご

理解もいただけるような取組も必要になってくるということがあると思います、一部に恩

恵がいくような施策ではなくて、これは私ちょっと意味が分かりませんが、そういった一部

の方にどうこうというようなことは、行政としてやったことはございません。 

 この９０％を超える森林地域ですので、産業としての森林整備、それから森林振興も重要

でございますし、併せてこの森林環境税というものの性格からいっても、それで基づいた森

林環境譲与税として交付されておる活用につきましては、そういった納税者のことも頭に

置いた、いわゆる公益的な機能、水源涵養とか、環境保全とか、そういったことも勘案しな



－73－ 

がらこの森林環境譲与税を活用してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）８番、大石議員の質問に対しまして、町長の補足答弁

をさせていただきたいと思います。 

 森林環境譲与税の趣旨に関しましては、森林環境譲与税及び森林環境税に関する法律第

３４条第３項に基づきまして、この環境譲与税の使途についてはその内容を公表するとい

うことになっておりまして、これについては、毎年町のホームページに掲載と、町の広報紙

広報もとやまを利用して公表のほうをさせていただいております。 

 これは、使途を公表することによりまして、本町の取組の透明化でありますとか、譲与税

の使い方の明確化を図るということで、それを受けて、また住民等からのご提言もいただき

ながら、有効な使途に努めていくということで、毎年公表させていただいております。 

 また、本町、この森林環境譲与税を有効に活用する目的で、令和３年度に森林・林業ビジ

ョンというものを策定しております。これは本山町のほうで５０年後、先を見通してこうい

う森づくりを進めたいというようなビジョンを掲げまして、そのビジョンに向かっていく

ための事業として、七つの事業を一つテーマをそれぞれ構えておりまして、それに即して事

業展開をしていくということで、その内容についても、町民の意見、この策定委員会の委員

には林業事業者でありますとか、森林組合、国・県の関係機関はもとより、商工会、観光協

会、嶺北高校生等幅広い方々に参加をしていただきまして、意見を集約しておりますので、

そういう住民の声も反映しておる計画となっております。 

 また、その計画を動かす組織としましても、令和４年度になないろの森推進委員会という

委員会を立ち上げておりまして、その中で事業の優先順位をどうするとか、１年やった事業

評価、総括をしながら次の展開を考えていくというようなサイクルで取り組んでおります

ので、一定本町の環境譲与税の使途については、先ほど言った大きなビジョンに基づいて、

そして、町民の委員会で審議をしながら進めていくということでございますので、透明性が

高い取組で進めておるということで、本町としては事業進捗を進めておるところでありま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）森林環境譲与税は、本町にとっては本当に貴重な財源であると思い

ます。上下流の交流、また、いろいろな町民の方も要望があり、なないろの森とか、非常に

夢、ビジョンも広がっておるんで、譲与税の財源、予算になるんで、実効性あるものに進め

ていく。５０年後の森、３年、４年からと、１年、２年とかたっていくんで、５０年といっ

てもあっという間に来るというか、早いと思われるので、毎年毎年予算等も大事に見ながら

有効に、投資した予算がそれ以上に返ってき、町民の人に幸せ、満足度、また、納税してく

れた人の満足度も上がっていくように、毎年毎年チェックもしながらやっておると思われ

ますが、まだいろいろな計画も始まったばかりだと思われますが、今手応えなどどのように
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感じておるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）答弁をさせていただきます。 

 先ほど言いました森林・林業ビジョンを策定してから、以降３年間、令和６年度まで事業

を実施してきた中では、この間、大きな事業としましては、森林ゾーニングという本山町の

森林を、一定の区域をいろいろ、このエリアは森林施業に適しておる、経済的な森林として

活用することによって流通が広がっていくとかいうようなエリアでありますとか、あるい

は、ここのエリアについては水源涵養というような形で樹種換えをして、そういうような利

用をしていこうとか、あと、バイオマス発電用のエネルギー資源としての森にしようとかい

うようなゾーニングのエリア分けというのをこの２年間ぐらいを使ってそういうものを策

定しておりますこと、あともう一つの視点としましては、人材育成です。これは、森林施業

を現場で進める方は、地域おこし協力隊の林業班のほうで一定確保はしてきたんですけれ

ども、それを国や県の補助事業等活用しながら、また、森林経営制度というような制度に基

づいて、町民と契約して本山町のほうである一定森林管理を委託されてやっていくような

目的の事業を進めておりますので、そういうものをコーディネートするような役割として、

地域フォレスターという人材の育成も進めてきておりまして、そういうふうな形でこの３

年間やってきた中で体制も整いつつあるという状況でございます。 

 これからは、人材も育ってきておりますので、森林施業のほうは協力隊ＯＢ等に自伐林家

という形で施業のほうに入っていただき、そして、先ほど言いました経営管理制度でありま

すとか、森林のあっせんする事業とかいうような仕組みをつくっておりますので、そういう

形で森林の管理や施業に使うような動きが出てくるのではないかという期待もしておると

ころであります。 

 譲与税でありますが、成果もこれから生まれてくるのではないかというふうに期待をし

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）いろいろなゾーニングがあり、上下流の人との交流もできる。本当

に非常にいい取組と思われます。また、その中で、今自然の中で木々の間をマウンテンバイ

ク、自転車等で下りていったりするのも全国的に、兵庫県等をはじめ取り組んできておるよ

うで、四国でも取組が進んできておると思われます。本町もこの豊かな山をいろいろゾーニ

ングにも分けやっていく中で、自転車等、マウンテンバイクが通るコースができたりとか、

トレッキング、林の中を歩く、自然のセラピーではないですけれども、そういう取組も非常

にこれから大事だと思われます。アウトドア関係の人も自然を生かしたコースづくり等、今

非常に取り組んでおると思われますので、人との交流、観光、人材育成等にもつながると思

いますが、町のほうとしても、コースに向いた山等あれば、情報共有して、交流人口拡大、

町民の人の福祉向上、健康向上に向けて取り組むべきと思われますが、お伺いします。 
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○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）答弁させていただきます。 

 先ほど言いましたなないろの森推進委員会は、林業事業者だけではなしに、商工会や観光

協会のメンバーも入っておりますので、そのような観光資源としての森の活用という視点

でも様々なご意見をいただいておりまして、現在動いておりますのは、城山公園の整備計画

でありますとか、先ほど言いました自転車、マウンテンバイクを活用した森の中での体験と

か、そういうようなこともご意見が出ておりますので、この森林・林業ビジョンの中の位置

づけで、ぜひとも観光につながるようなことにも取り組んでいく考えであります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）本町の豊かな自然のある魅力ある山、財産を生かして取り組むとい

うことで、非常によい取組と思われます。 

 続きまして、３として、近年の物価高騰等に対する対策についてお伺いします。 

 全てが値上がりして、賃金はそれほど追いついていかないんで、生活厳しい中であると思

われます。 

 まず、①として、今米の価格が政府の備蓄米等も出てきて、５キロ２，０００円台ぐらい

から銘柄米が４，０００円、５，０００円台と、価格帯が広く出てきたと思われます。本町

での備蓄米等、これは民間等から来ると思われますが、販売見込み等どう捉えておるのか、

お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）８番、大石教政議員のご質問に対しまして、答弁をい

たします。 

 議員ご指摘のとおり、５月下旬より政府の備蓄米が随意契約で放出されて以降、米の価格

が備蓄米は５キロ２，０００円台から、銘柄米は５キロ４，０００円台と、二極化している

状況でありますが、現状備蓄米の流通は関東や関西地方の大都市圏が中心で、四国等の地方

には備蓄米が届きにくいといわれております。 

 今日のお昼のニュースでは、高知市内でも備蓄米の流通が始まったというニュースが出

ておりましたので、ひょっとしたら本山のほうにも近々回ってくるかもしれません。 

 なお、本町での販売見込みと支援策とのご質問でありますが、米不足を原因とする価格高

騰の問題は全国的な課題となっておりますので、今後政府や農林水産省を中心に米の増産

への転換や、農家の所得保障等の課題に対して関係閣僚会議を新設して対応が進められて

おります。よって、今後その協議のなりゆきを注視しておるところであります。 

 なお、このお米の問題については、一町村でなかなか対応していく等は難しい問題という

ふうに捉えておりますので、今後国主導で対策が講じられていくという方向性を見ながら、

また、それに対して町の独自対応できるか等を慎重に考えていきたいというふうに思って

おります。 
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 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）非常にお米の値段が上がっており、米が高いから、パンとか、麺類

等でやりくりされておったり、米離れにもつながるのではないかと危惧されます。また、本

山の店でも、アメリカ産の米とか、外米等も非常に見かけるようになっておるんで、米が高

いときに、外米の流入量が増えておるのではないかと危惧もされますが、お米を買う補助等

は、米券みたいなものは町では考えてないのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）すみません、現実考えておりません。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）安いお米が出てくるのが買う消費者にとってはいいんですけれども、

生産者の方にとっては本当に大変なことになるんではないかと思われます。 

 次に、３の②として、米の販売単価の高騰は、これまでの国の減反政策等におけるひずみ

が出てきたと思われます。米が上がり過ぎると、国産米をよう買わない。安い外米のほうが

流入してくる。また、備蓄米等で流通経費等も国が持って安い米を出すと、適正単価で米が

売れなくなってくるんではないかとも思われます。本当にお米をつくっている農家の人が

希望を持ち経営していく。後へも経営がつないでいけるようにバックアップしていくべき

と考えます。生産農家は米をつくるのを、国で減反の規制があったりとか、今度は増やせと

いうか、非常に今後も厳しい経営環境が予想されますが、それに対する本町としての今後生

産農家さんが未来へつながっていけるような支援策等、メニュー等考えているのか、お伺い

します。 

○議長（岩本誠生さん）田岡まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（田岡明さん）８番、大石議員のご質問に対しまして、答弁をいたし

ます。 

 今回の米の価格高騰の問題につきましては、議員でもご指摘がありましたが、消費者側の

立場では安い米の販売を求めている。生産者側では少しでも高く売りたいというような相

反する思いがぶつかっておりまして、適正な価格をどこに置くのかというのが非常に難し

い問題と捉えております。 

 議員ご指摘のとおり、米の価格のほうが下がり過ぎますと、営農を諦める農家が出てきて、

米不足がさらに加速することが懸念されておることから、米価格の変動があっても持続的

な営農ができる水準の確保、セーフティーネットの必要性が指摘されておりまして、この農

家の所得保障の確保が大きなテーマとなっております。 

 この件につきましては、現状関係閣僚会議という国のほうで、政府のほうで議論が開始さ

れておりますので、これを注視していく以外ないかなと考えておるところであります。 

 よって、町独自の支援策というのはまだ全然見えていないというような状況であります。 

 以上、答弁といたします。 
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○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）米の価格高騰の間に、外米というか、カリフォルニア米というか、

米国産とか、いろいろな国の米が嶺北でも並んでいるのを目にするようになってきたんで、

今度農家が米をつくるときにも、一定量外国産米の輸入量が増えていると思うんで、生産量

が増えていく場合にも、今外国の米が高い関税がかかっておっても値段が安く入っている

ような状況と思われるんで、今回の価格高騰が今後の米等の生産農家に与える影響が非常

に危惧されるんで、町としても国の支援策、メニュー等を待たずに、町でも何か、また、肥

料というか、資材等、農機具等も援助されておりますが、少しでも援助できるようなところ

があると非常にまた農家のモチベーションも上がってくると思われるんで、町としても、

国・県等にも働きかけもし、支援できるか、何か支援策がないか考えるべきでないかと思わ

れますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）お答えします。 

 今までも営農継続支援という形で、それから、本年度から堆肥の活用もしていこうという

ことで、それも支援を考えております。それと、先ほど２番議員にもお答えしたとおり、本

町で手間暇かけて、それから非常に条件の困難なところで生産しておるお米について、私は

高く売っていくべきだというふうに考えておりますが、ただ、食料の安全保障ということを

よく最近いわれておりますけれども、自給率を上げるという必要性がある中で、関係閣僚会

議でどういうふうな論議がされるのかというところもありますけれども、今回のこのお米

の高騰についても、生産者に本当に所得につながっているのかというところは、私は少し疑

問があります。 

 どういうような流通過程とか、消費者の手元へ届くまでにどうだったのかということ、こ

れも国のほうで精査されると思いますけれども、農業が持続可能な農業につなげていくと。

それから、こういう中山間地域では、そういう環境保全も含めた農業につながっていかなけ

ればならないと考えておりますので、そういった視点でこの食料の問題は考えて、私はいき

たいというふうに考えておるところでございます。 

 いろいろな支援につきましても、今後も検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）続きまして、③として、今生活用品や食料品等、値上がりが非常に

続いており、値上がりほど年金とか給与とかは追いついてない。実質賃金はマイナスでいっ

ておりますが、非常に厳しい生活環境になっておると思われますが、本町としての物価高騰

対策は、また今年も引き続き、商品券等、また、第二弾、第三弾と売って支援していくのか。

いろいろな支援メニューを考えておられるのか、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）８番、大石教政議員の物価高騰対策につきまして、その支援策に
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つきまして、質問にお答えいたします。 

 マスコミ等の報道によりますと、先ほど議員が述べられましたように、物価上昇に賃金が

追いついていないということで、実質賃金は低下しておる状況で、暮らしはますます厳しく

なっているといえると思います。今回の一般会計補正予算に計上しています物価高騰対策

１，０３８万７，０００円につきましては、低所得者支援といたしまして、定額減税給付金

になります。内容につきましては、昨年度令和５年所得を基に、推計額で最大４万円を定額

減税給付金として給付していますけれども、令和６年度分の所得確定による不足額を追加

支給するものであります。 

 また、先月２７日には、内閣府より国の予備費を活用した重点支援地方交付金として、物

価高騰の影響を受けた生活者等への支援として、本町へ３８７万６，０００円が交付される

こととなりました。今後事業メニュー等を決定いたしまして、議会のほうへも提案させてい

ただきたいというふうに考えております。 

 円安等の影響もありまして、エネルギー、食料品など、様々なものが現在値上がりをして

おりまして、十分な物価高騰対策とは現在の交付金では言えないんではないかと考えてお

ります。物価高騰は全国的なものであり、国においてさらなる物価高騰対策が必要だという

ふうに考えております。 

 本日の高知新聞の報道によりますと、首相は、物価高騰対策で新たな給付金を検討すると

いうような記事も出ておりましたので、今後その給付金も踏まえまして、また新たな事業メ

ニューも検討していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）物価高騰対策等により、子育て中の方でも食事等減らしたり、また、

みんな物価高騰対策で食料品等、量とか、質とか落としたりすると、非常に健康的にもよく

ない。豊かな食生活というか、普通の食生活を送って、健康的に暮らしていくというのが望

ましい姿ですけれども、物価高騰により切り詰めた生活等をしなくてはならないとか、また、

子どもの弁当ではないですけれども、いろいろな面で暗い影を落とすようなことがあって

はいけないんで、町としても本山町におってよかったねというふうに、全力を挙げて物価高

騰に町も、町民の人も一丸となって立ち向かっていくという心構えが非常に大事で、みんな

で力を合わせてこの厳しい時を乗り切っていくべきと思われますが、お伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）もう時間がないから。 

 答弁を求めます。気持ちを伝えてください。どうぞ。 

 高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）議員おっしゃいましたように、大変物価高騰で町民の皆様の生活

は厳しい状況に置かれておるというふうに思います。先ほども言いましたけれども、新たな

物価高騰対策の給付金等も予定されておるようですので、その使い方につきましては、本当

に困っておる弱者の方に届くようにということを第一に考えて取り組んでいきたいという
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ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）８番、大石教政さん。 

○８番（大石教政さん）物価高騰も、補助金等があれば取り逃がさないように取り入れてや

っていき、町民の人の福祉向上につなげていくということで取り組んでいってほしいと思

います。 

 これで、８番、大石教政、一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（岩本誠生さん）これをもって、８番、大石教政さんの一般質問を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

○議長（岩本誠生さん）一般質問を続けます。 

 ４番、松繁美和さんの一般質問を許します。４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）それでは、議長のご指名いただきましたので、ただいまから一般質

問を始めさせていただきます。 

 まず最初は、環境問題です。 

 開発と自然保護等の調整及び様々な環境に関することを規定するため、環境保全条例の

制定が必要ではないかというようなことを３月議会で質問いたしました。それについては、

研究をするという答弁がございましたが、それを待たずに、現在ある条例、計画等に基づい

て、解決できる課題があるのではないかと、こういう観点に立ち、そういう立場からの質問

とさせていただきます。 

 既に本山町が日本で最も美しい村連合に加盟をしておりますけれども、その際、美しい風

景、棚田や清流の登録ということだけではなく、まず全体をきれいにするという住民意識の

向上も目指すものだというふうに、当時の担当者から私は伺っております。同時に、本山町

景観条例が制定されました。その後、本山町景観計画も策定されております。この観点から、

今現在の本山町の環境問題の認識についてお伺いするものです。 

 一つ目が、美しい村連合加盟関連の事業展開です。それと、その際につくられたと思いま

すが、本山町日本で最も美しい村づくり推進委員会ができておると思いますが、これの活動

状況について、まずお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）４番、松繁議員の一般質問にお答えします。 

 ＮＰＯ法人日本で最も美しい村連合は、失ったら二度と取り戻せない日本の農山漁村の

景観、文化を守りつつ、最も美しい村として自立を目指す運動として、２００５年１０月、

７つの町村で設立しスタートしております。今年２０周年を迎えます。現在５７の町村と地

域が加盟をしておるところでございます。 

 加盟の条件といたしましては、１として、人口がおおむね１万人以下であること、地域資
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源が２つ以上あること、連合が評価する地域資源を生かす活動があることなどとなってお

ります。 

 本町は、２０１１年、平成２３年１０月にこの連合に加盟しております。ブランド米「土

佐天空の郷」や棚田アート、棚田コンサートなどに取り組んでいる大石や吉延地域などの棚

田群と、汗見川を美しくする会など、環境保全活動や汗見川活性化推進委員会の地域づくり

活動、清流館を拠点とした交流活動の展開、汗見川の清流マラソン大会の開催などによる清

流汗見川が登録地域資源ということになっているところでございます。 

 現在も引き続き、南部の棚田群や汗見川流域において、環境や景観の保全や地域資源、自

然資源を生かした取組を積極的に進めていただいておるところでございます。 

 一方で、行政として日本で最も美しい村連合へ加盟しているというブランド力、そして、

その地域のブランド力を生かし切れているかということは、これは検証しなければならな

いというふうに考えております。このブランド力を強化する取組を地域の皆様と連携して

進めてまいりたいというふうに思います。 

 その他につきましては、担当課長のほうより答弁をいたします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）４番、松繁議員の質問に対し、町長の補足答弁を行います。 

 先ほど町長が、ある一定取組内容についてはおっしゃっていただいておりまして、私のほ

うからは、近年の取組でちょっと補足する点では、ご存じのように、毎年産業文化祭で表彰

しておりますフォトコンテストをはじめ、特に汗見川地域では、水域の清掃活動、広葉樹へ

の転換というようなところ、また、吉延地域におかれましても、田んぼの畦畔にセンチピー

ドグラスの植え付けなどを今後実証実験していくというような取組で、棚田景観含めて活

動をしておるというところで動いております。 

 また、推進委員会という組織の活動状況につきましては、平成３０年度から最後、開催は

できていないということでございます。 

 以上、補足答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）事業展開、お伺いしました。 

 それで、若干町長が、行政としての取組が、それぞれの地域がよく頑張っているというこ

とでしたが、課長の答弁にもありましたように、平成３０年からやっていないということに

はなっている。会そのものは開かれていない。しかし、一応任命を令和４年度から５年間と、

今の委員さんは任命をされていると。というのは、私が随分前になりますけれども、最初の

この議会のあったときに、男女共同参画の問題で、本山町にある委員の構成メンバー、男女

比などを聞いたときに、それに書かれてあるのを見ますと、令和４年度から５年間の任期で

１４人を任命しているというふうに書いておりますので、会議をしていないことはなくて、

もうそれで任命されていたらおかしいんですが、その中には、委員、会長は町長です。町内

の小学校長、そして、商工会、観光協会、社協、老人クラブ、婦人会等というふうに書いて
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おりました。それで、１４人の構成ということになっておりますので、私がお聞きしたとき

には、こういう肩書でしたので、もちろんその個人名を求めるものではなかったので、構成

と男女比を聞きましたので、実際あるということです。 

 ですから、ただ、この運動が前進をしてきて、それでそれぞれの地域でやっているから、

もうこの委員会は必要ないというようなことなのかもしれませんが、これは少し整理をし

ていく必要があると思いますので、その対応についてお聞きします。 

○議長（岩本誠生さん）澤田政策企画課長。 

○政策企画課長（澤田直弘さん）申し訳ございません。ちょっと行き違いがございまして、

一度開催をしておるというのは今分かったところです。 

 今後の推進委員会をどうしていくのかにつきましては、目的に沿って、推進委員会がある

という以上は今後は継続していく必要があるというふうに考えておりますので、精査をし

て、改めて内容を確認して進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）それを受けまして、指定資源だけでなくて、町全体でそういう機運

を盛り上げていくという取組で言えば、私が委員会の会長になっておりますので、この推進

委員会も開きながら、本山町の景観や環境などについて、みんなで考えていくと、これは行

政だけがやって進められるようなものでもございませんので、特に地域の方に、この南部の

棚田群でも、それから汗見川流域の皆様でも、もう行政の一歩も二歩も三歩も前を進んで行

政を引っ張っていただいておるような状況でございますけれども、町内全体でもこういっ

た美しい村、町にしていこうという機運を盛り上げていくという意味でも、こういう取組を

進めていかなくてはならないというふうに思います。 

 今２０周年を迎えて、日本で最も美しい村連合としても、加盟自治体が増加というよりは

少しずつ減ったりもしていますので、そういうところで非常に過渡期になっておるところ

がございます。そういう中で、高知県は今本山町だけでございまして、今中四国で高知県が

理事をやらなければいかんということで、去年から、本山町しかございませんので、私がそ

の理事になっています。 

 先日も再評価を受けたんですけれども、日本で最も美しい村連合としても、このタイミン

グを見たときには、アピールするときはあるのではないかというような話をそのときもし

ました。いわゆる消滅自治体の話があったときも、小さいけれども頑張っている、光ってい

るという自治体がたくさん日本全国にはありますので、ああいうときに、日本で最も美しい

村連合としての声明を出すべきではないかという発言を私はしましたけれども、そういう

ことで、やはりブランド力という話を先ほどしましたけれども、これに加盟しておるという

ことであれば、そういった運動もきちっとしていかなければいかんというところで、今会長

は町長という話で受けたときに、非常に反省もしたところでございます。大事な取組だとい

うふうに思っております。 



－82－ 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ありがとうございました。 

 それで、最初の段階で私、本山町が入るときにちょっと疑問があったのは、そういう見栄

えの美しい清流汗見川や棚田だけでいいのかということがあったので、そうしたら、その職

員が、町全体をきれいにしていくことが住民の意識改革にもつながるというふうにも言わ

れました。それで、ちょっと細かい具体的なことも出しましたけれども、２番以降の課題で

は。ごみの不法投棄の問題です。そのときもごみの不法投棄はとても本山町、多かったと、

今でもあると思っていますが、それなのにそんな美しい村に入っていいのというようなこ

とが感じたからでした。 

 不法投棄については、その美しい村連合に入っていようが入っていまいが関係なく、町と

しても一定の把握をして対策を取っていると思いますが、まず、今の把握状況とその対策に

ついてお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）前田住民生活課長。 

○住民生活課長（前田幸二さん）松繁議員の一般質問につきまして、答弁をさせていただき

ます。 

 ごみの不法投棄の把握状況ですけれども、主なものとしては、住民や職員からの連絡、ま

た、以前から不法投棄がよくある場所等の確認などを行っております。また、定期的な活動

としては、２月の県民一斉美化活動期間や６月の環境月間、地域では、不法投棄とはちょっ

と違うかもしれませんが、地域のほうでは春の一斉清掃を実施していただいております。 

 対策としましては、定期的な現地の確認、あと、啓発看板の設置、美化活動等について各

団体等に協力いただいての清掃活動を実施しております。 

 今後も地域や関係団体と連携、協力して、不法投棄やごみ処理の問題につきましては、引

き続き広報、あと啓発等に取り組んでまいります。 

 以上、簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）定期的な情報もあったりすると思います。そして、傾向として、道

路より川までの間に植林があるところ、ここに多いです。今課長言われたように、本当に地

域の住民の皆さん、定期的に清掃をされて、私が住んでいる地域でも、これは何ともならな

んというぐらい、もう一番最初は２トンのトラックで積んでも間に合わんというぐらいあ

ったのが、定期的な清掃をすることによって、ごみがなくなるとそこへは捨てないというの

が人間の心理でしょうか。そんなふうになるので、きれいにはなってきていると私は思うん

ですが、ただ、さっき言ったように植林があって、そして、ちょっと車を止められる広場が

あるところ。国道沿いでは、特に山崎あたりでは網など張っていて、落とさないようにして

いる。しかし、その網の隙間から、あるいはその上から落としているというのが見られるん

です。でも、その植林が切っているところもあるんです、川手まで。そこにはごみは少ない。 

 ということで、私は実際植林のないところをこういうふうに見ると、一つの対策として啓
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発も大事だけれども、ごみを捨てたい人の心理を何とかそぐようなことでいくと、それから、

景観のことも考えると、道から下の植林は必要ないんではないかなというふうに思ったり

するんです。ちょっとこの森林計画や、何かに引っかかって、そういう道から下の植林は切

っていくというような対策は取れないかなというふうに常々思っているんですが、そうい

ったことについてはどういうふうなお考えか、お聞きしたいと思います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）汗見川流域では河畔林整備ということで、樹種転換をしてきました。

これは私たちの先輩も、何とか道路下の植林を伐採できないかと。場合によっては樹種転換

できないかというのは、この間もう古くから、私たちも職員のときもそのことを考えました。 

 民有林ですので、協力をしてもらわなければいかんということもありますし、どういうふ

うに進めたらいいのかということについては検討しなくてはならないんですが、森林環境

譲与税の活用も含めて、これはもう先輩方も含めて、夢という言い方はおかしいですけれど

も、何とかそれをできないかなと、樹種転換できないかなと、伐採できないかなということ

を検討されてきました。これについては、繰り返しになりますが、民有林ですので、勝手な

ことは言えませんけれども、何かそういう方策ができないかということについては、これは

課題だと、今後検討したいというふうに思います。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ぜひご一緒に検討をしてまいりたいと思います。先ほど言ったよう

な推進委員会があったり、あるいは森林フォレスト構想のようなこともあったり、いろいろ、

そして、場合によったら地方創生の何か課題でもあるんではないかというふうには考えて

おりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 それで、三つ目が公共施設、これはたびたびこの議会でも、老朽化したといえば、その最

大たるものと言ってもおかしいですが、本山旧庁舎がやっと取り壊しになっておりますけ

れども、なかなか古いものが、建築物が取り壊しができず、あるのではないかということで、

それで、とりわけ私は景観問題から、この角度から今日はお話をしておりますので、本山町

景観計画というのには、汗見川地域と南部の棚田だけでなく、行川地域だとか、流域ごとの

いろいろな計画がありまして、そして、白髪小学校、もう随分前に休校、廃校になりました。

昭和４０年代ですので、もう５０年からたっている、６０年近いわけですが、そこが一時は

いろいろな活用をするということで、本山町景観計画にも書かれていた。しかし、これはも

う見るも無残な姿で捨て置かれているという状況にあります。これについては早急な対応

が必要と思いますが、この対応についてお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）４番、松繁美和議員の老朽化した公共施設等の現状認識とその対

応等の質問にお答えいたします。 

 公共施設の建築物や構造物は、住民の皆様にサービスを提供し使っていただくことで、住

民の皆様の生活向上、幸福感を高めるための町民皆様の財産であるというふうに考えてお



－84－ 

ります。今全国的に公共施設など国民の生活を支える基盤である公共施設、ガス、水道、道

路、電気等、インフラの老朽化対策が大きな課題となっております。本町も同様の状況であ

ります。これらの課題を解決するため、本山町公共施設等総合管理計画（平成２９年３月）

を定め、各施設については個別計画を立てて計画的かつ効率的な維持管理、補修を継続的に

実施し、対応しているところであります。個別計画を立てることで、有利な財源を確保する

ことができるように現在なっております。 

 白髪小学校跡につきましては、昭和４６年に本山小学校に統合され、地域の方に管理をお

願いし、建物の活用や校庭を活用してキャンプ場などとして活用しておったという時期も

あったようですけれども、現在の建物につきましては、雨漏り等が激しく使用は難しい状況

となっております。 

 今後におきましては、建物につきましては取り壊しをして撤去する。敷地につきましては、

何とか上下関の集落活動センターもありますので、そこら辺の方々と協議をして活用等を

図れることがあれば対応していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ありがとうございました。 

 本当にたくさんあるので、私もいくつか、あそこも、あれも、これもというふうに言いた

かったですが、とりあえずは景観に基づいての計画から引っ張ってきましたので、出しまし

た。 

 今副町長言われたように、白髪小学校の活用というのは、山岳観光と結びついた観光がで

きますので、以前にキャンプ場だとかというふうに使っていたということでは、実は私も白

髪小学校で県外の登山のお客さんを案内したときに、区長さんがその当時管理していまし

たので、鍵を借りてあそこで宿泊して、白髪山へ登ったという経験がございますけれども、

それで、この間白髪山のルートも、行川からのルートが崖崩れで通れなかったのを行川湖沼

会の皆さん、そして、登山部の皆さんが一緒になって新たなルートをつくり直しております。

そういうことをセットにして、ぜひそういう地元の皆さんと研究をしながら、新たな、いい

場所ですので、場所はとっても、活用できるようにぜひ今後の検討をお願いしておきたいと

思います。 

 それで、今景観計画、景観条例に照らして、次は、これは別に景観計画に何かを、景観条

例にいろいろ読んでいましたら、本山町でいろいろな新しいことをするときには、この景観

条例、あるいは景観計画に照らしてそのまま進めていいのか、少し慎重にしながら、一方で、

別の法律でちゃんと環境アセスなどあって、照らしてやっていると思うんですが、土木事業

や建設事業等の評価を行っているのか、それは必要ないのか、どういうふうに景観条例や景

観計画が公共事業に対して役割を果たしているのか、果たす必要はないのかも含めて、そし

て、さらに本山町景観審議会というのもあるんですね。何か問題が起こったときには、諮問

状況が発生すれば審議会に諮問をするというようなことがなっております。こういう本山
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町景観審議会が実際諮問されて、そうした検討をした事例が最近であるのか、そのあたりの

経過をお聞かせください。 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）松繁議員の質問にお答えいたします。 

 本山町景観条例第５条に、町民及び事業者の責務が規定され、自主的に景観の形成に努め

ることや町の施策に協力し、共にその推進に努めなければならないことが規定されており

ます。また、本山町景観計画第７条では、景観重要公共施設の整備に関する事項において、

重要公共施設の整備に関する方針が定められておりまして、道路や橋梁、河川の整備におい

て、周辺の景観と調和するように配慮することや周辺における景観形成を妨げないように

努めることなどがうたわれております。 

 町の実施する事業におきましては、設計段階で景観計画に基づくものとなるように指示、

指導しているところであります。また、事業者等からの工作物の設置につきましては、景観

計画に適合しているかを判断し、対応しておるところであります。事業者の評価につきまし

ては、景観形成の推進に現在努めていただいていることなどから、個々の評価については行

っておりません。 

 次に、本山町景観審議会への諮問状況でありますけれども、今まで土佐本山橋、これは五

区地区と寺家地区を結ぶ橋梁でありますけれども、その橋梁の色の選定と景観計画の一部

修正の諮問をしております。この諮問におきまして、平成２８年１１月２８日に答申をいた

だき、土佐本山橋の今現在の橋の色の決定と景観計画の一部修正が行われております。 

 それ以外につきましては、現在のところ諮問は行っておりません。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ありがとうございます。 

 ということは、特にこれは、町が実施することについてはそういう問題があれば審議会に

かけるというふうに理解をしましたが、例えば、国や県が実施する事業については、特に、

最初に言われたように、それに基づいているので個々に評価はしていないと。だから、本山

町で行われる全ての事業というふうに理解してよろしかったでしょうか。 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）お答えいたします。 

 本山町内全てではなくて、先ほど言いましたように、河川ごととか、地区が決められてお

りますので、その区域の事業についてであります。それで、規制がかかっておるということ

であります。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ありがとうございました。少しどういうふうに機能を果たしている

か、まずお伺いをした上で、いくつか今後進めていく事業があるかなと思ったので。 

 その５番のところにまいります。これは本山町再エネ導入ロードマップ、本山町地球温暖

化対策実行計画、これが昨年度策定されまして、この３月議会でも皆さんで確認したところ
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ですけれども、その際にも、このときも副町長、答弁いただきましたが、本計画を推進する

に当たっては、本山町地球温暖化対策推進協議会を立ち上げ、区域施策編の進捗管理を行う

と。また、事務事業編については、事務事業に係る地球温暖化対策推進委員会を立ち上げ、

事務事業編に関する進捗管理を行うとともに、町内委員会の開催結果を推進協議会に報告

することとしますというふうにあります。 

 まだ６月ですので、これがどうなっているかということでは、余り進んでないかもしれま

せんが、今この段階で私がこの状況をこの６月議会で聞いておかなければと思ったのは、昨

年この実行計画をつくるに当たりまして、去年度の事業でしたけれども、大変スタートが遅

かったです。１１月ぐらいになってから、もう年度までにあと３回で会をして、それでやる

ということで、私は十分な論議ができなかったというふうに、私、委員に議会から出させて

いただきましたけれども、そういうふうに感想を持っておりまして、そのことを申し上げた

ときにも、副町長から、大まか枠組みが出来たと。これから具体についてはきっちりと住民

の意見も聞きながら、そして委員会を設置するに当たっては、住民の皆さんからの公募を求

めると。いろいろなことでやっていくというふうなお話をされましたので、これが去年のよ

うに、もう冬に近くなってから、年度内につくるよなどというようなことをすると、今回も

モニタリング調査などをしながらというふうに言われていますが、これをコンサルがやっ

て、またコンサルが計画を出して、それで、この案でどうですかというような会にならない

ようにする必要があると思ったので、早い段階からの質問とさせていただきました。 

 この進捗状況についてお伺いいたします。 

○議長（岩本誠生さん）高橋副町長。 

○副町長（高橋清人さん）本山町地球温暖化対策実行計画の進捗管理の質問にお答えいたし

ます。 

 最初に、昨年度の計画作成におきまして、取りかかりが遅かったことにつきまして、まず

おわびを申し上げたいというふうに思います。 

 まず、本町の地球温暖化対策実行計画の内容について簡単に触れさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 本町の地球温暖化対策実行計画は、２０５０年のゼロカーボンシティ達成に向けた２０

３０年の中間目標を２０１３年度比で温室効果ガスの排出量を５０％を削減するとしてい

ます。基準年度を２０１３年度としているのは、国の地球温暖化対策計画と合わせているか

らであります。 

 現在本町は温室効果ガスの排出量を森林による二酸化炭素吸収量が上回るカーボンマイ

ナスを達成しておりますけれども、森林は２０年から２５年を過ぎますと、吸収量が減少し

ていくことと、そして、日本国の脱炭素化に向けては、可能な限り再生可能エネルギーを導

入していくことが重要であり、本町においても、脱炭素に向けてできる対策を継続的に進め

ていかなければならないというふうに考えております。 

 その進捗状況でありますけれども、先般前回策定時に委員長をしていただきました方と
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本年度のスケジュールについてまず確認をしております。推進委員につきましては、７月中

に公募も含め決定をしたいというふうに考えております。そして、まず町民も含めた計画、

脱炭素に関する勉強会を行うことと、各施策の情報発信に努め、町民皆様の地球温暖化対策

についての理解や意識向上に努めていきます。 

 次に、区域施策編、事務事業編の進捗について申し上げます。 

 区域施策編は、本山町全域の地球温暖化対策の計画になりますけれども、各施策にありま

す進捗管理指標を基に進捗管理を進めていきます。現在の状況は、森林の持続的な維持管理

におきましては、計画の間伐面積３０ヘクタール以上の予算を令和７年度で確保して進め

ているところであります。 

 また、未利用材の活用や太陽光発電につきましては、情報発信をホームページ等で行って

います。 

 また、畜産における脱炭素の取組につきましては、ペレット堆肥の活用の推進に向けて、

予算等も計上し取り組んでいるところであります。 

 事務事業編につきましては、地方公共団体の施設、事務事業に伴う計画でありますけれど

も、５月に庁舎内の推進委員会委員に各課の課長補佐職員を配置し、庁舎内で推進に努めて

いくということを確認しております。 

 また、本町全域の温室効果ガスの排出量のモニタリングにつきましては、環境省が毎年公

表しております自治体排出量カルテを基準に、モニタリングをしていく予定としておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ありがとうございました。 

 既に準備が始まっているということで、７月には委員も決定すると。順調に進んでいると

いうふうにも受け取りました。 

 なお、副町長も触れましたが、学習会のようなこと、実際区域施策編を進めるに当たって

は、開催をホームページで公表すると、順次。どういうふうに進んでいるか。共に、継続的

な勉強会、ワークショップ、意見交換の開催やアンケート、環境体験学習の実施により、町

民、企業と一体となった計画の推進を図るというようなことも明記されておりますので、今

少し勉強会もやるよと言いましたが、具体的にやっていくということが大変重要になって

まいりますので、これも委員会の中でやるということになれば、委員会が立ち上がってから

計画を立てるということになるかと思いますけれども、いろいろなことを、あれもやり、こ

れもやり、職員の皆さんも、住民の皆さんもそれほどよう付き合わんということもあるかも

しれませんが、このエネルギー問題というのは本山をどういう町にしていくかという重要

な課題ですので、そういったことも啓発をしながら、どうぞ取組を進めていただくようにお

願いいたしまして、この項目は終わります。 

 次へ、議長よろしいでしょうか。 
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○議長（岩本誠生さん）はい、どうぞ。次へ進んでください。 

○４番（松繁美和さん）まちづくりへの住民参加の課題です。 

 これは、もちろん再生エネルギー問題でも、どういう地域をつくっていくかということで

も、住民参加でやるということで、住民公募が大事という話をしまして、少し話が続いてい

るというふうには思っておりますが、今回ここで具体的に取り上げたのは、今本山町が高知

大学次世代地域創造センターに委託した事業がございます。まちなか活性化助成プログラ

ムということで、住民からというか団体からですけれども、アイデアを求めて、そして、そ

の事業が公募されておりまして、５月末が締切であったようですが、年内の事業実施が予定

されているようです。役場庁舎移転後のまちなか活性化は、町長の公約でもあり、非常に大

事であることは認識をしておりますが、しかし、町全体を考えた活性化、それを否定するも

のではないと、きっと町長は言うと思いますが、一区から三区の地域のことよと言われると、

あれっと思ったりもする住民の皆さんもいらっしゃいます。 

 この間、既に農村ＲＭＯということで、若い皆さんを中心にいろいろな取組を進めてきた

という計画もあると思いますが、改めて住民から広くアイデア募集といった住民参加を基

本にした施策づくりを展開していくというようなことが有効な方策ではないでしようかと

思いまして、少し①から③までの項目を立てましたが、まず、今後の事業展開、この地域創

造センターとのコラボ、そういう事業で活動範囲を、一旦今回やりますけれども、まちなか

に限定せず、全町的に展開をしていく。同じような方法で住民からアイデアを募っていくと

いうようなことを検討してはどうかと思いますが、ご答弁願います。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）松繁議員の一般質問にお答えします。 

 ご指摘のとおり、政策的にやっている事業の中で、私は本山町では多くの若い後継者が頑

張っていると。商工業だけでなくて農林畜産業でも同様であると。異なる産業間の後継者に

よる連携グループを立ち上げ、本山町を元気で楽しいまちにしたいという思いを具体的に

実現しますということで、公約の一つとして取り組んでまいりました。 

 また、この計画の中には役場庁舎の移転ということもある中で、町なかのにぎわいづくり

を進めたいと。モンベルアウトドアヴィレッジ本山の来客数を７万人とか、その当時言われ

ていました宿泊者が約８，０００人ですか、そういった方を、私まちなかを歩いていると、

日曜日でも本当に数人しか歩かないというご意見もいただきましたので、そういった皆さ

んも町なかに引き込めないかということなどを考えて、人がつながる町なかにということ

をコンセプトに、本山まちなか活性化推進委員会というのを立ち上げて、まちなかのにぎわ

いづくりを論議していく中で、８つのプロジェクトからなる本山まちなか活性化計画を策

定していただいたと。これはもう今までも何度も説明してきたところでございますけれど

も、この取組は、松繁議員のご指摘のとおり、全町的に展開していきたいというふうにこれ

までも委員の皆さんとも、連絡会議という会議になりましたけれども、その場でもこの取組

を町内全域に展開していこうということで、皆さんとも話合いをしてきたところでござい
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ます。 

 今本山まちなか活性化計画のプロジェクトの一つに、まちづくり活動組織というものが

ありまして、この創設というものがありまして、本山まちなかでのにぎわいづくり事業等の

立ち上げ、また、将来にわたってまちづくり活動や景観の維持管理を継続していくためには、

行政だけではなくて地域や民間等による実施体制の構築が必要になると。そこで、公益性と

企業性を持った地域密着型のマネジメント組織を創設したいと。それが本山まちなかの魅

力を高める活動の取組、継続的なにぎわいづくり事業を目指すという目的で、そのまちづく

り活動組織というものを立ち上げようということを目指しております。 

 現在任意の団体ではございますけれども、まちづくり活動組織創設プロジェクトとして

動いておりまして、この組織を動かしながら、法人組織に向けて立ち上げていきたいという

ふうに思っておるところでございます。 

 このまちづくり組織では、今回高知大学との連携で事業を実施しておりますけれども、い

ろいろな提案を受けた中で、その事業を実現していこうということで、まちなか活性化助成

プログラム、先ほど議員のほうからも紹介がありましたけれども、そういう形で今回募集を

したところでございます。こういった運動が継続的にできるようにということでも、このま

ちづくり活動組織というものを創設したいというふうに考えておるところでございます。 

 ご指摘のとおり、こういった活動を全町的に当然広げていくということは、その目的はそ

ういうふうに持っておりますので、議員ご指摘のとおり、全町的な展開に持っていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）全町的にというふうに思ってはおりましたけれども、確認をさせて

いただきました。 

 そして、二つ目ですが、住民参加のまちづくり、住民自治ということが地方自治にとって

は大変重要だというふうに思っていまして、この間、何かにつけてこういう質問を私させて

いただいておりますが、ただ、その手法、あるいは行政の役割、住民の役割等、そういった

学びの場が私は必要ではないかということも、この間提言もしてまいりました。また改めて

言うわけですが、これは地域の公民館活動、この中で実施をされていくべきものだろうとい

うふうに、地方自治、この戦後の歴史を見てきてもそう思うわけですが、なかなかそういう

ことの取組が十分では、だから、住民自治、住民参加で何をやろうといっても、なかなか具

体的に分かりづらいんです。 

 それで、③のところに書きましたけれども、地方創生事業や人口減対策の事業などで、全

国的には住民参加でいろいろ様々な実践がありますが、そういうふうなやっているところ

は、住民参加のところは成功しています。行政主体で何かをやっても続かない。住民が自分

たちの町のことを自分たちで決めてやっていこうということ、これは公民館教育、公民館活

動につながるんだろうというふうに思っております。 

 そういった実践を私はたくさん、書籍も出されているし、実践している自治体はあります
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ので、そういったところから学ぶ場を持つ、あるいはそういう住民参加で何か、最初は誰か

が投げかけなければいかんと思うんです。 

 それから、職員の皆さんも、私は常々職員の研修の中にも地方自治というものについても

う少し学ぶようなことをしてもらいたいというふうに言ってまいりました。この地方創生

についても、今地方創生に基づいて、今年も人口減対策でいろいろなプログラムが出てきて、

でも、そのプログラムに合うような形で、本山町の計画がやられ、実施に向けていっていま

すが、そもそもは地方創生の背景は、２０００年の分権一括法ですよね。機関委任事務が廃

止をされて、そして、法定受託ということになり、自治事務ということが強調されたわけで

す。 

 地方自治体が自ら考え、執行するというのはこの２０００年にあった背景ですが、その後、

いろいろ言いながらも国が示す、例えば２０１４年のまち・ひと・しごと創生法では、人口

東京一極集中を何とか地方へ持っていこうというものがありましたが、それでも国や県が

示した事業等にのっていくような形で余り進んでこなかった。それをもってきてコロナで

す。コロナ交付金、このコロナ交付金のばらまきで、さらに市町村は、もう何も考えなくな

ったとは言いませんが、その考える手足を奪われたというふうに逆に思っておりますが、し

かし、法の立てりからいけば、地方自治ということは大事ですので、そういったことをぜひ、

これはいつも教育長にも言いますが、公民館活動の中でこうした住民や職員も含めて、職員

も職員であったり、そして地域の住民でもあったりするわけですので、学ぶ系統的な学習を

検討していくというのはどうでしょうか。教育長にお伺いします。 

○議長（岩本誠生さん）大西教育長。 

○教育長（大西千之さん）４番、松繁議員の質問に対し、答弁を申し上げます。 

 教育目標に人づくりは地域づくり、地域づくりは人づくりとありますように、社会教育活

動の中で非常にそれは重要なことであるというふうに考えております。地域には現在も個

人、団体の皆さんの活動、あるいは町内では、それぞれ地域づくりの事例もございます。さ

らに次世代につなげていくため、あるいは継続、発展していくためには、提案をいただきま

したように、住民参加のまちづくりについて、あるいは地域づくり、人づくりに結びつくよ

うな継続した学びの場については、これは重要だというふうに思います。 

 委員おっしゃいましたように、最初は投げかけ、あるいはどういうふうにしていくかとい

うところもございますが、各種団体とも協議を進めながら、これは確実に実施に向けて検討

していきたい。早めに取り組むことが必要だなというふうに思っております。県内でも委員

おっしゃいましたように、いろいろな事例もございますし、近隣にもそういった活動がござ

います。それぞれ町内に合った内容等も含めながら、進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 なお、そういった取組の実現に向けましては、役場の内部、関係課とも協議をしながら、

進めていきたいというふうに考えているところです。 

 以上、答弁とさせていただきます。 



－91－ 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）ありがとうございました。 

 本当に確実に実施をしていきたいという答弁をいただきましたので、きっとこの問題、こ

れはいくらそうは言っても、住民の皆さんも今までそういうことを言われ慣れていないわ

けですから、もう役場の職員が自治体のことはやってよと、住民にそれほど出てこい出てこ

いと言うなとかというような声も一方で私はあるかもしれないと思ったりするんです。で

も、突き詰めていけば、地域のことを自分たちで、そして、さらにこれだけ人口が減る中で、

少ない人口の中でどうやってこの地域を、自分たちが住みやすいまちをつくっていくかと

いうのは、住民の皆さんも、そして、行政も、そして議員の役割も大きいと思っています。

そうしたことを今後も考えていきながら、私も議員活動をさらに進めていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（岩本誠生さん）澤田町長。 

○町長（澤田和廣さん）③の学習の場を持つことを検討したらどうかということで、ご質問

をいただいておりました。提案ありがとうございます。 

 地方創生事業や人口減少対策など、全国的な様々な実践をされていることを学ぶと。職員、

住民対象の学習の場を持つということはもう必要ということはと同感で、検討してまいり

たいと。教育長からも話があったとおり、公民館活動としてもそのとおりだろうというふう

に思います。 

 議員の質問にもありましたけれども、令和４年度から令和６年度の３年間、持続可能な地

域づくりを考える農村型の地域運営組織、いわゆる農村ＲＭＯに取り組み、その中で農家だ

けではなくて、様々な分野の皆さんにご参加をいただきまして、講演会やワークショップを

開催して、地域で支え合うまちづくりを一緒に考えようということで、農用地の保全や地域

資源の活用、そして、生活支援に係る将来ビジョンの策定に向けて論議をいたしました。 

 また、昨年度はファシリテーター、いわゆる会議を円滑に運営する人のそのファシリテー

ター養成講座というものも開催いたしまして、本年度はそのファシリテーターの皆さんが

中心となって、本山町の夢をみんなで語り合いましょうと。本山町楽しいまちづくりサロン

を開催しております。私、いろいろな事業が重なっていて、何回も出ていないので、余り大

きな声で、大きな顔でしゃべることができないんでございますけれども、そういったファシ

リテーターの養成講座に町民の皆さんが出てきてくれて、そのファシリテーターの皆さん

が今度は本山町の楽しいまちづくりサロンということで、いろいろな皆さんの意見を、こん

なことをやってみたい、あんなことをやってみたいということを論議をしていただいてお

ります。今月は１４日に開催を予定しております。そうした場で出された夢を住民の皆様主

体で実現していくと。その後押しの一つが今回の高知大学と連携して企画しているまちな

か活性化助成プログラムということであり、まちづくり活動組織にも今後つながっていけ

ればというふうに考えておるところでございます。 

 先ほどの一般質問に戻ってしまって申し訳ないんでございますけれども、今はまちなか
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というコンセプトでやっておりますので、これは一区、二区、三区及びその周辺で実施され

る事業というふうに今回規定しておりますけれども、今後の取組としては町内全域にも、そ

ういった皆さん、町なかだけではございませんので、楽しいまちづくり、夢を語っていただ

いて、それを実現するということをこのいろいろな制度で夢を実現していきたいと。課題解

決ではなくて夢実現なんだというファシリテーターの講師の方が話をされていましたけれ

ども、そういった町民の皆さんの夢を一つでも二つでも実現していくという取組を進めて

いきたいというふうに考えています。 

 すみません、求められてないのに答弁になったかもしれませんが、以上、答弁といたしま

す。 

○議長（岩本誠生さん）４番、松繁美和さん。 

○４番（松繁美和さん）町長、失礼しました。もう②と③は一緒に教育長でよかったと思っ

ていましたが、きちんと考えると、町長にちゃんと答弁を求めるべきでした。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（岩本誠生さん）これをもって、４番、松繁美和さんの一般質問を終わります。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 

午後 ４時５３分  散会 

 


